
 

博士論文  

 

 

 

 

状況に埋め込まれた学習の視点からの  

社会規範の変化とイノベーション  

 

―客と店の協働学習が生む新たな価値  ―  

 
 

Changes  in  so c ia l  norms  and  innovat ion  from an  in -s i tuated  
l earning  persp ec t i ve  

-  New values  c rea ted  by  coopera t i ve  l earning  by  customers  and  
sh ops  -  

 
 
 
 
 
 
 

国立大学法人  横浜国立大学大学院  
環境情報学府  

 
會津  律治  

R i tsuharu  Ai zu  
 

2018 年 12 月  
  



 

 
目次  

 

1 は じ め に    1 

2 本 論 に おい て 使 用 する 概 念    2  

2-1 新 し い価 値 ・ 文 化に よ る 新た な 欲 望 ・需 要 創 造    2 

2-2 社 会 規範    3 

2-3 イ ノ ベー シ ョ ン    3 

2-4 状 況 に埋 め 込 ま れた 学 習    4 

3 本 論 文 の問 題 ・ 先 行研 究 ・ 本研 究 の 目 的お よ び 研究 方 法    6 

3-1 問 題    6 

3-2 先 行 研究    7 

3-3 本 研 究の 目 的    7 

3-4 研 究 方法    8 

4 研 究 対 象    9 

4-1「 F レス ト ラ ン 」の 概 要    9 

4-1-1「 F レ ス ト ラ ン」 の シ ステ ム    10 

4-1-2「 F レ ス ト ラ ン」 の 開 店ま で の 経 緯    11 

4-1-3「 F レ ス ト ラ ン」 の シ ステ ム 構 築 の経 緯    12 

4-2 既 存 フラ ン ス 料 理レ ス ト ラン と「 F レス ト ラ ン 」の 比 較    15 

4-2-1 フ ラ ンス 料 理 レス ト ラ ンの 種 類    15 

4-2-2 既 存 フラ ン ス 料理 レ ス トラ ン の 利 用用 途    16 

4-2-3 既 存 フラ ン ス 料理 レ ス トラ ン の 利 用価 格    17 

4-2-4「 F レ ス ト ラ ン」 の 利 用用 途    19 

4-2-5「 F レ ス ト ラ ン」 の 利 用価 格    20 

4-2-6 既 存 フラ ン ス 料理 レ ス トラ ン ・「 立食 い フ レン チ 」・

「 F レス ト ラン 」 の 利益 構 造    20 

4-2-7 既 存 フラ ン ス 料理 レ ス トラ ン と 「 F レス ト ラ ン」 の

規範    22 

4-3「 BBQ 店 」 の 概 要    23 

4-3-1「 BBQ 店 」 の シス テ ム    24 

4-3-2「 BBQ 店 」 の 開店 ま で の経 緯    25 

4-3-3「 BBQ 店 」 の シス テ ム 構築 の 経 緯    25 

4-3-4「 BBQ 店」「 F レス ト ラ ン」 の 内 装 コン セ プ ト立 案 お

よび 工 事    27 



 

4-3-5「 BBQ 店」「 F レス ト ラ ン」 の 広 告 ・宣 伝    28 

4-4 他 の バー ベ キ ュ ー店 と 「 BBQ 店 」 の 比較    29 

4-4-1 バ ー ベキ ュ ー 問題 と 「 BBQ 店 」    29 

4-4-2 バ ー ベキ ュ ー 業態 の 種 類    30 

4-4-3「バ ー ベ キュ ー場 」 の 利用 用 途    31 

4-4-4「バ ー ベ キュ ー・ デ リ バリ ー 」 の 利用 用 途    31 

4-4-5「バ ー ベ キュ ー店 」 の 利用 用 途    31 

4-4-6「 BBQ 店 」 の 利用 用 途 の変 化    32 

4-4-7「バ ー ベ キュ ー場 」・「 バー ベ キ ュ ー・ デ リ バリ ー 」・ 

「バ ー ベ キュ ー 店 」 の利 益 構 造    32 

4-5 出 店 とバ ー ベ キ ュー 問 題    33 

4-5-1 開 店 後の 外 部 との 交 渉    33 

4-6 飲 食 店の 出 店 業 態に よ る 違い「テ ナ ント 店」と「 路 面 店」  34 

4-6-1「テ ナ ン ト店 」と 「 路 面店 」 の 特 徴    34 

4-6-2「テ ナ ン ト店 」と 「 路 面店 」 の 運 営    35 

4-6-3 店 のデ ザ イ ン    36 

4-6-4 賃 料の 設 定 条 件    36 

4-6-5 施 設管 理 費    37 

4-6-6 売 上金 の 管 理 と売 上 報 告義 務    37 

4-6-7 広 告・ 宣 伝 費    37 

4-6-8「 テナ ン ト店 」と「路 面 店 」のメ リッ ト と デメ リ ッ ト

38 

5 研 究 1 客 に よる （社 会 ） 規範 の 逸 脱 を店 が 許 容―「 F レス ト ラ ン」

お よ び 「 BBQ 店 」 に おけ る 3 事例    41 

5-1「 F レス ト ラ ン 」 の 客 に よる 店 内 に おけ る 「 仮眠 」 例    41 

5-1-1 方 法    41 

5-1-2 結 果    41 

5-1-3 考 察    43 

(1) 客 に よる 規 範 の 逸脱    43 

(2) 客 に よる 規 範 脱 行動 と 店 側の 偶 発 的 な許 容    43 

5-2「 F レ スト ラ ン 」の客 に よ る店 内 に お ける「 YouTube 視 聴 」例  

45 

5-2-1 方 法    45 

5-2-2 結 果    45 

5-2-3 考 察    47 



 

(1)客 によ る 規 範 の 逸脱    47 

(2)客 によ る 規 範 の 逸脱 と 店 側の 偶 発 的 およ び 客 の振 る

舞い の 程 度を 鑑 み て の許 容    48 

5-3「 BBQ 店 」 の 客 によ る 店 内に お け る 「 BGM 聴 取 」例    49 

5-3-1 方 法    49 

5-3-2 結 果    50 

5-3-3 考 察    51 

(1)客 によ る 規 範の 逸脱    51 

(2)客 の規 範 逸 脱行 動と 店 側 の偶 発 的 お よび 客 の 振る 舞

いの 程 度 を鑑 み て の 許容    52 

(3)客 によ る さ らな る 欲 望 の 表出 と 客 と して の 規 範の 逸

脱    53 

(4)客 によ る 規 範の 逸脱 と さ らな る 店 側 の客 の 振 る舞 い

の程 度 を 鑑み て の 許 容    54 

6 研 究 2 客に よ る （社 会 ） 規範 の 逸 脱 を店 が 拒 否、 そ の 後 の店 か ら客

へ 逆 提 案 、客の 許 容 例―「 F レス ト ラ ン 」お よ び「 BBQ 店 」にお ける 2

事例    56 

6-1「 F レス ト ラ ン」にお け る 客に よ る「 お子 様 フ レン チ 」提 案

例    56 

6-1-1 方 法    56 

6-1-2 結 果    56 

6-1-3 考 察    58 

(1)客 によ る 規 範逸 脱と 店 の 拒否 、 そ の 後の 店 の 提  

案と 両 者 の交 渉    58 

(2)客 に よ る 逸 脱 行 動 の 原 因 と 新 た な 規 範 の 生 成 過 程

59 

6-2 「 BBQ 店 」 に お ける 客 に よる 店 内 へ の「 飲 食 物持 込 み 」例

61 

6-2-1 方 法    61 

6-2-2 結 果    61 

6-2-3 考 察    63 

(1)客 によ る 規 範逸 脱と 店 の 拒否 、その 後の 店 の 提案 と

両者 の 交 渉    63 

(2)客 に よ る 逸 脱 行 動 の 原 因 と 新 た な 規 範 の 生 成 過 程    

64 



 

7 研 究 3 客 の 欲 望 を店 が 拒 否例―「 F レ スト ラ ン 」お よ び「 BBQ 店 」に

おけ る 1 事例    66 

7-1「 F レス ト ラ ン 」お よ び 「 BBQ 店 」 にお け る 客に よ る 規 範の

逸脱 を 店 が拒 否 例「 F レ スト ラ ン」「 BBQ 店 」にお け る「 飲

み放 題 」 例    66 

7-1-1 方 法    66 

7-1-2 結 果    66 

7-1-3 考 察  客 の 規 範逸 脱 と 店の 規 範 変 更拒 否    67 

8 総 合 考 察    69 

8-1 客 の 社会 規 範 逸 脱へ の 店 の影 響    69 

8-2 店 の 社会 規 範 再 考へ の 客 の影 響    69 

8-3 規 範 の変 更 過 程    70 

8-3-1 客 によ る 逸 脱 が店 に 許 容さ れ た 例    70 

8-3-2 客 によ る 逸 脱 が店 に 拒 否・ 却 下 さ れた 例    73 

8-3-3 規 範の 変 更 過 程ま と め    75 

8-4 社 会 規範 ・ 学 習 ・イ ノ ベ ーシ ョ ン    76 

8-5 シ ュ ムペ ー タ ー (1926)の イノ ベ ー シ ョン 論 再 考    77 

9 議 論    78 

9-1 主 体 間の 相 互 作 用と い う 視座    78 

9-2 本 論 文の 学 問 的 位置 づ け    81 

引 用 文 献    83  

 



 

 1 

1 は じ め に  

 

 レ ス ト ラン 業 は い つの 時 代 も、 時 の 流 れ・ 社 会 の変 化 や 流 行に 翻 弄さ

れ な が ら 同業 者 と 競 い合 う 業 界 で あ る 。 レス ト ラ ンの 流 行 の 変化 は めま

ぐ る し く 、長 く 保 っ て 5 年 早 けれ ば 1 年 で流 行 は 過ぎ 去 る 。 筆者 は 、 流

行 を 創 り ある い は 迎 合す る こ とに 疑 問 を 抱き 、 流 行に 左 右 さ れず に 客と

協 働 で 変 化し 続 け る 店を 創 る 道を 選 択 し た。 こ れ は、 客 と 協 働で 変 化し

続け る レ スト ラ ン の 日々 の 営 業の 1 場 面 を切 り 取 った も の で ある 。  

 本 論 文 では 、「生 産側 」の 店 と「消 費 側 」の 客 と いう 目 的 を異 に す る二

つ の コ ミ ュニ テ ィ が 当該 レ ス トラ ン に お いて 協 働 する こ と で 、店 の 規範

に 変 更 を 促し 、 新 た な価 値 が 生産 ・ 推 進 され る 過 程を 明 ら か にす る こと

を 試 み る 。  

 客 と 店 との 関 係 は 、経 済 的 なマ ク ロ 視 点に お い ては 生 産 側 と消 費 側、

供 給 側 と 需要 側 と い う共 存 共 栄の 二 つ の コミ ュ ニ ティ を 形 成 して い る。

し か し レ スト ラ ン マ ネジ メ ン トに お け る ミク ロ な 視点 で は 提 案側 と 選択

側 で あ り 、一 方 の 利 益が 上 昇 する と 、 他 方の 満 足 が下 降 す る ゆえ に 利益

は 背 反 し 目的 は 異 な る。 ま た 、客 と い う のは 一 見 （一 度 限 り の客 ） もい

れ ば 、 顧 客（ お 得 意 ）と も な りえ る も の であ り 、 店と 客 と い うの は 流動

的 で ゆ る やか な 繋 が りを 持 つ もの で あ る 。客 同 士 も偶 然 あ る いは 一 度限

り の 出 会 いか も し れ ない が 、 同空 間 を 共 有し 、 時 には 会 話 し 、長 い 時間

の 中 で は 店側 に 働 き かけ 協 働 で店 の 規 範 を書 き 替 えて い る 「 実践 コ ミュ

ニテ ィ (community of practice)」(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002)

を 形 成 し てい る と 考 える 。 実 践コ ミ ュ ニ ティ と は 、あ る テ ー マに 関 する

関 心 や 問 題、 熱 意 な どを 共 有 し、 そ の 分 野に お け る知 識 や 技 能を 、 持続

的 な 相 互 作 用 を 通 じ て 深 め て い く 人 々 の 集 団 の こ と で あ る (Wenger et 

al., 2002)。  

 サ ー ビ ス業 を 捨 て たフ レ ン チ料 理 店 と 、調 理 を 捨て た セ ル フグ リ ルレ

ス ト ラ ン の開 店 か ら 現在 ま で を振 り 返 り 、調 査 ・ 分析 す る こ とで 、 客 と

店が 協 働 で既 存 の レ スト ラ ン には な い 新 たな 社 会 規範 を 創 発 する 過 程、

す な わ ち イノ ベ ー シ ョン の 過 程を 検 証 す る。  
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2 本 論 に お い て 使 用 す る 概 念  

 

2-1 新 し い 価 値 ・ 文化 に よ る 新 た な 欲 望 ・ 需 要 創 造  

 

 佃 (2007)に よ る と 、経 済 に おけ る 価 値 の創 造 と は、 個 人 的 価値 お よび

社 会 的 価 値を 高 め る こと の 全 てで あ り 、 社会 的 価 値の 創 造 は 、物 質 面・

精 神 面 の 両面 で わ れ われ の 生 活の 質 ・ 満 足・ 充 実 を高 め る も ので あ る。  

 茂 呂 (2012)に よ る と、 文 化 とは 、 複 数 の人 々 が 何ら か の 人 工物 を 介し

て 協 働 し あう 過 程 と その 所 産 であ り 、 通 常そ れ は 世代 間 で 改 変さ れ なが

ら 継 承 さ れる も の だ とさ れ る 。文 化 が 人 々の 実 践 の中 で 協 働 的に 創 造さ

れ 、 継 承 され 、 さ ら に改 変 さ れて い く も ので あ る とし て い る 。 さ ら に 実

践 そ の も のの あ り よ うも 文 化 とし て と ら え る と 、 人工 物 は 物 質的 な もの

であ る と 同時 に 観 念 的な も の とな る 。 た とえ ば 建 築様 式 の 変 化は 時 代ご

と の 思 想 の変 化 を 表 して い る 。実 践 を と らえ る こ とが 文 化 を 理解 す るこ

とだ と さ れる 。  

 有 元 ・ 岡部 (2008)は需 要 と 欲望 の 関 係 につ い て 、 以 下 の よ うな 例 を用

い て 説 明 して い る 。 歯磨 き は 昔か ら も あ った が 、 歯磨 き を し ない と 虫歯

に な る と いう 説 明 が 、家 庭 や 学校 で し つ けら れ る よう な 食 後 の歯 磨 き習

慣 を 作 り 、悪 魔 の よ うな 三 角 矢じ り を 持 った 虫 歯 菌の イ メ ー ジを 子 供た

ち に 抱 か せ、 歯 磨 き ペー ス ト やデ ン タ ル フロ ス と いっ た 歯 磨 き製 品 の需

要 を 推 進 し、 歯 磨 き 後に は 食 事を し た く ない と い う欲 望 を も 生ん だ とし

て い る 。さ ら に 技術 と欲 望 に つい て 、「 カ メラ 付 き ケー タ イ を 手に し た 今、

私 た ち は 他者 に 自 分 が撮 っ た 日常 の 断 片 を送 る 。 そん な 欲 望 をも つ よう

に な る 。 この よ う に 考え る と 、新 し い 技 術は 私 た ちの 行 為 の 可能 性 と、

欲 望 の デ ザイ ン に 貢 献す る と いえ よ う 」 とし て い る。 つ ま り 「私 た ちの

欲 望 や 目 的は 、 人 工 物 と と も にあ る と い える 。 言 いか え れ ば 主体 が 、私

た ち の 頭 の中 だ け で なく 、技術 ＝ 人 工物 との 相 互 作用 で 成 り 立っ て い る」

と し 、「 私 た ち の 欲 望 自体 が 、社 会 的 にデ ザイ ン さ れて い る」とし て い る。  

 こ の よ うな 考 え に 基づ き 、 本論 で は 、 新し い モ ノの 価 値 の 生産 に つい

て 、 単 に 新し い 技 術 やシ ス テ ムを 開 発 す るだ け で なく 、 そ れ らに 触 発さ

れ た 客 と 店の 協 働 に より 文 化 ・欲 望 が 創 られ 、 そ れよ っ て 新 たな 需 要が

生 ま れ る 過程 を 示 す 。  
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2−2 社 会 規 範  

 

 新 し い モノ の 価 値 の生 産 と は、 既 存 の 社会 規 範 を逸 脱 し 新 たな 規 範を

創 る こ と と考 え る 。  

 社 会 規 範に つ い て 、北 折 (2000)は、「 人 類と い う のは 集 団 生 活を す る種

で あ り 、 社会 を 構 築 する 。 多 様な 価 値 観 ・志 向 性 を包 含 す る ゆえ に 個人

の 行 動 を 一定 の 枠 組 みで 規 制 する こ と が 、社 会 の 秩序 を 維 持 し利 益 や権

利 を 等 し く 保 証 す る 上で 必 要 とな る 。 こ うし た 規 制は 一 般 に 社会 規 範と

よ ば れ 、 行為 の 明 白 な指 針 と して の 機 能 を果 た す 。多 く の 場 合強 制 力を

持 ち 、 逸 脱す れ ば 制 裁が 科 せ られ る 形 で 斎一 性 の 圧力 を と も なう 。 時代

の 流 れ や 社会 の 変 化 によ っ て 新し い 規 範 が形 成 さ れる 過 程 に ある 場 合 は、

あ る も の が普 及 し て いく に し たが っ て 規 範が 形 成 され る 」 と して い る。  

 す な わ ち、 社 会 規 範と は 所 与の も の で はな く 、 時代 の 流 れ や社 会 の変

化お よ び その 社 会 を 構成 す る 人達 に よ っ て、 求 め られ 創 ら れ る も の であ

る と 考 え る。 レ ス ト ラン に お ける 客 と 店 の規 範 も 日々 再 形 成 され る が、

求 め ら れ る規 範 は 、 客側 と 店 側と で 必 ず しも 一 致 する と 限 ら ない 。 本論

で は 、 時 代の 流 れ ・ 社会 の 変 化に よ っ て 求め ら れ る新 た な レ スト ラ ンの

規 範 を 店 と客 が 互 い の規 範 か ら逸 脱 し 協 働で 創 り 変え る 過 程 を明 ら かに

する 。  

 

2−3 イ ノ ベ ー シ ョ ン  

 

 シ ュ ム ペー タ ー (1926)は 、 イノ ベ ー シ ョン （ innovation・ 技術 革 新）

を「 新 結合 (Neuer Kombination)」と 称 し「 生 産を す る とい うこ と は、わ

れ わ れ の 利用 し う る いろ い ろ な物 や 力 を 結合 す る こと で あ る 。生 産 物お

よ び 生 産 方法 の 変 更 とは 、これ ら の 物や 力の 結 合 を変 更 す る こと で あ る」

と 定 義 し た。 イ ノ ベ ーシ ョ ン の起 こ る 概 念と は 、 次の 5 つ の 場合 を 含ん

で い る と した 。（ 1） 新し い 財 貨の 生 産 （ 2） 新 しい 生 産 方法 （ 3） 新し い

販 路 の 開 拓（ 4）供 給源 の 獲 得（ 5）新 しい 組 織 の実 現 、 の 以上 の 5 つ で

あ る と し た。  

 志 田 (2013)は 、「 イ ノベ ー シ ョン を「 技 術革 新 」と 訳 した（ 一 般に は 1958

年 の『 経 済 白書 』だ と言 わ れ てい る ）の は大 変 に 誤解 を 生 む こ と で あ る 」

と し て い る。 技 術 革 新は 、 概 ね上 述 し た Schumpeter の 5 概念 の （ 2） 新

し い 生 産 方法 あ る い は（ 4）供 給 源 の獲 得 に か か わる 狭 い 捉 え方 で あ る。

新 た な 需 要の 形 成 や 新た な 価 値の 創 造 こ そが イ ノ ベー シ ョ ン の究 極 の姿
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で あ る 。 もの 作 り に とど ま ら ず、 新 規 市 場の 形 成 やま だ 知 ら れて い ない

幸 福 の 発 見を 目 指 す のが イ ノ ベー シ ョ ン であ る と し、 イ ノ ベ ーシ ョ ンを

「 あ る 物 とあ る 物 の 結合 」 と した 。  

 イ ノ ベ ーシ ョ ン を「新 結 合」（ シ ュ ム ペー タ ー , 1926）あ るい は「モ ノ

と モ ノ の 結合 」（ 志 田 , 2013）と す るな らば 、既存 の「 モ ノ から モ ノ を捨

て 去 る 」 こと に よ っ て「 新 結 合」 が 可 能 とな る 。 なぜ な ら 、 単に モ ノと

モ ノ を 結 合し た 場 合 、大 き く ・重 く ・ 高 価と な り 、早 晩 小 さ く・ 軽 く・

安 価 な 破 壊的 ベ ー シ ョン (クリ ス テ ンセ ン , 2001) に 取っ て代 わ ら れる

か ら で あ る 。こ こ で いう「 捨 て 去ら れ る べき モ ノ 」とは 、「 モノ が モ ノで

あ る た め に主 要 な モ ノ」 で あ ると 考 え る 。  

 例 え ば 、イ ノ ベ ー ショ ン の 例と し て 取 り上 げ ら れる ウ ォ ー クマ ン は、

ス テ レ オ から ス ピ ー カー を 捨 て、 テ ー プ レコ ー ダ ーか ら レ コ ーダ ー 機能

を 捨 て 両 者を 結 合 さ せた も の がウ ォ ー ク マ ン （ ヘ ッド フ ォ ン 聴取 ・ 再生

専 用 ） で あり （ 姜 ・ 平野 , 2014）、 ウ ォ ーク マ ン から CD を 捨て CPU（ 中

央 処 理 装 置） を 結 合 させ た も のが iPod であ る 。 この 例 は、「モ ノ が モノ

で あ る た めに 主 要 な モノ 」 を 捨て る こ と によ っ て 新し い 結 合 、す な わち

イ ノ ベ ー ショ ン が 成 立し た こ とを 示 し て いる 。  

 本 論 で は、「 モ ノ がモ ノ で なく な る」よう な 、そ の モノ の 主要 な 機 能を

捨 て る こ とに 触 発 さ れイ ノ ベ ーシ ョ ン が 起こ る 例 を取 り 上 げ る。 す なわ

ち 、 サ ー ビス 業 か ら サー ビ ス を捨 て 、 料 理店 か ら 調理 を 捨 て るこ と に触

発 さ れ て 、レ ス ト ラ ンの 新 し い価 値 ・ 文 化が 生 産 、推 進 さ れ る過 程 を、

2 店 の レ ス トラ ン 運 営の 変 遷 より 記 述 ・ 分析 す る 。  

 

2−4 状 況 に 埋 め 込 まれ た 学 習  

 

 店 を 経 営者 と ス タ ッフ だ け でな く 客 も 含ん だ 共 同体 と 捉 え るこ と で、

客 と 店 の 規範 の 違 い が明 ら か にな り 、 客 と店 と の 相互 作 用 の 中で と もに

変 化 し て 行く 過 程 を 共同 体 の 学習 と み な すと 、 互 いの 協 働 に よる 規 範の

変 化 の 過 程 が 観 察 可 能と な る 。こ れ に よ り 学 ぶ 主 体で あ る 店 と客 の 学習

共 同 体 の 規範 の 変 化 の過 程 が 示さ れ る と 考え る 。  

 森 下 (2010)に よ る と、 学 習 に対 す る 研 究の 立 場 は、 主 に 行 動主 義 、認

知 主 義 、状 況 主義 の 3 つ に大 別 され る 。(1)行 動 主 義は 、刺 激 と反 応 に よ

っ て 行 動 の習 得 と 消 去を 説 明 する 立 場 で ある 。この 立 場 にお いて 学 習 は、

経 験 に よ る行 動 の 変 化と し て 捉え ら れ て いる 。(2)認 知 主 義 は 、行動 主義

に 対 し て 、刺 激 と 反 応の 間 に 存在 す る と 考え ら れ る認 知 過 程 に注 目 する
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立 場 で あ る。 こ の 立 場に お い て学 習 は 、 認知 構 造 の変 化 と し て捉 え られ

て い る 。(3)状 況 主 義は 、行動 主 義と 認 知主 義 の 視座 に 対 し て、学 習者 個

人 内 の 認 知過 程 だ け では 無 く 、個 人 と 環 境と の 社 会的 関 係 に 注目 す る立

場 に あ る 。こ の 立 場 にお い て 学習 は 、 単 に知 識 や 技術 を 個 人 内に 習 得し

て い く こ とで な く 、 個人 と 個 人を 囲 む 環 境と の 社 会的 関 係 の 変化 と して

捉 え ら れ てい る 。  

 状 況 主 義論 者 で あ る Lave & Wenger(1991)は、徒 弟 制の 研 究 を通 じ て、

従 来 の 「 学習 」 を 個 人の 頭 の 中 の み の 変 化と 否 定 し、 学 習 と は共 同 参加

の 過 程 に ある と す る「 状況 に 埋 め込 ま れ た学 習 (Situated learning)」論

を 唱 え た 。こ の 論 で は、「 学ぶ 」のは 共 同体 、あ るい は 少 な くと も 、学習

の流 れ (context)に 参加 し て いる 人 た ち と さ れ て い る 。学習 は参 加 の 枠組

み で 生 じ る過 程 に あ り， 個 人 の頭 の 中 で なく 共 同 参加 す る 人 の間 に 分ち

も た れ て いる も の で あり 、 1 人 の人 間 の 行為 で は ない と し た 。  

 本 論 で はこ の 定 義 を採 用 し 、 状 況 的 学 習 論 の 観 点か ら 、 客 と店 と いう

目 的 の 異 なる 二 つ の コミ ュ ニ ティ が 、レ スト ラ ン 営業 と い う 実践 の 中 で、

互 い の 協 働に よ り 新 たな 価 値 （文 化 ） が 生産 、 推 進さ れ る 過 程を 学 習と

し 展 開 し てゆ く 。  
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3 本 論 文 の 問 題 ・ 先 行 研 究 ・ 本 研 究 の 目 的 お よ び 研 究 方 法  

 

3-1 問 題  

 

 シ ュ ム ペ ータ ー (1926)は 、「経 済 によ る革 新 は 、新し い 欲 望が ま ず 消費

者 の 間 に 自発 的 に 表 れ、 そ の 圧力 に よ っ て生 産 機 構の 方 向 が 変え ら れる

と い う ふ うに 行 わ れ るの で は なく 、 む し ろ新 し い 欲望 が 生 産 の側 か ら消

費 者 に 教 え込 ま れ 、 した が っ てイ ニ シ ア チブ は 生 産の 側 に あ ると い うふ

う に お こ なわ れ る の が常 で あ る 」 と 述 べ た。 シ ュ ムペ ー タ ー が言 う よう

に 経 済 に よる 革 新 は 、常 に 生 産側 か ら 消 費側 に 一 方的 に 新 し い欲 望 を教

え 込 み 、 消費 側 も 教 え込 ま れ るだ け で あ ろう か 。 現実 に は 消 費側 も 消費

す る こ と で生 産 側 に 新た な 欲 望を 提 案 し 、生 産 側 もそ れ を 受 容し 新 たな

価 値 を 消 費側 に 再 提 案す る こ とで 、 生 産 側と 消 費 側が 協 働 で 新な 価 値を

創 発 さ せ ると 考 え る 。  

 ク リ ス テン セ ン (2001)は 、 イノ ベ ー シ ョン の ジ レン マ に お いて 、 新技

術 の ほ と んど は 、 既 存製 品 の 性能 を 向 上 させ る 「 持続 的 技 術 」で あ り、

技 術 の 進 歩の ペ ー ス は、 市 場 の需 要 が 変 化す る ペ ース を 上 回 る可 能 性が

あ る 。 す なわ ち 、 多 くの 製 品 は発 売 後 に バー ジ ョ ンア ッ プ し 、使 わ ない

機 能 を 満 載し 値 を 上 げて 再 販 売さ れ る 。 これ に 対 して 、 破 壊 的イ ノ ベー

シ ョ ン で ある 「 破 壊 的」 技 術 は、 製 品 の 性能 を 引 き下 げ る 効 果を 持 ち、

従 来 と は まっ た く 違 う価 値 基 準を も た ら すも の で あり 、総じ てシ ン プ ル・

小 型 ・ 安 価と な る と して い る 。  

 本 稿 に おい て は ク リス テ ン セン の 説 を 踏襲 し 、「性 能 を 引 き下 げ 、シン

プ ル ・ 小 型・ 安 価 と なる 」 た めに は モ ノ から 何 か のモ ノ を 捨 てな け れば

な ら な い が、 こ の 捨 てら れ る モノ と は 「 モノ が モ ノで あ る た めに 主 要な

モ ノ 」 で あり 、 こ れ を捨 て る こと に よ り 、新 し い 価値 が 生 産 可能 と なる

と 考 え る 。こ こ で は 、 レ ス ト ラン 営 業 と いう 実 践 の中 で 、 サ ービ ス 業か

ら サ ー ビ スを 捨 て た フラ ン ス 料理 レ ス ト ラン （ 以 下、「 F レ スト ラ ン」）

と 、料 理 店 か ら調 理 を捨 て た セル フ グ リ ルレ ス ト ラン（ 以 下 、「 BBQ 店」）

を 対 象 に 、レ ス ト ラ ンで あ る ため に 主 要 なモ ノ を 捨て る こ と で、 客 と店

と い う 目 的の 異 な る 二つ の コ ミュ ニ テ ィ の規 範 の 変化 の 過 程 を 分 析 対象

とす る 。  
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3-2 先 行 研 究  

 

 こ こ で は、 こ れ ま での イ ノ ベー シ ョ ン 研究 を か えり み る 。  

 チ ェ ス ブ ロ ウ に よ る 、「 オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 」 に お け る 研 究

(Chesbrough, 2006)では 、 知 識の 流 入 と 流出 を 自 社の 目 的 に かな う よう

に 利 用 し て社 内 イ ノ ベー シ ョ ンを 加 速 さ せる と と もに 、 市 場 への 進 出に

も 、社 内の ア イ デア とと も に 社外 を 経 由 した ル ー トを 活 用 す べき で あ り、

そ の た め には 、産 業・学 校・研 究機 関・起業 家 な ど外 部 か ら 新た な 技 術・

ア イ デ ア を 活 用 し 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン を 促 進 さ せ る べ き だ と し て い る

(Chesbrough, 2006)。  

 勤 務 先 企業 な ど 母 体企 業 か らメ ン バ ー の技 術 者 がリ ス ク を とっ て 自発

的 に 飛 び 出し 、 創 業 する 行 為 であ る 「 ス ピン オ フ ・ベ ン チ ャ ー」 に おけ

る研 究（ 長山 ,  2012）で は 、ス ピン オ フ を した 後 の 起業 家 が 他 のス ピ ンオ

フ 起 業 家 や予 備 軍 と とも に 製 品開 発 知 識 の獲 得 や 起業 の 学 習 を行 う こと

や 、 元 の 企業 と の 関 係や 再 教 育制 度 の 方 法な ど が 示さ れ て い る。  

 「 イ ノ ベー シ ョ ン 行動 科 学 」の 研 究 （ 砂田 ・ 井 上 , 2009） では 、 イノ

ベ ー シ ョ ンを 起 こ そ うと す る とき の 組 織 には 、 あ る程 度 の 寛 容性 が 求め

ら れ る と し、 こ れ に 対処 す る ため に は 、 全く 異 な る合 理 性 の バラ ン スを

生 み 出 し てい る ア ク ター た ち （社 長 ・ 部 長・ 担 当 者・ 会 社 ） の関 係 性を

調 整 、 媒 介す る 必 要 があ る と して い る 。  

 以 上 に 列記 し た よ うに 、 こ れま で の 研 究は イ ノ ベー シ ョ ン の為 の 組織

の あ り 方 、環 境 、技 術・ア イ デア の 活用 方法 、管 理、組 織マ ネジ メ ン ト、

と い う 観 点の 研 究 が 多数 を 占 めて い る 。 また 、 成 功し た イ ノ ベー シ ョン

の 事 後 の 理論 研 究 お よび 、 当 事者 以 外 の 者に よ る 研究 が 多 数 であ り 、当

事 者 に よ る実 践 内 で 現在 進 行 中の 具 体 的 な事 例 研 究は 少 な い 。  

 本 研 究 では 、 レ ス トラ ン の 営業 と い う 実践 の 中 で、 現 在 進 行中 の 事例

を 研 究 す るこ と で 、 イノ ベ ー ショ ン の 生 み出 さ れ る具 体 的 で 詳細 な 過程

を 記 述 ・ 分析 し た い と考 え る 。  

 

3-3 本 研 究 の 目 的  

 

 本 調 査 では 、 経 営 者で あ る 筆者 が 経 営 す る 2 つ の レス ト ラ ン―開店

から 4 年 の「 F レ ス トラ ン 」と 、 9 年 の「 BBQ 店 」―の 営 業実 態 を 調査

し た 。両 店 舗は 、サ ービ ス 業 から サ ー ビ スを 捨 て、「 BBQ 店 」は料 理 店か

ら 調 理 ま でも 捨 て た 、つ ま り 従来 の レ ス トラ ン か ら主 要 な 機 能を 捨 てた
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新 し い コ ンセ プ ト の 店舗 で あ った 。 調 査 時点 に お いて 、 両 店 舗と も に、

飲 食 店 に おけ る 繁 盛 店の 目 安 であ る 月 坪 売り 上 げ 20 万 円（ 赤沼 , 2009; 

阿部 , 2012; 吉田 文和 , 2009） を 大 き く上 回 る 月坪 売 り 上 げ 50 万円 を

超 え 、 両 店舗 で 年 商 2 億 円 を上 回 る 好 成績 を 上 げて い た 。  

 新 し い コン セ プ ト の提 案 が 、必 ず し も 成功 す る とは 限 ら な い。 客 と店

と い う 関 係は 、 経 済 的な マ ク ロ視 点 に お いて は 共 存共 栄 の 二 つの コ ミュ

ニ テ ィ を 形成 し て い ると み な され る が 、 レス ト ラ ンマ ネ ジ メ ント に おけ

る ミ ク ロ な視 点 で は 提案 側 と 選択 側 で あ り、 利 益 は背 反 し 、 目的 は 異な

る （ 會 津 , 2016） か らで あ る 。生 産 側 が 提案 し た 新た な シ ス テム を 、客

は 単 に 消 費す る に と どま ら ず 、新 た な 欲 望を 創 発 し、 店 舗 側 に提 案 する

場 面 に 、 筆者 は し ば しば 遭 遇 して き た 。  

 店 と 客 とい う 二 つ のコ ミ ュ ニテ ィ の 行 動を 調 査 ・分 析 し 、 店と 客 それ

ぞ れ の 社 会規 範 の 変 容 を 記 述 する 。 こ れ によ り 、 飲食 店 の イ ノベ ー ショ

ン が 生 じ る過 程 、 新 しい 価 値 （文 化 ） が 生産 、 推 進さ れ る 過 程を 示 すこ

と を 目 的 とす る 。  

 

3-4 研 究 方 法  

 

 本 調 査 は、筆 者が 経営 す る 新し い コ ン セプ ト の 2 つ の 飲 食 店に お い て、

新 し い 価 値（ 文 化 ） が生 産 、 推進 さ れ る 過程 を 示 すこ と で 、 イノ ベ ーシ

ョ ン が 生 じる 過 程 を 明ら か に しよ う と す るも の で ある 。 両 店 舗と も 従来

の レ ス ト ラン か ら 主 要な 機 能 を捨 て た 新 しい コ ン セプ ト の 店 舗で あ る。

店 側 の 人 間で あ る 筆 者が 、 社 会規 範 の 逸 脱と 見 な した 客 の 行 動に 焦 点を

当 て 、 そ れに 対 す る 客と 店 の やり と り を 記述 す る こと で 、 両 者の 社 会規

範 が 変 容 して い っ た 過程 を 考 察す る 。 店 と客 の 行 動は 、 参 与 観察 （ 写真

撮 影 ・ フ ィー ル ド ノ ーツ ） と 、店 長 ・ 店 員へ の 聞 き取 り 調 査 （録 画 ・ 録

音 ・ フ ィ ール ド ノ ー ツ） に よ って 採 集 し た。  
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4 研 究 対 象  

 

 本 調 査 では 、 筆 者 が経 営 す るセ ル フ サ ービ ス を 採用 し た フ ラン ス 料理

レ ス ト ラ ン （ 以 下、「 F レ ス トラ ン 」） およ び 、 セ ル フ サ ー ビス と 客 自身

が 調 理 を する セ ル フ クッ キ ン グ方 式 を 採 用し た レ スト ラ ン （ 以下 、「 BBQ

店」） の 2 店の 運 営 の調 査 ・ 分析 を 行 っ た。 2 店の 営 業場 所 は 東 京 都 内、

最 寄 り の 駅よ り 徒 歩 圏内 の 比 較的 閑 静 な 住宅 地 で ある 。 当 該 店 は 、 木造

ア パ ー ト （築 50 年 ） 1 階に 「 F レ スト ラン 」 が テラ ス 席 を 隣接 し 営 業し

て い る 。2 階 には「 BBQ 店 」が 屋上 テ ラス 席を 常 設 し営 業 し て いる 。営 業

時 間 は 両 店と も に 平 日・土 11 時 ～ 23 時 、日・祭 日 11 時 ～ 22 時 、年 中 無

休 で あ る 。 2 店 と も に店 は 、 各店 長 が ス タッ フ を 雇用 し て 運 営し 、 経営

者 で あ る 筆者 は 通 常 業務 の 一 員と し て は 店に 立 た ず、 会 社 運 営・ 経 理業

務 を 行 い 、 ス タ ッ フ 会議 お よ び 不 定 期 の 打ち 合 わ せに よ る 各 店の 運 営方

針 の 確 認 ・変 更 に 携 わっ て い る。  

 

4−1「 F レ ス ト ラ ン」 の 概 要  

 

「 F レス ト ラン 」 は 、 200x 年 3 月 の 開 店よ り イ タリ ア ン レ スト ラ ンと

し て 営 業 して き た が 、9 年 後の 201x 年 4 月に セ ル フサ ー ビ ス を採 用 しフ

ラ ン ス 料 理を 提 供 す る「 F レ スト ラ ン 」 とし て リ ニュ ー ア ル オー プ ンし

た（ 図  4-1〜 4-3 参 照）。こ こ で のセ ル フサ ー ビ スと は 、客 自身 が 出 来上

が っ た 料 理を 自 ら の テー ブ ル に配 膳 す る こと 、食後 に 下 膳・ゴミ の 分 別・

ゴ ミ 箱 へ の廃 棄 を す るこ と を 言う 。  

      

図 4−1 牛フ ィ レ 肉 のフ ォ ア グラ の せ  図 4−2 ロブ ス タ ー のロ ー ス ト  



 

 10 

 

  図 4−3 外 観  

（図 4−1〜 3、 筆 者 撮影 2018 年 6 月）  

 

4−1−1「 F レ ス ト ラン 」 の シ ス テ ム  

 

 「 F レ スト ラ ン 」 は、 通 常 のフ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン と は 、い く ぶん

異 な っ た 方法 で 運 営 され て い る 。来 店 し た 客 は 、店 内（ 50 席 ）ある いは

屋 外 テ ラ ス席 を 選 択 し確 保 す る。 次 に 1 階店 内 の壁 1 面 に 大 きく 貼 られ

た メ ニ ュ ーか ら 好 み の飲 料 ・ 料理 を 選 択 し、 そ ば にあ る 券 売 機（ 図 4−4

参 照 ） で チケ ッ ト を 購入 し 、 自分 の 席 に 戻る 。 カ ウン タ ー 内 プリ ン ター

が客 の 購 入し た メ ニ ュー 名 と 番号 を プ リ ント ア ウ トし 、 コ ッ クが 確 認し

注 文 が 確 定す る 。 料 理完 成 後 にコ ッ ク が マイ ク で 番号 を 呼 び 出す 。 客 は

番 号 が 記 入さ れ た チ ケッ ト と 引換 に 料 理 を受 け 取 る。 席 に 戻 り食 事 を楽

し み 、 食 後は 食 器 棚 に使 用 済 み食 器 を 返 却し 、 ゴ ミの 分 別 ・ ゴミ 箱 への

廃 棄 後 に 退店 す る 。 なお 、 前 菜・ 主 菜 ・ デザ ー ト のチ ケ ッ ト を選 択 ・購

入 し 自 ら が構 成 し た コー ス 料 理と す る こ とも 可 能 であ る 。  
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図 4−4 店内 の 券 売 機 と メ ニ ュー （ 筆 者 撮影 2018 年 6 月）  

 

4−1−2「 F レ ス ト ラン 」 の 開 店 ま で の 経 緯  

 

 「 F レス ト ラ ン 」の前 身 で ある イ タ リ アン レ ス トラ ン は 、9 年 前の 200x

年 か ら 開 店し 営 業 し てい た 。 しか し 近 隣 にイ タ リ アン レ ス ト ラン が 林立

し た た め と、 シ ェ フ が元 々 フ ラン ス 料 理 を得 意 と して い た こ とも あ り、

筆者 が 開店 4 年 後 に セル フ サ ービ ス に よ るフ ラ ン ス料 理 店 へ の業 態 変更

を 提 案 し た。 し か し 、そ の 提 案は シ ェ フ 以下 ス タ ッフ 5 名 全 員の 反 対に

よ り 頓 挫 した 。 反 対 の理 由 は 以下 の 5 点 であ る 。 1 点 目は 、 フラ ン ス 料

理 は ソ ー ス作 り 、 下 ごし ら え 、飾 り つ け に手 間 が かか り コ ッ クの 人 件費

は 上 昇 す る。 2 点 目 は、 セ ル フサ ー ビ ス によ る ホ ール ス タ ッ フの 人 件費

削 減 は コ ック の 人 件 費増 加 で 相殺 さ れ 効 果は 期 待 でき な い 。 3 点 目 は、

食 材 は 高 価な も の を 使用 す る ゆえ に 料 理 の値 段 も 高価 と な り バリ ュ ー価

格 で の 提 供は 不 可 能 であ る 。 4 点 目 は 、 フラ ン ス 料理 に は 高 い質 の 接客

お よ び ソ ムリ エ と い った ワ イ ン知 識 が 必 要と な る 。 5 点 目 は 、客 に は、

店 に 高 い 格式 と 接 客 を期 待 し 、特 別 な 日 や接 待 に 使用 す る と いう フ ラン

ス 料 理 レ スト ラ ン の 使用 目 的 が存 在 す る 。す な わ ちセ ル フ サ ービ ス とす

る こ と で 安価 に 提 供 する こ と は不 可 能 お よび 、 セ ルフ サ ー ビ スを 採 用す

る こ と で 客は 来 店 し ない と い うの が 主 な 理由 で あ った 。  

 そ の 4 年後 の 開 店 8 年 後 とな る 夏 に 筆者 は 、 再度 セ ル フ サー ビ ス を採

用 し た フ ラン ス 料 理 店構 想 を 当時 の イ タ リア ン レ スト ラ ン の スタ ッ フに
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再 提 案 し 、渋 々 で は あっ た が スタ ッ フ 全 員に 了 承 され 、 そ の 半年 後 の開

店 9 年 後の 3 月 に セ ルフ サ ー ビス を 採 用 した フ ラ ンス 料 理 を 提供 す る「 F

レ ス ト ラ ン 」 と し て リニ ュ ー アル 工 事 を 行い 開 店 した 。 セ ル フサ ー ビス

に よ る フ ラン ス 料 理 店へ の 業 態変 更 に 反 対し て い たス タ ッ フ の賛 成 への

意 識 の 変 化は 、長引 く不 況（ 図  4−5 参 照 ）に よ り飲 食 店 も安 価な 値 段 設

定 を 考 え ざる を 得 な い時 代 に 差し 掛 か っ てい た こ と、 加 え て 、前 回 のセ

ル フ サ ー ビス へ の 変 更を 「 F レス ト ラ ン 」が 断 っ た直 後 、 先 駆け て セル

フ サ ー ビ スを 採 用 し 階上 に 開 店し た 、 同 社系 列 の 「 BBQ 店 」 の成 功 事例

が 大 き く 影響 し た と 考え る 。 しか し 開 店 後 1 ヶ 月 で ホー ル を 仕切 っ てい

た 店 長 と 、コ ッ ク と して 2 番 目の 地 位 で ある セ カ ンド コ ッ ク の 2 名 が、

セ ル フ サ ービ ス に よ るフ ラ ン ス料 理 の 提 供と い う 新シ ス テ ム を受 け 入れ

ら れ な い とい う 理 由 で 退 職 と なっ た 。 新 規に 採 用 した 新 コ ッ クの う ちの

一 人 が ホ ール と キ ッ チン を 管 理す る 兼 任 の新 店 長 に就 任 し 、 もう 一 名の

新 コ ッ ク と と も に 元 から の シ ェフ と 一 緒 に調 理 を 担当 し た 。 その 後 さら

に コ ッ ク が２ 名 入 店 した が 、 ホー ル 専 任 係は 配 置 せず に コ ッ クの み の 5

名 に 加 え て、 皿 洗 い のア ル バ イト が 数 名 とい う 人 員体 制 で 現 在に 至 って

いる 。  

 「 F レ スト ラ ン 」にお け る 開店 前 の 基 本方 針 の 決定 は 、シ ェフ・店 長・

他 の コ ッ ク・ 筆 者 お よび 、 前 述し た セ ル フサ ー ビ スと セ ル フ クッ キ ング

を 先 に 取 りい れ 200x 年 に開 店 し成 功 を 収め て い た「 BBQ 店 」の店 長 を 加

え た メ ン バー に よ る ミー テ ィ ング に よ っ て多 く が 決定 さ れ た 。  

 

4−1−3「 F レ ス ト ラン 」 の シ ス テ ム 構 築 の 経 緯  

 

 「 F レ スト ラ ン 」 開店 の 半 年前 の シ ス テム 構 想 当時 は 、 バ ブル 終 焉後

か ら 続 く 終わ り の 見 えな い 不 況と 賃 金 低 下（ 図  4−6 参 照） の中 に あ り、

飲 食 店 も 安価 な 値 段 設定 が 必 要で あ っ た 。こ の 頃同 業 他 社の 経営 に よ る、

立 ち 食 い をう た う 新 シス テ ム の格 安 イ タ リア ン レ スト ラ ン（ 坂本 , 2013）

が 既 に 営 業を 開 始 し てい た 。 我々 は 、 高 級・ 高 格 式・ 丁 寧 な サー ビ スと

い う イ メ ージ の フ ラ ンス 料 理 レス ト ラ ン への ア ン チテ ー ゼ と して 、 本格

フ ラ ン ス 料 理 を セ ル フ サ ー ビ ス で 提 供 す る シ ス テ ム を 計 画 し て い た 。  

セ ル フ サ ービ ス に つ いて 我 々 は、 大 多 数 の若 年 層 およ び 中 年 層は 、 ファ

ス ト フ ー ド、 学 生 食 堂、 社 員 食堂 等 の セ ルフ サ ー ビス 文 化 に 育ち 、 既に

学 習 済 み であ り 導 入 が可 能 で ある と し た 。メ イ ン ター ゲ ッ ト であ る 中年

層 は 半 数 以上 の 人 が 許容 可 能 、高 年 層 に つい て は 許容 が 難 し いと 予 想し
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た が 、 若 年層 増 加 が 高年 層 の 来店 率 減 少 をカ バ ー する と 考 え た。  

 基 本 構 想は セ ル フ サー ビ ス を採 用 し 、 レス ト ラ ンに お け る ホー ル 係の

労 働 を 客 が肩 代 わ り する こ と と引 き 換 え に商 品 を バリ ュ ー 価 格で 提 供す

る と い う もの で あ る 。す な わ ちセ ル フ サ ービ ス を 採用 す る こ とで 削 減し

た 人 件 費 を原 材 料 に 割り 振 り 料理 の 原 価 率（ 表 4−1 参照 ） を 上げ 、 魅力

あ る 商 品 価格 と し た 。一 般 的 レス ト ラ ン の原 価 と 人件 費 に つ いて 、 赤沼

(2009)、阿 部 (2012)、吉 田 広 介（ 2009）、吉田 文 和（ 2009）ら は 、原価（ 材

料 費 ） 率 30〜 33%、 人件 費 率 22〜 30%と して い る 。し か し、「 F レ スト ラ

ン」 は 人 件費 率 を 20％ と 設定 し 、 削減 し た 10％ を 原 価に 充当 し 原 価率

45％ 達 成 を目 指 し た 。飲 食店 の 原 価率 に つい て 阿 部 (2012)は 、「 多 く の資

料 は 30〜 33％ とし てい る 。 原価 率 30％は 飲 食 業界 で 多 く の人 が 信 じて

いる『 常 識 』の 一つ で 、原価 率 40％ 前 後 は『 常識 外 れ 』」だ と して い る 。

し か し 、 セル フ サ ー ビス と し た 「 F レ ス トラ ン 」 は人 件 費 削 減に よ り原

価率 を 45％ と 設 定 とす る こ とが 可 能 と なり 、値 頃 感 を超 え るバ リ ュ ー価

格 が 実 現 でき る と 考 えた 。  

 「 F レ スト ラ ン 」 構想 段 階 の 開 店 前 年 には 同 業 他社 の 経 営 によ る 、立

ち 食 い 業 態の フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン が 台頭 （ 坂 本 , 2013） した 。 我々

は 自 店 の セル フ サ ー ビス に よ るフ ラ ン ス 料理 提 供 とい う 構 想 を再 考 した

が 、 立 ち 食い と い う 客の 回 転 率（ 1 日 に 店の 椅 子 を何 人 の 客 が使 用 した

か ） 重 視 によ り 利 益 を上 げ る シス テ ム と 「 F レ ス トラ ン 」 の セル フ サー

ビ ス と い う人 件 費 を 削減 し 利 益を 上 げ る シス テ ム は競 合 し な いと い う意

見 で 、 筆 者と 全 ス タ ッフ の 考 えが ま と ま り、 セ ル フサ ー ビ ス によ る フラ

ン ス 料 理 レス ト ラ ン の出 店 計 画は 続 行 さ れ、 翌 年 の開 店 9 年 後の 3 月に

開 店 の 運 びと な っ た 。こ こ に サー ビ ス 業 から サ ー ビス を 捨 て 、本 格 的フ

ラ ン ス 料 理を リ ー ズ ナブ ル な 価格 で 提 供 する シ ス テム の「 F レス ト ラ ン 」

が 誕 生 し た。  
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図 4−5 株価 の 推 移  TOPIX（ 総 務 省統 計局 資 料 , 2015）  

図 中 縦 点 線 （ 青 ） は （「 BBQ 店」 開 店 構 想時 ） お よび 縦 点 線 （赤 ） は

（「 F レ スト ラ ン 」 開店 構 想 時） を 示 す  

 

 

図 4−6 一般 労 働 者 の賃 金 推 移（ 性 別 賃 金の 対 前 年増 減 率 の 推移 ）（総 務

省統 計 局 資料 , 2015）  

図 中 縦 点 線 （ 青 ） は （「 BBQ 店」 開 店 構 想時 ） お よび 縦 点 線 （赤 ） は

（「 F レ スト ラ ン 」 開店 構 想 時） を 示 す  
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表 4−1 一 般 飲 食 店 と 「 F レス ト ラン 」「 BBQ 店 」 の 原 価 ・ 人 件 費 ・ 他 の 比

較 （ 筆 者 作成 2018 年 6 月 ）  

 原 価  人 件 費  そ の 他  利 益  

一 般 飲 食 店  30%  30%  30%  10%  

F レ ス ト ラ ン  45%  20%  15%  20%  

BBQ 店  50%  15%  15%  20%  

 

4-2 既 存 フ ラ ン ス 料理 レ ス ト ラ ン と 「 F レ ス ト ラ ン 」 の 比 較  

 

 筆 者 は 以前 か ら 、 美味 し い フラ ン ス 料 理を よ り 多く の 人 に 日常 に 食し

て 貰 い た いと 考 え て いた 。 既 存の フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン の 高級 ・ 高価

格 指 向 お よび 接 待 あ るい は 「 ハレ 」 の 日 需要 と い う特 別 な 日 の会 食 の場

と い う 利 用用 途 に 疑 問を 持 っ てい た の で ある 。緒 方（ 2018）は、「 フラ ン

ス 在 住 の フラ ン ス 人 も高 級 フ ラン ス 料 理 レス ト ラ ンへ は 日 常 に行 く もの

で は な く 、仕 事 関 係 か特 別 な 日に 訪 れ る のは 日 本 と同 じ で あ る」 と して

い る 。 筆 者の 開 店 し たセ ル フ サー ビ ス シ ステ ム に よる フ ラ ン ス料 理 レス

ト ラ ン で ある 「 F レ スト ラ ン 」は 、 既 存 のフ ラ ン ス料 理 レ ス トラ ン の指

向 と 利 用 用途 へ の ア ンチ テ ー ゼで あ っ た 。以 下 に 既存 の フ ラ ンス 料 理レ

ス ト ラ ン と「 F レ ス トラ ン 」 を比 較 し 、 両者 の 利 用用 途 の 違 いと 規 範に

つ い て 述 べる 。  

 

4−2−1 フ ラ ン ス 料 理 レ ス ト ラ ン の 種 類  

 

 フ ラ ン ス 料理 店 は 、飲 食 業 態ご と に 異 なる 料 理 を出 し て お り、 4 つの

カ テ ゴ リ ーに 分 け ら れる 。 緒 方（ 2018） によ る と 一般 に 高 級 とさ れ る順

に 、「 レ ス ト ラン 」「 ビス ト ロ」「 ブラ ッ スリ ー 」「 カ フェ 」とな る 。「 レ ス

ト ラ ン 」 には 、 シ ェ フを ト ッ プと す る コ ック が 創 造性 と 独 自 性が あ る料

理 を つ く り、 サ ー ビ ス係 が サ ービ ス を 行 い、 非 日 常の 空 間 で 食す る こと

が で き る とい う ３ 拍 子が 揃 っ てい る 。「 ビス ト ロ」と は、大 衆的 な フ ラン

ス 料 理 を 提供 す る 食 堂で あ る 。地 方 に 行 くと 郷 土 色が 強 い 料 理と な る傾

向が あ る。「 ブ ラッ スリ ー 」 は、 ビ ー ル 醸造 所 が 始ま り と 言 われ て い る。

現 在 は 、「 カ フェ 」と「 レ ス トラ ン 」を 兼ね る 営 業ス タ イ ル が多 い 。クロ

ー ズ タ イ ムが 無 く １ 日中 同 じ 料理 が 食 べ られ 、 伝 統的 な フ ラ ンス 料 理が

メ ニ ュ ー に並 ぶ 。「 カフ ェ 」と は 、主 に 飲み 物 を 提供 す る 店 であ る 。コ ー
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ヒ ー に 始 まり 、 ソ フ トド リ ン クや ア ル コ ール ま で をカ バ ー す る。 す ぐに

提 供 で き る軽 食 も 提 供す る 。  

 こ こ で は上 記 の 「 レス ト ラ ン」 と 「 ビ スト ロ 」 をフ ラ ン ス 料理 レ スト

ラ ン （ 以 下、「 既存 フラ ン ス 料理 レ ス ト ラン 」 と 表記 ） と す る。  

 

4−2−2 既 存 フ ラ ン ス 料 理 レ ス ト ラ ン の 利 用 用 途  

 

 一 般 の 飲食 店 利 用 者の 間 に は「 フ ラ ン ス料 理 イ コー ル 高 級 料理 」 とい

う 図 式 が 定着 し て い る（中 小 企 業ビ ジ ネ ス支 援 サ イト , 2018）。既 存 フラ

ン ス 料 理 レス ト ラ ン とい う と 、高 級 ・ 高 価格 で 、 内外 装 に 大 理石 を 使用

し 、 シ ャ ンデ リ ア の 光り 輝 く 店内 （ 斎 藤 , 2000） に おい て 燕 尾服 に 蝶ネ

ク タ イ の ソム リ エ が うや う や しく ワ イ ン サー ビ ス を行 う 、 社 交の 場 とし

て の 光 景 を思 い 浮 か べら れ る ので は な い だろ う か 。既 存 の 高 級 フ ラ ンス

料 理 レ ス トラ ン は 、 伝統 的 な ガイ ド ブ ッ クの 格 付 けに よ っ て 細か く ラン

キ ン グ さ れて お り 、 内・ 外 装 が豪 華 で 、 値段 も 高 く、 ド レ ス コー ド も厳

格 に 決 め られ て い る 。こ の よ うな 頂 点 を 極め た お 店に よ っ て フラ ン ス料

理 レ ス ト ラン は 高 級 料理 店 と 言っ た イ メ ージ が 一 般的 と な っ てい る （緒

方 , 2018）。  

 接 待 や 記念 日 に 使 用さ れ る 高級 既 存 フ ラン ス 料 理レ ス ト ラ ン と は 、フ

ォ ー マ ル な食 事 会 の 場に 用 い られ る レ ス トラ ン で あり 、 用 途 とし て は法

人 需 要 の 会食・接 待 の場 と し て利 用 さ れ 、個 人需 要 では 記 念 日・デー ト・

ウ エ デ ィ ング と い っ た「 ハ レ 」の 日 と さ れる 特 別 な日 の フ ォ ーマ ル な食

事 会 に 主 とし て 利 用 され る 。 その た め に 既存 フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン の

出 店 場 所 も客 が 「 ハ レ」 の 日 に利 用 す る 大型 ホ テ ルや 大 規 模 商業 施 設内

と な る 傾 向 （ 中 小 企 業ビ ジ ネ ス支 援 サ イ ト , 2018）が あ る 。  

 利 用 者 の間 に は 「 フラ ン ス 料理 イ コ ー ル高 級 料 理」 と い う 図式 が 定着

し て い る ので 、 料 理 とサ ー ビ スに 加 え て 、内 ・ 外 装、 イ ン テ リア 、 小物

類 に い た るま で 専 門 性が 要 求 され る 。 さ らに 社 交 の場 で あ る こと を 意識

し た 演 出 が必 要 （ 中 小企 業 ビ ジネ ス 支 援 サイ ト , 2018） と さ れ、 そ のた

め既 存 フ ラン ス 料 理 レス ト ラ ン 開 店 に 際 して は 、 特別 な 日 の 会食 需 要に

相 応 し い 豪華 な 内 ・ 外装 の 店 が必 要 で あ り、 キ ッ チン に は 名 のあ る シェ

フ と 調 理 を仕 切 る セ カン ド コ ック お よ び 実際 に 調 理を す る コ ック と その

弟 子 達 そ して 、 客 席 を取 り 仕 切る マ ネ ー ジャ ー と ホー ル 係 、 ワイ ン を受

け 持 つ ソ ムリ エ 、予 約係 、会計 係 と 多く のス ペ シ ャリ ス ト が 必要 と な る。  

こ の よ う な店 を 運 営 して ゆ く 為に は 一 般 客の 「 ハ レ」 の 日 需 要に 加え
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て 、 高 額 の利 用 料 金 を苦 に す るこ と な く 足繁 く 通 う客 あ る い は、 接 待費

を 使 用 で きる 会 社 需 要客 と い った 特 別 な 顧客 の 獲 得と 維 持 が 無く て はな

ら な い 。  

 

4−2−3 既 存 フ ラ ン ス 料 理 レ ス ト ラ ン の 利 用 価 格  

 

 一 般 的 に既 存 フ ラ ンス 料 理 レス ト ラ ン が高 級 な イメ ー ジ と なる の は、

フ ォ ア グ ラ・ ト リ ュ フ・ キ ャ ビア と い っ た食 材 を 使う こ と が 原因 の 一つ

と し て 考 えら れ る 。 これ ら の 高価 な 食 材 を使 用 し た料 理 は 、 高額 と なら

ざ る を 得 ない 。味 の 素 KK（ 2018）の 調 査 によ る と 、客が 求 め る既 存 フラ

ン ス 料 理 レス ト ラ ン への 料 理 とし て 、 家 庭で は 手 に入 り に く いフ ォ アグ

ラ や ト リ ュフ な ど 高 級食 材 を 使っ た 料 理 への ニ ー ズが 最 も 高 い結 果 が示

さ れ て い る（ 図 4−7 参照 ）。ま た 業 態別 客単 価（ 図 4−8 参 照 ）は既 存 フ ラ

ン ス 料 理 レス ト ラ ン の平 均 利 用料 金 は 1 回 1 人 あ たり 4,413 円と 外 食業

界 ト ッ プ で、 イ タ リ ア料 理 店 の業 態 別 客 単価 は 半 額に 近 い 2,406 円 であ

る 。 以 上 2 点が 既 存 フラ ン ス 料理 レ ス ト ラン と 業 態の 近 似 し たイ タ リア

料 理 店 と の大 き な 相 違点 で あ る。 日 本 フ ード サ ー ビス 協 会 に よる 外 食産

業 経 営 動 向調 査 報 告 書（ 2016）の 報 告 に おい て も 、レ ス ト ラ ンを 客 単価

で 見 る と 3,000 円 〜 5,000 円程 度 のカ ジ ュア ル レ スト ラ ン と それ 以 上 の

客 単 価 の 高級 レ ス ト ラン に 分 類す る こ と がで き 、 顧客 層 が 異 なる と して

い る 。 総 務省 統 計 局 の家 計 調 査年 報 （ 2017） に よ れば 、 日 本 の 世 帯 （世

帯 人 員： 2.98 人、世 帯主 年 齢： 59.6 歳）あた り の 外食 に お け る 洋 食（ ハ

ン バ ー ガ ーを 除 く ）の年 間 家 計支 出 額 は 、13,078 円 で ある 。この 金 額 は 、

1 世 帯 3 名 に よ る 1 度の 既 存 フラ ン ス 料 理レ ス ト ラン 利 用 （ 4 ,413 円 ×3）

で、 簡 単 に超 え て し まう 。 こ のこ と か ら 既存 フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン の

高 級 性 が イメ ー ジ だ けで な く 実態 で あ る こと が 分 かる 。  

 以 上 か ら既 存 フ ラ ンス 料 理 レス ト ラ ン の客 は 、 非日 常 的 な 空間 や 高級

食 材 を 使 った 料 理 を 提供 す る こと を 求 め 、高 額 な 利用 料 を 払 い接 待 や記

念 日 に 利 用す る と い う他 の 業 態の レ ス ト ラン と は 一線 を 画 す 利用 用 途を

求 め る 客 層で あ る こ とが 分 か る。 期 待 に 応え る 店 側で あ る 既 存 フ ラ ンス

料 理 レ ス トラ ン は 、 客が 特 別 な日 に 行 く に値 す る 高級 食 材 を 使っ た 料理

の 提 供 に 加え て 、店 を優 雅 で フォ ー マ ル な格 式 に 保た な け れ ばな ら な い。

そ の 為 に は装 飾 は も とよ り 席 と席 の 間 隔 をあ け 客 同士 の 会 話 内容 の 漏れ

を 防 ぎ 、さ ら に 料理 の提 供 を客 1 人 ひ と りの 食 事 ペー ス に 合 わせ る な ど、

き め 細 か なサ ー ビ ス を行 う 為 にホ ー ル 係 は多 人 数 とな る 。 結 果的 に 客の
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利 用 価 格 は高 額 と な らざ る を 得な い 。 客 はそ の 代 償の 為 に は 利用 価 格が

高 く な る こと を 厭 わ ない 。 店 の品 格 を 保 つ為 に も 、客 の 自 尊 心を 保 つ為

に も 利 用 価格 は 高 額 の ま ま に 据え 置 か れ るこ と に なる と 考 え る。  

 

 

図 4−7 業 態別 飲 食 店に お け る客 の 求 め る料 理  （味 の 素 KK, 

2018）  

 

 

図 4−8 業 態 別 飲食 店に お け る客 の 平 均 利用 料 金 （ 1 人 あ た り）  （ 味

の素 KK, 2018）  
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4−2−4「 F レ ス ト ラン 」 の 利 用 用 途  

 

 筆 者 は レス ト ラ ン の出 店 に 際し て 、 た とえ 既 存 フラ ン ス 料 理レ ス トラ

ンと 同 様 のシ ェ フ を 従え 、 贅 を尽 く し た 店を 構 え るこ と が 可 能だ と して

も 、 新 し く作 る 「 F レス ト ラ ン」 に 歴 史 ・伝 統 を 後付 け す る こと は 不可

能 と 考 え た。 そ れ を 踏ま え 、 既存 フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン と 競争 す るこ

と を 避 け 、異 な っ た カテ ゴ リ ー・ 客 層 ・ 利用 用 途 ・価 値 の 「 F レ ス トラ

ン 」 を 作 る道 を 選 択 した 。  

 「 F レス ト ラ ン 」の 利 用 用 途と し て は 、接 待や 年 に 数回 の「 ハ レ 」の 日

利 用 で は なく 、 フ ァ ミリ ー レ スト ラ ン ・ ファ ス ト フー ド 同 様 の日 常 利用

を 目 指 し た。「 美 味 しい フ ラ ンス 料 理 を 日常 に 」と い うコ ン セプ ト を 具現

化 す る 為 の一 番 の 問 題点 は 、 フラ ン ス 料 理の 高 額 な利 用 価 格 を低 額 にす

る こ と で ある 。 そ れ によ っ て 既存 フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン の 利用 用 途・

利 用 価 値 とさ れ る 接 待・「 ハ レ」の 日需 要 を捨 て 去 るこ と と な り、日 常利

用 へ 変 更 でき る と 考 え、 こ の 問題 を い か に解 決 す るべ き か を 検討 し た。  

 フ ラ ン ス料 理 に 必 要な 希 少 食材 は ヨ ー ロッ パ が 主な 産 地 で あり 、 ほと

ん ど の 食 材は 輸 入 で ある 。 ヨ ーロ ッ パ の 食材 価 格 は元 々 安 価 では 無 く、

輸 入 手 続 きも 煩 雑 で あり 、 原 価を 下 げ る のは 難 し い。 高 額 利 用価 格 を下

げ る 為 の 解決 策 と し ては 、 料 理の 価 格 を 下げ る こ とで あ り 、 価格 に 直結

す る 投 資 ・維 持 費 用 を抑 え る こと が 考 え られ る 。 投資 金 の 回 収は 企 業・

個 人 を 問 わず 開 店 後 に必 須 で あり 、 投 資 額を 抑 え るこ と が 重 要で あ る。

ま た 出 店 時に 内 外 装 およ び 設 備に 投 資 を 行え ば 毎 年の 固 定 資 産税 額 も比

例 し て 大 きく な り そ れも 価 格 に反 映 す る 。投 資 費 用の 抑 制 を 解決 す る為

には 、既存 フ ラン ス 料理 レ ス トラ ン を 接 待・「 ハ レ」の 日利 用 では な く フ

ァ ミ リ ー レ ス ト ラ ン ある い は ファ ス ト フ ード 店 と して 位 置 付 け、 セ ルフ

サ ー ビ ス を採 用 し た 「 F レ ス トラ ン 」 と する こ と にし た 。 こ うす る こと

で 必 然 と 豪華 な 内 装 ・シ ャ ン デリ ア ・ フ ォー マ ル な雰 囲 気 は 不釣 り 合い

と な り 、 日常 使 い の ファ ミ リ ーレ ス ト ラ ンの 寛 ぎ ・癒 し ・ カ ジュ ア ルを

キ ー ワ ー ドと し た デ ザイ ン と なり 、 投 資 費用 の 抑 制が 可 能 と なる と 考え

た。  

 さ ら な る投 資 抑 制 につ い て 重要 と な る のは 出 店 地 で あ る 。 高級 レ スト

ラ ン の 出 店地 は 、 高 いブ ラ ン ド力 で の 集 客や 、 ウ ェデ ィ ン グ や各 種 記念

日 、 イ ベ ント な ど 「 ハレ 」 の 日需 要 に 対 応す る 為 に、 大 型 ホ テル や 商業

施設 な ど が多 く な る 傾向 が あ るが 、 路 面 店に 比 較 して 割 高 な 出店 料 とな
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る 。 こ れ に対 し て 日 常使 い の カジ ュ ア ル な「 F レ スト ラ ン 」 は、 立 地を

ホ テ ル 内 ・駅 隣 接 を 避け た 割 安な 駅 徒 歩 圏内 の 出 店地 と す る こと で 、 保

証金 ・ 賃 貸料 を 抑 え た。 資 本 を少 額 投 資 とし た 「 F レ ス ト ラ ン」 は 既存

フ ラ ン ス 料理 レ ス ト ラン で 価 値あ る と さ れる 豪 華 ・高 級 ホ テ ル内 立 地・

高 価 格・高 客 単 価・フル サ ー ビス・接 待・「 ハ レ」の 日需 要 を捨 て 去 るこ

と と な っ た。 内 装 を 簡素 ・ 駅 徒歩 圏 内 路 面店 ・ 低 価格 ・ 低 客 単価 ・ セル

フ サ ー ビ スと す る こ とで 、 寛 ぎ・ 癒 し ・ カジ ュ ア ル・ ア ッ ト ホー ム とな

り、 日 常 使い の フ ァ ミリ ー レ スト ラ ン の カテ ゴ リ ーの 利 用 用 途の 店 とな

った 。  

 

4−2−5「 F レ ス ト ラン 」 の 利 用 価 格  

 

 資 本 の 少額 投 資 に 続き 人 件 費の 削 減 を 進め た 。 既存 フ ラ ン ス料 理 レス

トラ ン で 重要 視 さ れ る接 客 サ ービ ス 対 応 のホ ー ル 係・ソ ムリ エ・予 約係・

会 計 係 を 省き セ ル フ サー ビ ス とす る こ と で、 高 級 店 に 付 き 物 のサ ー ビス

料 と テ ー ブル チ ャ ー ジ料 も 無 くし た 。 高 級店 や 既 存 フ ラ ン ス 料理 レ スト

ラン で は 使用 し な い 券売 機 に よる 生 産 方 式を 採 用 し、 ホ ー ル 係の 人 件費

を 皆 無 と した 。 ス タ ッフ は 料 理を 作 る の に不 可 欠 なコ ッ ク の みと し 最低

限 の 人 件 費と し た 。以上 か ら、「 F レ ス ト ラン 」は 出 店 に際 し 、少 額投 資・

固 定 資 産 税・ 人 件 費 を抑 制 す るこ と で 投 資・ 維 持 管理 費 を 低 く抑 え 、利

用 価 格 を 抑え る こ と が可 能 と なっ た 。す なわ ち 高 価な 食 材 を 使用 し て も、

料 理 の 値 段を 抑 え る こと で 客 単価 を 低 く する こ と が可 能 と な った 。 客は

簡 素 な 内 装の 低 い 客 単価 の 「 F レ ス ト ラ ン」 を 接 待や 「 ハ レ 」の 日 に使

用 す る こ とは 無 く 、 日常 に 使 用す る フ ァ ミリ ー レ スト ラ ン や ファ ス ト フ

ー ド と 同 じカ テ ゴ リ ーの 使 用 用途 で 頻 繁 に利 用 す るの で あ っ た。し かし、

料 理 は 既 存 フ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン の 調 理方 法 と 原材 料 を 使 用す る こと

で 、 質 を 維持 し た 。  

 

4−2−6 既 存 フ ラ ン ス 料 理 レ ス ト ラ ン・「 立 食 い フ レ ン チ 」・「 F レ ス ト ラ ン 」

の 利 益 構 造  

 

 既 存 フ ラン ス 料 理 レス ト ラ ン の 利 益 構 造は 、 高 級食 材 を 使 用し た 高原

価 の 料 理 を高 価 格 で 販売 す る こと で 利 益 を出 す 。 その た め に は贅 沢 な空

間 の 中 で ゆっ く り と 料理 を 提 供す る こ と が必 要 と なり 客 の 滞 在時 間 は長

く な る 傾 向が あ り 、 1 日 あ た り何 人 の 客 をさ ば け るか と い う 席回 転 率が
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下が る 。料 理の 原 材 料を 平 均 30％ と（ 表 4−2 参 照 ）し た 場 合 、客 単 価 を

約 4,500 円（ 図 4−8 参照 ） と 高価 格 とす るこ と に より 客 一 人 当た り の 利

益 を 大 き くし 、 回 転 率が 1 回 転 （夜 ） と 低く て も 利益 が 出 る 構造 で あり

「 高 客 単 価 ×低 回 転 」 型 と 言 え る 。 こ れ は 洋 食 レ ス ト ラ ン に 主 に 採 用 さ

れ て い る 利益 構 造 で ある 。  

 「 F レ スト ラ ン 」 の開 店 前 年 に 同 業 他 社が 立 ち 上げ た 立 ち 食い 業 態の

フ ラ ン ス 料理 レ ス ト ラン（ 以 下、「 立 食 いフ レ ン チ 」と 表 記 ）の利 益 構造

を 見 る と 、高 級 食 材 を使 用 し た高 原 価 の フラ ン ス 料理 を 低 価 格で 販 売す

る こ と に より 集 客 を 図り 高 回 転率 で 利 益 を出 す 。 坂本 （ 2013）に よ ると

「 立 食 い フレ ン チ 」は 、料 理 の 原材 料 を 平均 45％と し 、客単 価を 約 3,000

円と 低 価 格と す る こ とに よ り 集客 を 図 り 、 立 食 い によ り 客 の 1 人 あ たり

の 客 席 使 用面 積 を 低 く抑 え る こと で 店 内 収容 人 数 を高 め る と とも に 、利

用 時 間 の 制限 に よ り 客の 店 内 滞在 時 間 を 少な く す るこ と で 、 客の 回 転率

を 3 回 転 （ 夜） と 高 く保 つ こ とに よ り 利 益を 上 げ る。 こ れ は 「低 客 単価

×高 回 転 」 型 と 言 え る 。 こ れ は 一 般 の 立 ち 食 い そ ば 店 ・ ラ ー メ ン 店 に 主

に 採 用 さ れて い る 利 益構 造 で ある 。 そ の 後「 立 食 いフ レ ン チ 」は 、 立食

い 席 を 減 らし 着 席 形 式の 店 舗 を増 や し て いる が 、 滞在 時 間 制 限は 続 けて

いる 。  

 「 F レ スト ラ ン 」 は、 高 級 食材 を 使 用 した 高 原 価の フ ラ ン ス料 理 を低

価 格 で 販 売す る こ と によ り 集 客を 図 る と ころ ま で は「 立 食 い フレ ン チ」

と 同 様 で ある が 、 着 席と 客 の 滞在 時 間 を 自由 と し 、セ ル フ サ ービ ス シス

テ ム の 採 用に よ り 、 ホー ル ス タッ フ を 不 要と す る こと で ホ ー ル人 件 費を

省 く こ と によ り 利 益 を上 げ る 構造 で あ る 。こ れは「 低 客 単 価×低人 経 費」

型 と 言 え る。 こ れ は 一般 の フ ァス ト フ ー ド店 に 主 に採 用 さ れ てい る 利益

構 造 で あ る。  

 以 下 に 既 存 フ ラ ン ス 料 理 レ ス ト ラ ン を 例 と す る 「 高 客 単 価 ×低 回 転 」

型と「 立食 い フ レン チ」を 例と す る「 低 客単 価×高 回 転」型 、さ ら に「 F

レ ス ト ラ ン」 を 例 と する 「 低 客単 価×低 人経 費 」 型の 3 つの 利益 構 造 店

を 比 較 し そ の 特 徴 を 表で 示 す 。  
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表 4−2 既存 フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン 「 立食 い フ レン チ 」「 F レ スト ラ ン」

の違 い （ 筆者 作 成 2018 年 11 月 ）  

 

 

4−2−7 既 存 フ ラ ン ス 料 理 レ ス ト ラ ン と 「 F レ ス ト ラ ン 」 の 規 範  

 

 「 レ ス トラ ン ・ マ ナー 」 で イン タ ー ネ ット 検 索 する と 1,840 万 件 以上

の マ ナ ー につ い て の サイ ト が ヒッ ト （ Yahoo! JAPAN, 2018） し、 そ の多

く に フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン とい う 言 葉 が掲 載 さ れて い る 。 これ ら に は

既存 フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン のテ ー ブ ル マナ ー に つい て 、 着 席の 仕 方か

ら フ ォ ー ク・ ナ イ フ の使 う 順 番・ ス ー プ の飲 み 方 ・香 水 の 強 さ・ 会 話の
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内 容 他 が こと 細 か に 列記 さ れ 、子 供 連 れ ・服 装 ・ 靴な ど に マ ナー 違 反が

あ る 場 合 は、 入 店 を 拒否 さ れ たり 、 よ い サー ビ ス を受 け ら れ な か っ たり

す る の で 注意 が 必 要 （ グ ア ン シー タ イ ム ス , 2018）と さ れ て いる 。  

 こ の よ うに 高 級 レ スト ラ ン 特に 既 存 フ ラン ス 料 理レ ス ト ラ ン の 多 くは

儀 礼 的（ フ ォ ーマ ル formal）で あ り 、客 の求 め る「 ハ レ 」の 日や フ ォー

マ ル な 催 しの 日 の 場 に相 応 し い格 式 と 威 厳を 保 つ こと が 既 存 フラ ン ス料

理 レ ス ト ラン の 価 値 とさ れ る 。利 用 す る 客も 食 事 に際 し て 大 声で 笑 った

り 話 し た りす る べ き では な い （ ハ ッ ピ ー ライ フ ス タイ ル , 2017） と いう

既存 フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン の暗 黙 の ル ール を 守 らな け れ ば なら な い。

こ の よ う に既 存 フ ラ ンス 料 理 レス ト ラ ン とそ の 客 は、 互 い の 社会 的 規範

に準 拠 す るこ と に よ って そ の 価値 を 維 持 し成 り 立 って い る と 言え る 。  

 一 方 「 F レ ス ト ラ ン」 は 、 既存 フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン の 規範 か ら逸

脱 す る こ とで 独 自 の 価値 観 を 求め た 。「 F レス ト ラ ン 」は 既 存 フラ ン ス料

理 レ ス ト ラン の 豪 華 ・高 級 ホ テル 内 立 地 ・高 価 格 ・高 客 単 価 ・フ ル サー

ビ ス・接 待・「 ハ レ 」の日 需 要 を捨 て 去 り 、内 装 を 簡素・駅 徒 歩圏 内 路面

店 ・ 低 価 格・ 低 客 単 価・ セ ル フサ ー ビ ス ・日 常 使 いと し た 。 この よ うに

カ ジ ュ ア ルで あ り 、 客の 求 め る日 常 利 用 の場 に 相 応し い ペ ッ ト・ 子 ども

連 れ 可 能 ・ア ッ ト ホ ーム な 雰 囲気 を 保 つ こと で 「 F レ ス ト ラ ン」 の 新た

な 価 値 を 提案 し て い る。「 F レス ト ラ ン 」 と そ の 客は 、 店 の カテ ゴ リ ー・

価 値 ・ 利 用用 途 が 定 まっ て い ない ゆ え に 、互 い が 交渉 す る こ とで そ の価

値 ・ 利 用 用途 を 見 つ ける と と もに 、 独 自 の社 会 的 規範 を 創 造 して き たの

だ と 考 え る。  

 

4−3「 BBQ 店 」 の 概要  

 

「 BBQ 店 」 は、  200x 年 3 月 にセ ル フ サ ービ ス と 客自 身 が 食 材を 自席

で 自 ら 焼 いて 食 す る セル フ ク ッキ ン グ 方 式を 採 用 し、 セ ル フ グリ ル レス

ト ラ ン と して 開 店 し た（ 図 4−9〜 4−11 参 照）。  
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図 4−9 肉料 理 例            図 4−10 魚料 理 例  

 

 

  図 4−11 屋 上 食 事風 景  

（図 4−9〜 11、 筆 者 撮影 2018 年 6 月）  

 

4-3-1「 BBQ 店 」 のシ ス テ ム  

 

 「 BBQ 店 」は 、通常 のレ ス ト ラン と は 、いく ぶ ん 異な っ た 方 法で 運 営 さ

れ て い る 。来店 し た 客 は 、店 内（ 50 席 ）ある い は 屋上 テ ラ ス 席を 選 択し

確保 す る。次に 2 階 店内 の シ ョー ケ ー ス（図 4−12 参照 ）内 の 食材 を 自 ら

選 択 し レ ジに 持 参 ・ 精算 す る 。客 は 清 算 後食 材 を 自分 の 席 に 運び 、 調味

料 ・ 調 理 用品 を 借 用 後、 席 に 戻り 自 ら 調 理し 、 料 理を 完 成 さ せ 食 事 を楽

しみ 、 食 後は 残 菜 を 廃棄 し 調 味料 ・ 調 理 用品 を 返 却後 退 店 す る。  
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    図 4−12 店 内食 材 シ ョー ケ ー ス （筆 者 撮影 2018 年 6 月 ）  

 

4-3-2「 BBQ 店 」 の開 店 ま で の 経 緯  

 

 こ の「 BBQ 店 」の 開店 は 、同 社系 列 の イタ リ ア ンレ ス ト ラ ンが 1 階に

て 営 業 し てい た ア パ ート の 2 階 が空 く こ とと な り 決定 し た 。 折し も この

イ タ リ ア ンレ ス ト ラ ンを セ ル フサ ー ビ ス レス ト ラ ンへ 変 更 す ると い う筆

者 の 計 画 は頓 挫 し て いた が 、 社内 同 系 列 の輸 入 食 器販 売 部 門 の店 長 がセ

ル フ サ ー ビス レ ス ト ラン 案 に 賛同 し 、「 BBQ 店 」の 店長 を 兼 任 する 形 で 就

任 し た 。 この 店 の 開 店前 の 打 ち合 わ せ は 、社 内 の 他の ス タ ッ フ全 員 が、

セ ル フ サ ービ ス レ ス トラ ン 構 想へ の 反 対 の立 場 で あっ た ゆ え に 、 経 営者

で あ る 筆 者と 新 店 長 によ る 話 し合 い に よ って 基 本 方針 の 多 く が決 定 され

た。  

 

4-3-3「 BBQ 店 」 のシ ス テ ム 構 築 の 経 緯  

 

 「 BBQ 店」 の 業 種 につ い て 、当 時 一 階 では 上 述 した 同 系 列 のイ タ リア

ン レ ス ト ラン が 既 に 営業 し て おり 、別の 業種 を 考 える こ と と なっ た 。「 BBQ

店 」開 店 構 想 時の 200x 年 は 、折 しも 不 況（ 図  4-5 参 照 ）と 賃 金低 下（ 図  

4-6 参 照 ）の ま っ た だ中 と い うこ と も あ り、 安 価 な値 段 設 定 の店 が その

頃 の 飲 食 店の 主 流 で あっ た 。 人気 業 態 と して は イ タリ ア ン ・ ブー ム も一

息 つ き 、「 チ ェー ン 店 の居 酒 屋 やも つ 鍋 屋 が人 気 で 他に は 古 く から の 個人
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経 営 の 立 ち飲 み 屋 が メデ ィ ア で注 目 」 (佐藤 , 2008)さ れて いた 。 筆 者と

新 店 長 は 、大 人 の 為 の隠 れ 家 的な セ ル フ グリ ル レ スト ラ ン と いう コ ンセ

プ ト の 店 を開 店 す る 考え で 一 致し 、 都 内 の店 舗 を 調査 し コ ン セプ ト とオ

ペ レ ー シ ョン を 構 想 した 。 我 々の 開 店 前 当時 の イ ンタ ー ネ ッ ト検 索 調査

か ら 、 バ ーベ キ ュ ー を宣 伝 文 句に す る 店 は都 内 に 1 店も な く 、都 下 の多

摩 地 区 に キャ ン プ 場 の 1 店 が 存 在す る だ けで あ っ た。 客 が 自 分で 調 理す

る 店 は 都 内の 台 東 区 に焼 き 鳥 を客 が 自 ら 焼く と い う昭 和 に 開 店し た 店が

2 件 あ る こ とが 判 明 し、 調 査 に来 店 し た 。  

 以 上 の 調査 か ら 、 セル フ サ ービ ス と セ ルフ ク ッ キン グ 方 式 の導 入 につ

い て 、 筆 者と 店 長 は 、美 味 し く新 鮮 な 魚 を焼 い て 食べ さ せ る 大人 の 為の

店 が 少 な いと 考 え 、 新鮮 で 良 質な 食 材 を 産地 か ら 直送 し 客 に 提供 し たい

と 考 え た 。し か し 地 方、 特 に 魚介 類 生 産 の豊 富 な 北海 道 か ら の冷 蔵 輸送

を 試 み る と、 市 場 を 通さ な い 個別 の 輸 送 はコ ス ト が掛 か り 安 価で の 提供

は不 可 能 と判 明 し た 。こ う い った 背 景 を もと に 我 々は 、 料 理 のバ リ ュー

価 格 で の 提供 を 模 索 する 中 で 人件 費 の 削 減に 取 り 組む こ と と なり 、 セル

フ サ ー ビ スに よ る ホ ール ス タ ッフ の 人 件 費削 減 に 続い て 、 調 理師 の 人件

費 削 減 す なわ ち 、 セ ルフ ク ッ キン グ に つ いて も 議 論し た 。 セ ルフ ク ッキ

ン グ を 採 用す る な ら ば、 飲 食 店の さ ら な るバ リ ュ ー価 格 へ の 道を 開 くと

考 え た 。 しか し 、 一 般の 客 に レス ト ラ ン の調 理 を させ る の は 不可 能 との

考 え で 一 致し た 。 一 方、 日 本 の食 文 化 に は古 く か ら焼 き 肉 店 ・お 好 み焼

き 店 等 の 飲食 店 に お いて 、 客 自身 が 焼 く こと に よ る調 理 ス タ イル は 浸透

して お り 、焼 く の み なら ば 可 能で あ る と 判断 し た 。セ ル フ ク ッキ ン グ考

慮 に は 人 件費 削 減 に 加え て 、 新店 長 は 料 理が 得 意 だが コ ッ ク とし て の経

験 が な く 、特 別 に 客 に売 る べ き調 理 技 術 を持 ち 合 わせ て い な かっ た こと

が 、 セ ル フク ッ キ ン グシ ス テ ム導 入 の 主 な要 因 で ある 。  

 以 上 の 経緯 か ら 、 客自 ら が 客席 の 卓 上 コン ロ を 使用 し 食 材 を焼 く とい

う セ ル フ クッ キ ン グ の採 用 に より 、 コ ッ クの 人 件 費が 不 要 に なり 、 出来

上 が っ た 卓上 コ ン ロ 上の 料 理 を客 が 直 接 取り 食 べ ると い う セ ルフ サ ービ

ス の 採 用 によ り 、 ホ ール ス タ ッフ の 人 件 費が 抑 制 でき る と い うシ ス テム

に 行 き つ いた 。 客 に コッ ク と ホー ル 係 の 役目 を 肩 代わ り し て もら う 見返

り と し て 、商 品 を バ リュ ー 価 格で 提 供 す る、 と い う考 え に も とづ き 、減

少 し た 人 件費 を 原 材 料費 に 割 り振 り 料 理 の原 価 率（ 表 4−1 参 照）を 上げ 、

魅 力 あ る 商品 価 格 と した 。こ の シス テ ム によ り「 BBQ 店」は 原 価率 を 50％

と す る こ とが 可 能 と なり 、値頃 感 を 超え るバ リ ュ ー価 格 の 達 成と な っ た。

こ こ に サ ービ ス 業 か らサ ー ビ スを 捨 て 、 料理 店 か ら調 理 を 捨 てた 新 シス
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テ ム の セ ルフ グ リ ル レス ト ラ ン「 BBQ 店 」が 誕 生 した 。  

 

4-3-4 「 BBQ 店 」「 F レ ス ト ラ ン 」 の 内 装 コ ン セ プ ト 立 案 お よ び 工 事  

 

 「 BBQ 店 」お よび「 F レス ト ラン 」 2 店の レ ス トラ ン 開 業 まで の コ ンセ

プ ト 立 案 ・デ ザ イ ン ・工 事 ま での 経 緯 に つい て 述 べる 。 崎 元 （ 2011）は

レ ス ト ラ ン開 業 ま で の調 査 ・ コン セ プ ト ・デ ザ イ ン作 成 の 一 般的 な 経緯

につ い て、「 周辺 の 市場 調 査 を行 い 人 口・男 女 別・世 代 別・住民 所 得・住

民 属 性 な どの 確 認 後 にタ ー ゲ ット 層 を 確 定し 業 態 に応 じ て メ ニュ ー と価

格 を 決 め 、店の デ ザ イン は 、コ ンセ プ ト に合 わ せ る 」と し て いる 。「 F レ

ス ト ラ ン 」およ び「 BBQ 店 」の 開店 迄 の 工 程も 同 様 に進 ん で い った 。しか

し 、 殆 ど の工 事 を 社 内の 者 で 行う こ と だ けが 相 違 して い た 。 ガス 工 事 お

よび 基 本 電気 工 事 を 除く 、 店 舗の 内 装 コ ンセ プ ト ・デ ザ イ ン ・設 計 ・施

工 全 て を 社内 で 行 う こと で 初 期投 資 を 抑 制し 、 開 店後 の メ ニ ュー の 高原

価 率 の 実 現を 目 指 し た。 店 舗 の改 装 デ ザ イン コ ン セプ ト は 築 50 年 のア

パ ー ト を 生か し た リ ノベ ー シ ョン と し た 。こ れ に 基づ き 「 BBQ 店 」 の店

長 が 内 装 デザ イ ン を 担当 し 、設 計は 筆 者 が行 い 、外 装は そ の まま 、内 装、

塗 装 、 水 道、 排 水 、 防水 、 照 明工 事 は 筆 者と 友 人 が行 っ た 。  

 一 般 的 な飲 食 店 の 開店 時 投 資（ 賃 貸 保 証 金 、 内 外装 工 事 、 厨房 什 器、

広 告 、運 転資 金 他 ）金額 は 、坪当 た り 120 万（ 吉 田（文 ）、  2009）で あ

る 。 こ れ を当 て は め ると 1 店 あ たり 25 坪×120 万円 ＝ 3000 万円 で あ る

が、 2 店と も にそ れ ぞれ 300 万 円 以下 で あっ た 。 初期 投 資 を 最小 限 に と

ど め る こ とで 、 商 品 価格 の 上 昇を 抑 え た 。  

 

 以 下 に 、 2 店 の 構 想か ら 開 店迄 の 変 遷 を表 で 示 す。  
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表 4−3  2 店 の 開店 迄の 変 遷 （筆 者 作 成 2018 年 7 月 ）  

 

 

4−3−5 「 BBQ 店 」「 F レ ス ト ラ ン 」 の 広 告 ・ 宣 伝  

 2 店 の開 店 当 時に は宣 伝 に 先立 ち 、キ ャッ チ コ ピー を 決 定 した 。「 F レ

ス ト ラ ン 」は、「 日常 にフ レ ン チを ！ セ ル フサ ー ビ スに よ り 人 件費 を 削 減、

一 流 シ ェ フが 高 級 食 材を 使 用 し本 物 の 美 味し い フ レン チ を バ リュ ー 価格

で 提 供 ！ 」と し た。「 BBQ 店 」 は、「 自 分で 焼 く から 、 旨 い （焼 き た て）・

安 い（ 人 件 費削 減 で バリ ュ ー 価格 ）・楽 しい（ 調 理 はイ ベ ン ト）」と した 。

宣 伝 は 、 経費 削 減 お よび 開 店 当初 に お け る 来 店 客 の急 増 に よ る ト ラ ブル

防止 の た めに 、 開 店 前後 に 手 作り の チ ラ シを 周 囲 2 キロ 圏 内 への ポ ステ

ィ ン グ （ 投函 ） を 行 うに と ど めた 。 宣 伝 費を 最 小 限に す る こ とで 、 商品

価 格 の 上 昇を 抑 え た 。  
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4−4 他 の バ ー ベ キ ュー 店 と 「 BBQ 店 」 の比 較  

 

 筆 者 と 店長 は 「 BBQ 店 」 出 店に 先 立 ち 、新 鮮 な 魚を 焼 い て 食べ さ せる

大 人 の 為 の店 が 少 な いと 考 え 、店 が 料 理 を作 り 客 に料 理 を 提 供す る 既存

の レ ス ト ラン ・ 居 酒 屋の 業 態 では 無 く 、 客自 身 が 卓上 に 設 置 され た 焼き

台 で 客 自 らが 食 材 を 焼き 、 そ の場 で 食 す る業 態 の 店を 検 討 し た。 鮮 度の

良 い 食 材 を客 自 身 が 焼き 、 出 来上 が っ た 卓上 コ ン ロ上 の 料 理 を自 ら 直接

取 り 食 べ る事 で 素 材 の味 が 引 き立 ち 美 味 しく な る だろ う し 、 それ に より

セ ル フ サ ービ ス の 採 用が 可 能 にな り 、 ホ ール ス タ ッフ の 人 件 費が 抑 制で

き る と 考 えた か ら で ある 。 加 えて 、 近 年 難し く な って い る 自 宅の 庭 や近

所 の 河 原 など で 行 う バ ー ベ キ ュー に 代 わ るも の に なる と 考 え 、店 で 行う

セ ル フ グ リル と い う コン セ プ トの 「 BBQ 店」 の 開 店を 構 想 し 、バ ー ベキ

ュ ー 店 の 調査 を 行 な った 。 出 店前 の イ ン ター ネ ッ ト検 索 調 査 では 、 都内

23 区 にバ ー ベ キュ ーを 宣 伝 する 店 は 無 かっ た （ 2008 年当 時当 社 調 査に

基 づ く ）。筆者 と 店 長は 、バー ベ キュ ー 需要 は 存 在す る が、バー ベ キ ュー

の 場 所 が 不足 し て い ると 考 え セル フ グ リ ルレ ス ト ラン 「 BBQ 店」 の 出店

を 考 え た 。  

 以 下 に 他の バ ー ベ キュ ー 店・「 BBQ 店 」の問 題 と 比較・両 者 の利 用 用 途

の 違 い に つい て 述 べ る。  

 

4−4−1 バ ー ベ キ ュ ー 問 題 と 「 BBQ 店 」  

 

 バ ー ベ キュ ー は こ れま で 、自 宅 の 庭や 近所 の 河 原な ど で 行 われ て 来 た。

し か し 近 年は 煙 ・ 臭 気・ 騒 音 の問 題 か ら 自宅 の 庭 や都 心 の 公 園・ 河 原・

マ ン シ ョ ンの ベ ラ ン ダに お い てバ ー ベ キ ュー を 行 うこ と は 難 しく な って

いる（ SUUMO ジャ ー ナル , 2014）。現 在 は都 心 か ら離 れ た 場 所の バ ー ベキ

ュ ー が 許 可さ れ た 公 園や ・ 海 辺・ 郊 外 の キャ ン プ 場で 行 わ れ るの が 一般

的 で あ る 。こ れ は 、 バー ベ キ ュー は 、 煙 と臭 気 に 加え て 、 バ ーベ キ ュー

を 行 う 際 に発 生 す る 騒音 や ゴ ミが 問 題 と なる か ら であ る 。 そ の為 に 屋外

に お い て も、 都 市 部 の公 園 や 河川 敷 で は バ ー ベ キ ュー が 禁 止 され て いる

場 所 が 多 く、 都 心 を 流れ る 川 の河 川 敷 周 辺で は 、 現在 バ ー ベ キュ ー を行

え る 場 所 は数 カ 所 、 区に よ っ ては 河 川 敷 での バ ー ベキ ュ ー は 禁止 さ れて

いる （ Yahoo! JAPAN, 2018）。  

「 BBQ 店 」の 近 隣 に ある 、 河 川敷 で は 無 料で の バ ーベ キ ュ ー 利用 が容

認 さ れ て いた が 、2010 年 よ りバ ー ベ キ ュー が 禁 止さ れ た 。原因 は バ ーベ
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キ ュ ー を 行う こ と で 夜遅 く ま で続 く 騒 音 、ゴ ミ の 不法 投 棄 と いっ た 事案

が 多 発 し たこ と に よ る地 域 住 民か ら の 苦 情で あ る 。そ の 後 市 役所 が 管理

す る バ ー ベキ ュ ー 広 場と し て 2011 年 か ら再 利 用 可能 と な っ た。 市 役所

は 、 入 場 料金 を 1 人 500 円 （中 学 生 以 上） 徴 収 し、 そ の 料 金で ゴ ミ の廃

棄 を 当 該 業者 に 行 わ せる こ と で、 利 用 者 がバ ー ベ キュ ー 後 の ゴミ を 置い

て 帰 る こ とを 可 能 と し、 利 用 時間 を 4 月 から 9 月は 9 時 か ら 18 時 ま で

10 月 から 3 月 は 9 時か ら 16 時 ま でと する （ 担 当市 役 所 HP, 2016） こ と

で 周 辺 の 住民 の 理 解 が得 ら れ 、現 在 に 至 って い る 。解 決 さ れ たこ の ケー

ス は 稀 で あり 、 通 常 は禁 止 が 続く こ と で 都市 部 周 辺の バ ー ベ キュ ー 施設

は 少 な く、シ ー ズン 中は バ ー ベキ ュ ー 施 設が 混 み 合い 入 場 制 限が 掛 か る。

自 ず と バ ーベ キ ュ ー を行 う 場 所は 都 下 の 遠隔 地 と なる 。  

 バ ー ベ キュ ー が 遠 隔地 と な るこ と に 起 因す る 行 う側 の 問 題 とし て は、

「 場 所 が 遠隔 地 で 移 動に 時 間 がか か る こ と」、「 事前 の 用 品の 購入・運 搬・

飲 食 材 料 の買 い 出 し 、事 後 の 用品 の 後 片 付け ・ ゴ ミの 廃 棄 が 必要 に なる

こ と 」、「 荷物 が 多 く 移動 に は 車の 使 用 が 必須 と な るが 、 車 を 使う と アル

コ ー ル 類 の摂 取 が 不 可能 と な るこ と 」 等 が挙 げ ら れる 。  

 以 上 の、バ ー ベキ ュー 可 能 な場 所 の 減 少・バ ーベ キ ュ ー場 の遠 隔 地 化・

買 出 し ・ 片付 け の 煩 雑さ ・ ゴ ミ処 理 の 解 決に よ る 需要 を 見 込 み、 セ ルフ

サ ー ビ ス ・セ ル フ ク ッキ ン グ を採 用 し た バリ ュ ー 価格 の セ ル フグ リ ルレ

ス ト ラ ン 「 BBQ 店 」 を開 店 す る事 と な っ た。  

 

4−4−2 バ ー ベ キ ュ ー 業 態 の 種 類  

 

 筆 者 と 店長 の 「 BBQ 店 」の イ ン タネ ッ ト調 査 で は、 2009 年頃 か ら 様々

な バ ー ベ キュ ー の 業 態が 台 頭 した 。筆 者 はバ ー ベ キュ ー 業 態 を、「 バ ーベ

キ ュ ー 場」「 バ ーベ キュ ー ・ デリ バ リ ー 」「 バ ーベ キ ュ ー店 」の 3 種 類 に

分 類 し た 。  

「 バ ー ベ キュ ー 場 」 は古 く か ら利 用 さ れ る、 バ ー ベキ ュ ー の 為の 場所

貸 し を 行 う施 設 で あ る。「 バー ベ キ ュー ・デ リ バ リー 」 は 、 店を 持 た ず、

公 園 ・ 河 原・ バ ー ベ キュ ー 場 など の 客 の 指定 す る 場所 に 、 用 品だ け ある

い は 、用品 と 指 定さ れた 食 材 の運 搬 と 後 片付 け を 行う 。「 バ ー ベキ ュ ー 店」

は 、 店 を 構え 、 店 内 ・外 に バ ーベ キ ュ ー 用品 と 飲 食材 料 を 用 意し 、 来店

し た 客 に バー ベ キ ュ ーを 行 わ せる 。  

一 般 に 言 われ る「 手 ぶら で バ ーベ キ ュ ー 」とは 、「バ ー ベ キ ュー 場 」＋

「 バ ー ベ キュ ー ・ デ リバ リ ー 」或 い は 「 バー ベ キ ュー 店 」 を 利用 す る事
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で 、 バ ー ベキ ュ ー の 準備 を せ ず、 飲 食 材 料も 持 た ずに バ ー ベ キュ ー の場

所 に 出 掛 けて バ ー ベ キュ ー を 行い 、後片 付け も 行 わず に 帰 る こと を 言 う。 

 

4−4−3「 バ ー ベ キ ュー 場 」 の 利 用 用 途  

 

 「 バ ー ベキ ュ ー 場 」は 、 以 前か ら あ る 業態 で あ り、 屋 外 の 土地 を 区画

し て バ ー ベキ ュ ー を 行わ せ る 。基 本 的 に バー ベ キ ュー 台 は あ るが バ ーベ

キ ュ ー に 必要 な 炭 な どの 用 品 の貸 し 出 し ・販 売 ・ 準備 は 行 わ ない 。 飲食

物 は 販 売 しな い 。 炭 の火 起 こ しか ら 飲 食 物の 買 い 出し ・ 搬 入 まで 全 て客

が 行 い 、 ゴミ は 分 別 後に 指 定 場所 に 放 置 可能 な と ころ が 多 い 。従 っ て使

用 料 は 、 場所 代 の み とな る 。 自然 の 中 で 安価 に 、 バー ベ キ ュ ーを 行 うこ

と 自 体 を 楽し み た い 人向 け の 業態 で あ る 。  

 

4−4−4「 バ ー ベ キ ュー ・ デ リ バ リ ー 」 の 利 用 用 途  

 

 「 バ ー ベキ ュ ー ・ デリ バ リ ー」 は 、 店 を持 た ず 、公 園 ・ 河 原・ バ ーベ

キ ュ ー 場 など 客 の 指 定す る 場 所に 事 前 に 、用 品 だ けあ る い は 、用 品 と指

定 さ れ た 食材 の 運 搬 を行 い 、 客の バ ー ベ キュ ー 後 に、 使 用 し た用 品 の片

付 け と ゴ ミの 廃 棄 を 請け 負 う 。す な わ ち 、客 は 用 品・ 食 材 を 持参 せ ずに

指 定 場 所 に行 き 、 料 金の 支 払 い後 に バ ー ベキ ュ ー を行 い 、 後 片付 け ・用

品 の 清 掃 ・ゴ ミ 捨 て を業 者 に 任せ て 帰 宅 でき る と いう サ ー ビ スを 行 う業

態 で あ る 。  

 都 内 の 一般 住 宅 ・ 郊外 の 公 園・ バ ー ベ キュ ー 場 ・河 川 敷 と 多様 な 場所

へ の デ リ バリ ー が 可 能で あ る。「 バ ーベ キュ ー・デ リバ リ ー 」は 、公 園 な

ど の 場 所 代が 無 料 の 場所 や 自 然の 中 あ る いは 、 多 人数 の イ ベ ント な どで

バ ー ベ キ ュー を 行 い たい 人 向 けの 業 態 で ある 。  

 

4-4-5「 バ ー ベ キ ュー 店 」 の 利 用 用 途  

 

 「 バ ー ベキ ュ ー 店 」は 店 を 構え 、 店 内 や屋 上 に バー ベ キ ュ ー用 品 と飲

食 材 料 を 用意 す る 。 来店 し た 客は 店 内 に 陳列 さ れ た飲 食 材 料 を購 入 後に

バ ー ベ キ ュー を 行 い 、後 片 付 けと ゴ ミ 捨 てを 店 に 任せ て 退 店 する 。 店が

バ ー ベ キ ュー 用 品 の 全て を 用 意し 、 炭 の 火起 こ し を行 い 、 飲 食材 料 も販

売 し て お り、 客 が こ れら を 持 参し な く て 良い 。 多 くは 電 車 利 用で 日 帰り

可 能 な 都 心に 店 を 構 える 店 が 多く 、 都 内 の交 通 の 便の 良 い 場 所で バ ーベ
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キ ュ ー を 行い た い 人 向け の 業 態で あ る 。  

 筆 者 の 経営 す る 「 BBQ 店 」 はこ れ に あ たる 。 開 店当 時 は 当 店だ け であ

っ た が 、現 在 は イン ター ネ ッ トで「 バー ベキ ュ ー 店」を 入力 し検 索（ Yahoo! 

JAPAN, 2018）す る と 6,200 万件 が ヒ ッ ト し 、都 内 はも ち ろ ん全 国 に 無数

に 存 在 す る。  

 

4-4-6「 BBQ 店 」 の利 用 用 途 の 変 化  

 

 「 BBQ 店 」は 開店 から 、店 の 飲食 物 を 客に 購 入 して も ら い 、バー ベ キ ュ

ー に よ る セル フ ク ッ キン グ を させ る 「 手 ぶら で バ ーベ キ ュ ー 」を 採 用し

て い た が 、や が て よ り安 く 飲 み・ 食 べ た いと 考 え る客 が 、 店 に飲 食 材料

を 持 ち 込 み、場 所代 を支 払 う こと で バ ー ベキ ュ ー を行 い た い と希 望 し た。

「 手 ぶ ら でバ ー ベ キ ュー 」 と 逆の 発 想 の 「持 ち 込 みバ ー ベ キ ュー 」 であ

り 、こ れは 場 所 貸し のバ ー ベ キュ ー 場 や キャ ン プ 場と 同 様 の 業態 で あ る。

「 BBQ 店 」で は 現 在 、店 の 飲 食物 を 消 費 して 行 う 「手 ぶ ら で バー ベ キュ

ー 」形 態を 利 用 する 客が 約 90％ 、飲食 物 を客 が 持 ち込 ん で 行 う「 持 ち 込

み バ ー ベ キュ ー 」 形 態を 利 用 する 客 が 約 10％で あ る （当 店資 料 ）。 来 店

し た 客 は この 2 種 類 のど ち ら かを 、 用 途 に合 わ せ て選 択 ・ 利 用す る 。現

在 「 持 ち 込み バ ー ベ キュ ー 」 形態 の 使 用 方法 の 割 合が 少 し ず つ増 加 して

いる 。  

 客 層 の 違い と し て「 BBQ 店 」の 例 で は「 手ぶ ら で バー ベ キ ュ ー 」利 用 者

は 、 店 に バー ベ キ ュ ーの 準 備 がし て あ り 、飲 食 材 料も 販 売 し てい る ので

荷 物 が 少 なく 済 み 、 子供 連 れ のフ ァ ミ リ ー客 や 年 齢層 を 問 わ ず少 人 数の

グ ル ー プ に人 気 が あ る。 一 方 「持 ち 込 み バー ベ キ ュー 」 の 客 層は 、 食欲

旺 盛 で 多 量に 飲 酒 し たい 人 達 であ り 、 年 齢層 が 若 年か ら 中 年 層で 、 会社

や 友 人 の 多人 数 グ ル ープ に よ る利 用 が 多 い（ 当店 資 料）。客 に よっ て は酒

の 運 搬 は 重く 手 間 が かか る ゆ えに 、 酒 類 量販 店 の デリ バ リ ー サー ビ スを

利 用 す る 事で 酒 を 店 に直 接 配 達さ せ 、 主 催者 が 食 材だ け を 搬 入す る グル

ー プ も い る。  

 

4-4−７「 バ ー ベ キ ュー 場 」・「 バ ー ベ キ ュ ー・デ リ バ リ ー 」・「 バ ー ベ キ ュ

ー 店 」 の 利 益 構 造  

 

 「 バ ー ベ キュ ー 場 」業態 は 、利 用場 所 の場 所 代 によ り 利 益 を得 る 。「 バ

ー ベ キ ュ ー・ デ リ バ リー 」 業 態は 、 バ ー ベキ ュ ー 用品 の 貸 出 し、 加 えて
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飲 食 物 の 販売 に よ り 利益 を 得 る。「 バ ー ベキ ュ ー 店」は、通 常は 飲 食 物の

販 売 に よ り利 益 を 得 るが 、 客 が飲 食 物 を 持ち 込 む 場合 は 場 所 代に よ り利

益 を 得 る 。  

 

4-5 出 店 と バ ー ベ キュ ー 問 題  

 

 バ ー ベ キュ ー の 出 店に 際 し ては 、 煙 ・ 臭気 ・ 騒 音問 題 に 対 する 近 隣か

ら の 苦 情 を防 ぐ 事 が 必須 で あ る。 そ の 為 には 店 の 立地 が 重 要 とな る 。特

に 屋 外 に 客席 を 設 置 する 場 合 は、 周 囲 に 家屋 が 隣 接し な い 場 所か 周 囲よ

り も 高 い ビル の 屋 上 が望 ま し い。 都 心 部 で営 ま れ てい る 他 の バー ベ キュ

ー 店 は 、 公 園 の 中 か 大 型 商 業 施 設 ビ ル の 屋 上 が 殆 ど で あ る （ hinata, 

2018）。こ れは 、煙 の 上方 へ 拡 散す る 性 質 と、周 辺地 域 で高 所 とな る 屋 上

で あ れ ば、あ る 程度 の騒 音 も 階下 へ の 影 響は 少 な い為 と 考 え られ る 。「 BBQ

店 」 は 周 囲に 河 川 敷 と公 園 と があ り 、 近 隣 家 屋 と はあ る 程 度 の距 離 が保

た れ て い る。  

 

4-5−1 開 店 後 の 外 部 と の 交 渉  

 

 「 BBQ 店 」の 開店 後に 問 題 とな っ た の は 、臭 気 と 騒音 で あ る 。臭 気 に つ

い て の 苦 情は 風 向 き と窓 を 開 け放 つ 季 節 との 関 係 があ る と 思 われ る が、

件 数 は 少 なく 、 対 応 をす る 前 に終 息 し た 。一 方 、 イベ ン ト 開 催時 の 騒音

に つ い て の苦 情 は 続 いた 。 対 策と し て は イベ ン ト の終 了 時 間 の調 整 、イ

ベ ン ト 時 のマ イ ク 音 量の 制 限 とス ピ ー カ ーの 向 き の調 整 、 太 鼓な ど の打

楽 器 の 禁 止で あ る 。 これ に よ り苦 情 は 少 なく な っ てい る 。  

 「 BBQ 店」 と 保 健 所と の 間 で問 題 と な った の は 、客 が 屋 根 の無 い 屋上

で 調 理 を する 行 為 に 対し て で あっ た 。 こ の地 域 の 条例 で は 店 で客 が 料理

を す る こ とを 想 定 し てお ら ず 、更 に 、 屋 根の 無 い 屋上 で 料 理 をす る こと

も 想 定 し てい な い 。 その 為 に 、店 と 保 健 所と の 条 例の 解 釈 に つい て 弁護

士 同 伴 の 上で 何 度 か 話し 合 い の場 を 設 け ると と も に 、 指 導 も 受け る こと

と な っ た 。条 例 な ど に定 め ら れて い な い 形の 歴 史 的に 新 し い 形態 の 店を

作 る と き は、 官 庁 と の折 衝 も 考慮 に 入 れ なけ れ ば なら な い 。  

 ま た 、 客が 客 席 で 火気 を 使 用す る 為 に 消防 法 の 制約 を 受 け 、設 備 の検

査 ・ 点 検 も厳 し く な る。  
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4−6 飲 食 店 の 出 店 業態 に よ る 違 い 「 テ ナ ン ト 店 」 と 「 路 面 店 」  

 

 筆 者 は 、1980 年 代 初期 か ら 都内 の 路 面 に飲 食 店 を構 え る 形 で飲 食 業を

始め 、1990 年 代 か ら は シ ョ ッ ピン グ モ ー ル・デ パ ー トに 誘 致 され 大 規模

な 商 業 施 設内 に 飲 食 店お よ び 食器 輸 入 販 売店 を 全 国に 出 店 し 運営 し てき

た 。2013 年以 降 は 商 業施 設 内 への 出 店 か ら撤 退 し 、路面 店 に おい て 事業

を 継 続 し てい る 。 こ こで は 「 テナ ン ト 店 」と 「 路 面店 」 の 特 徴を 示 し、

最 後 に 現 在、 路 面 店 に絞 り 事 業活 動 を し てい る 理 由を 述 べ る 。  

 一 般 に 大規 模 商 業 施設 と 「 テナ ン ト 店 」の 契 約 内容 は 公 表 され て いな

い 。こ こ で の「 テ ナ ント 店 」の 資料 に つ いて は 、 2013 年 まで の当 社 と デ

パー ト・大 規模 商 業 施設 の 契 約を 、「路 面店 」の 資 料に つ い ては 、イ ン タ

ー ネ ッ ト を使 用 し た 首都 圏 内 不動 産 物 件 情報 お よ び、 現 在 の 当社 と 不動

産 会 社 を 介し た 家 主 との 契 約 を元 に し て いる 。  

 

4−6−1「 テ ナ ン ト 店」 と 「 路 面 店 」 の 特 徴  

 

 本 論 文 では 「 テ ナ ント 店 」 を、 シ ョ ッ ピン グ モ ール ・ デ パ ート ・ 大規

模 商 業 施 設（ 大 規 模 小売 店 舗 立地 法 に お いて 、 床 面積 が 1,000m²超 の大

規模 小 売 店舗 の こ と（ 経 済産 業 省 ,  2017））内 にお い て 独 自 の 店名 を 提 示

し 、 他 の 売り 場 と 区 画さ れ 出 店・ 営 業 し てい る 店 と定 義 す る 。「 路 面店」

は 、 通 り に面 し 独 自 の店 名 を 提示 し 、 単 独で 出 店 ・営 業 し て いる 店 と定

義 す る 。 ここ で の 飲 食店 の 出 店業 態 に よ る「 テ ナ ント 店 」 の 特徴 、 特に

賃 料 ・ 売 上 保 証 額 ・ 管理 費 等 につ い て は 一般 に 公 表さ れ て お らず 、 首都

圏 に あ る 大手 商 社 2 社運 営 の 2 大 規 模 商 業施 設 お よび 同 地 域 内デ パ ート

と 当 社 と の契 約 資 料 (2013 年 迄 ) に 基 づ き説 明 す る。「 路面 店 」に つ い て

は 首 都 圏 にあ る 当 社 賃貸 物 件 と不 動 産 家 主と の 賃 貸契 約 資 料（ 2018 年現

在） お よ び 首 都 圏 内 不動 産 物 件情 報 に 基 づき 説 明 する 。  

 大 規 模 商業 施 設 の 最大 の 特 徴は 、 多 数 の「 テ ナ ント 店 」 が 出店 し てい

る こ と で あり 、 客 は 1 か 所 で 複数 の 「 テナ ン ト 店」 で ま と め買 い が でき

る 利 点 が ある 。ま た 広告・宣 伝 を入 居「 テナ ン ト 店 」全 体 で 行う こ と で、

ス ケ ー ル メリ ッ ト に よる 効 率 的な 集 客 を 行い 「 テ ナン ト 店 」 はそ の 恩恵

を 受 け る こと で 売 上 を伸 ば す（ 店舗 HACKS ハ ック ス , 2016）。一方「 テ ナ

ン ト 店 」 は、 入 居 し てい る 大 規模 商 業 施 設の 影 響 を少 な か ら ず受 け 、互

い の 「 テ ナン ト 店 」 のブ ラ ン ド力 で 集 客 をす る と とも に 、 自 社ブ ラ ンド

の タ ー ゲ ット 層 以 外 の来 店 客 が来 店 す る 。大 規 模 商業 施 設 へ の出 店 に際
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し て は 、 一般 的 に 当 該「 テ ナ ント 店 」 が 出店 す る こと で 大 規 模商 業 施設

全 体 へ の 集客 ・ 知 名 度や 売 上 の上 昇 が 見 込め る と いっ た 、 大 規模 商 業施

設 と ブ ラ ンド 力 を 持 った 「 テ ナン ト 店 」 とが 互 い の利 益 が 見 込め る こと

が 条 件 と なり 、 一 般 的に は 大 規模 商 業 施 設側 か ら 「テ ナ ン ト 店」 側 に声

か け が 行 われ 出 店 と なる 。「 テナ ン ト 店 」は大 規 模 商業 施 設 と の直 接 賃貸

契 約 で あ り、 売 上 低 下に よ り 大規 模 商 業 施設 側 か ら撤 退 を 促 され る 場合

が あ る （ 店舗 の ミ ラ イ塾 , 2018）。  

 「 路 面 店 」は 通 り に面 し て いて 人 目 に 付き や す く、 一 般 的 に来 店 する

の は そ の ブラ ン ド に 興味 を 持 った 人 で、目的 買 い 客の 来 店 率 が高 く な る。

「 路 面 店 」は 自 店 独 自で 広 告 ・宣 伝 を 行 い、 集 客 を行 わ な け れば な らな

い 。 出 店 は、 不 動 産 会社 を 通 した 賃 借 物 件所 有 者 との 賃 貸 契 約締 結 によ

る も の で 、自 店 の 判 断で の 出 店が 可 能 で ある 。 退 店に つ い て も、 賃 料未

払 以 外 は 店側 の 判 断 とな る 。  

 「 テ ナ ント 店 」 と 「路 面 店 」は 、 と も に 大 規 模 商業 施 設 或 いは 不 動産

物 件 所 有 者と 賃 貸 契 約を 結 ぶ こと に よ っ て出 店 ・ 運営 さ れ る が、 店 舗運

営 の 自 由 性・ 自 主 性 およ び 賃 料の 設 定 条 件・ 売 上 金管 理 ・ 施 設管 理 ・宣

伝方 法 お よび こ れ ら に必 要 な 資金 の 回 収 方法 が 異 なる 。  

 

4-6−2「 テ ナ ン ト 店」 と 「 路 面 店 」 の 運 営  

 

 大 規 模 商業 施 設 内 の「 テ ナ ント 店 」 と 「路 面 店 」は と も に 賃貸 契 約に

よ る 出 店 であ る が、運営 面 で 違い が あ る 。「テ ナ ン ト店 」は 大 規模 商 業 施

設 の 規 則 に沿 っ た 制 約を 受 け るが 、指 導 も受 け ら れる 。一 方 の「路 面 店」

は 、 制 約 は受 け ず 自 主的 な 運 営が 基 本 と なる 。  

 「 テ ナ ント 店 」 の 開店 後 の 営業 に 関 し て、 販 売 ・セ ー ル 企 画・ 予 算・

時 期 を 大 規模 商 業 施 設側 が 決 定す る 。 セ ール 商 品 の種 類 ・ 価 格帯 ・ 販売

促 進 ツ ー ルな ど に つ いて も 、 大規 模 商 業 施設 の 運 営規 定 に 従 う。 ま た顧

客 か ら の クレ ー ム や トラ ブ ル に関 し て は 、大 規 模 商業 施 設 へ 報告 す ると

とも に 、 客へ の 対 処 は大 規 模 商業 施 設 と 共同 で 行 う。 営 業 時 間・ 休 日も

大 規 模 商 業施 設 の 規 定に 沿 い 設定 す る 。  

 「 路 面 店」 は 、 営 業・ 経 営 方針 ・ 価 格 ・セ ー ル を自 店 で 計 画・ 実 施で

き る 。 営 業時 間 帯 ・ 休日 も 自 由に 設 定 可 能で あ り 、ク レ ー ム やト ラ ブル

に 関 し て の客 へ の 対 処も 自 店 で行 う 。  
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4-6-3 店 の デ ザ イ ン  

 

 大 規 模 商業 施 設 は 大規 模 商 業施 設 全 体 のイ メ ー ジを 保 つ 為 に、 店 内・

外 観 の デ ザイ ン・カ ラー・サイ ン につ い て独 自 の 規定 が あ り 、「テ ナ ン ト

店 」 は 、 それ ら に 従 い店 舗 設 計・ 施 工 す る。  

 「 路 面 店」 の デ ザ イン は 基 本的 に 、 店 内・ 外 観 のデ ザ イ ン ・カ ラ ー・

サ イ ン に つい て 自 由 であ る 。  

 

4-6-4 賃 料 の 設 定 条 件  

 

 大 規 模 商業 施 設 へ 「テ ナ ン ト店 」 を 出 店す る 場 合の 月 々 の 賃料 ・ 管理

費 は 、 大 規模 商 業 施 設運 営 会 社の 規 定 に より 異 な るが 、 首 都 圏中 心 部の

契 約 条 件 は通 常 、 売 上 保 証 賃 料 に 併 せ て 最低 保 証 売上 賃 料 と いう も のを

設 定 す る 。  

 売 上 保 証 賃 料 （ 大 規 模 商 業 施 設 側 へ の 賃 料 相 当 分 ） は 月 次 売 上 ×設 定

率（ 13.75%： 当 社 資 料 , 2013） であ る 。 仮に 「 テ ナン ト 店 」 の 1 カ 月の

売上 が 500 万 円 で あ り 、設定 さ れ てい る 売上 保 証 率が 13.75%で あ った 場

合 、 そ の 賃料 は 68.75 万円 と な る。 1,000 万円 の 売 上で あ れ ば 137.5 万

円 と な る 。こ の 方 式 は 売 上 が 上昇 す る と 賃料 も 上 がる す な わ ち、 売 上が

上 昇 し て も純 利 益 は 頭打 ち と なる 傾 向 が ある 。  

 更 に 、「 テ ナ ント 店 」は 、売 上 保証 賃 料に 加 え て 、売 上 が 低く て も 大規

模 商 業 施 設 へ 支 払 う べ き 賃 料 の 下 限 を 設 定 し た 最 低 売 上 保 証 賃 料 （ 2.5

万 /月 坪：当社 資 料 , 2013）が 設 定さ れ る。仮 に「 テ ナン ト 店」の 売上 が

月間 で 0 円と 売 上 が 全く な い 場合 で も、「 テ ナン ト 店 」が大 規模 商 業 施設

に 支 払 う べき 賃 料 は 2.5 万×店 の坪 数 =月 額 最低 売 上 保証 賃料 と な る 。こ

れ に 基 づ き計 算 す る と、 店 の 大き さ が 25 坪 の 場 合の 月 額 最 低売 上 保証

賃料 は 2.5 万×25 坪 =62.5 万 円 とな る 。 最低 売 上 保証 賃 料 は 「テ ナ ン ト

店 」 の 売 上が 低 く て も大 規 模 商業 施 設 側 の賃 料 収 入が 下 が る のを 防 ぐ こ

と を 目 的 とし た 賃 貸 契約 で あ る。  

 つ ま り、「テ ナ ン ト店 」は売 上 を出 し やす い 環 境を 得 る 対 価と し て、売

上 が 上 昇 する に つ れ 賃料 が 増 えて い く 売 上 保 証 賃 料 、 売 上 が 低く て も大

規 模 商 業 施設 側 に 支 払う 最 低 保証 売 上 賃 料、 加 え てこ の 後 に 説明 す る路

面 店 に 比 べて 割 高 な 施設 管 理 費 を 支 払 う 契約 を 結 ぶこ と と な る。  

 一 方 「 路面 店 」 の 首都 圏 中 心部 の 一 般 的な 商 業 ビル や 商 店 街の 店 舗物

件 の 賃 借 料は 、 固 定 家賃 （ 月 額月 坪 2.25 万 ：当 社 資料 , 2018） で あ
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る。 店 の 大き さ が 25 坪 の場 合 の月 額 賃 料は 56.25 万 円 と な る。 最 低 保

証売 上 は なく 、 売 上 が上 昇 す ると 純 利 益 は伸 び る 傾向 が あ る 。  

 

 

4-6-5 施 設 管 理 費  

 

 大 規 模 商業 施 設 で は賃 料 の 他に 、全「 テナ ン ト 店 」か ら 施 設管 理 費（ 一

般 の 共 益 費に 当 た る 。以 下、「 共益 費 」と 表記 。）を徴 収 す る こと に よ り、

イ ベ ン ト スペ ー ス ・ 駐車 場 ・ エレ ベ ー タ ー・ エ ス カレ ー タ ー ・案 内 所・

通 路 ・ ト イレ ・ バ リ アフ リ ー ・警 備 等 の 維持 お よ び 管 理 を 行 う。 こ れら

設 備 の 維 持充 実 が 更 なる 集 客 に寄 与 す る 。し か し 、 大 規 模 商 業施 設 にお

ける 共 益 費（ 月 額月 坪 1.7 万 円 :当 社資 料 , 2013）は 一 般の「路 面 店」の

共 益 費（ 月 額月 坪 0.2 万 円 :当社 資 料 , 2013）と 比 較 して 格 段 に高 額 と な

る 。一 方「 路 面 店 」の 共 益 費 は 、大 規 模 商 業 施 設 に対 し て 低 額で あ る が、

一 般 的 に 設備 の 充 実 度は 劣 る 。  

 

4-6-6 売 上 金 の 管 理 と 売 上 報 告 義 務  

 

 当 社 と 契約 し た 全 ての 大 規 模商 業 施 設 は、「 テナ ン ト 店」 に毎 日 の 売

上 報 告 を 課し て お り 、さ ら に 賃料 を 確 実 に徴 収 す るた め に 、 預り 金 精算

方 式 と 言 われ る 、「 テナ ン ト 店」 の 売 上 金を 毎 日 回収 ・ 管 理 し、 売 上 保

証率 に 応 じた 賃 料 ・ 施設 管 理 費・ 経 費 ・ 広告 ・ 宣 伝費 を 徴 収 後、 月 2 回

に 分 け て 「テ ナ ン ト 店」 の 本 部に 振 り 込 む方 式 を 採用 し て い た。 こ の方

式 に 必 要 な日 々 の 売 上実 績 デ ータ 収 集 の 為に 「 テ ナン ト 店 」 の POS

（ point-of-sale: 販 売 時 点情 報 管理 ）レ ジ ス ター は 大 規 模商 業 施 設

運 営 本 部 のコ ン ピ ュ ータ ー に よっ て 管 理 され て い た。 こ の 預 り金 精 算方

式 の 場 合 には 、 大 規 模商 業 施 設側 に 現 金 がプ ー ル され る 為 に 「テ ナ ント

店 」 に は 手持 ち 資 金 が無 く 店 の運 営 の 為 に別 途 用 立て し な け れば な らな

い。  

 一 方 「 路面 店 」 の 日々 の 売 上は 社 内 以 外へ の 報 告義 務 は な く、 売 上金

は 自 店 に プー ル さ れ る為 に 店 の運 営 資 金 とし て 使 用可 能 で あ る。  

 

4-6-7 広 告 ・ 宣 伝 費  

 

 「 テ ナ ント 店 」 の 広告 ・ 宣 伝費 は 、 全 「テ ナ ン ト店 」 が あ らか じ め各
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月 の 広 告 ・宣 伝 費 （ 月額 月 坪 0.28 万円 :当社 資 料 , 2013） が 大規 模 商業

施 設 に よ って 決 め ら れ徴 収 さ れる 。 こ の 費用 を も とに 大 規 模 商業 施 設運

営 会 社 が 年間 ス ケ ジ ュー ル に 沿っ た プ ロ モー シ ョ ンを 行 な い 、テ レ ビ・

ラ ジ オ ・ 新聞 ・ イ ン ター ネ ッ トと い う 各 種メ デ ィ アを 利 用 し た広 告 ・宣

伝 を 実 施 する 。 大 規 模商 業 施 設 お よ び 各 「テ ナ ン ト店 」 が 合 同で 大 々的

な 広 告 ・ 宣伝 を 行 う こと で 効 率的 な 集 客 を図 る こ とが 可 能 で ある 。  

 「 路 面 店」 の 顧 客 獲得 に 関 わる 全 て の 費用 ・ マ ーケ テ ィ ン グ戦 略 ・プ

ロ モ ー シ ョン 活 動 は 、全 て 自 店で 計 画 ・ 実施 し て いく 必 要 が ある 。 一般

的 に 単 独 で行 う 分 、 大規 模 商 業施 設 に 比 較す る と 「路 面 店 」 の集 客 力は

限 定 的 と なる 。  

 

4-6-8「 テ ナ ン ト 店」 と 「 路 面 店 」 の メ リ ッ ト と デ メ リ ッ ト  

 

 大 規 模 商業 施 設 は 施設 の ブ ラン ド 力 と 充実 し た 施設 内 設 備 に加 え て、

施 設 内「 テ ナン ト 店 」全店 の 宣 伝費 を 用 いた 大 々 的な 広 告・宣伝 に よ り、

集客・販売 を 促進 さ せる 。「 テ ナン ト 店」はそ の 恩 恵を 授 か る こと で 効 率

良 く 売 上 を伸 ば す こ とが 出 来 る。 さ ら に 大規 模 商 業施 設 は 集 客が 安 定し

て い て 、「テ ナ ン ト 店 」は 新 た な 顧客 層 に認 知 し ても ら い や すい と い った

メ リ ッ ト があ る 。 し かし 、 売 上を 増 や し ても 利 益 から 売 上 保 証 率 に 応じ

た 金 額 が 大規 模 商 業 施設 に 徴 収さ れ る 為 に純 利 益 は伸 び 悩 む のが デ メリ

ッ ト で あ る。  

 一 方 、「 路面 店」は 自店 の み の宣 伝 費 を 用い て 単 独で 広 告・宣伝 を 実 施

し 集 客 す る。 効 率 的 集客 は 難 しい が 、 売 上を 上 昇 させ る と 賃 料は 同 額な

の で 純 利 益が 伸 び 易 いと い っ たメ リ ッ ト があ る 。  

 当 社 の 資料 で は 賃 料に 相 当 する 「 テ ナ ント 店 」 の売 上 保 証 賃料 は 「路

面 店 」 の 賃料 よ り や や割 高 で あり 、 加 え て 「 路 面 店」 に 比 較 して か なり

割 高 な 施 設 管 理 費 、 更に 「 路 面店 」 に は 無い 最 低 保証 売 上 賃 料規 約 を結

ぶ 必 要 が ある 。 す な わち 「 路 面店 」 に 比 較し て 、 売上 を 伸 ば しや す い環

境 を 得 る 対価 は 高 額 とな る と 言え る 。  

 出 店 に 際し て は「 テナ ン ト 店」の 売 上 を伸 ば し やす い 環 境 と対 価 、「 路

面 店 」 の 自由 な 運 営 と集 客 に つい て 吟 味 する こ と が重 要 と な る  

 以 下 に、「 テ ナン ト店 」 と 「路 面 店 」 の特 徴 を 表で 示 す 。   
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表 4−4 「テ ナ ン ト 店」 と 「 路面 店 」 の 出店 業 態 によ る 違 い （筆 者 作 成

2018 年 11 月）  

 

「 テ ナ ン ト店 」 は 東 京 都 23 区 内 の 大手 商社 2 社 運営 の 2 大 規模 商 業 施

設お よ び 都心 デ パ ー トと 当 社 契約 (2013 年迄 )に、「路 面 店 」 は不 動 産 会

社 と 当 社 契約 （ 現 在 ）資 料 に 基づ く  
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 以 上 の よう に 、「 テナ ン ト 店 」と「 路 面店 」は と もに メ リ ット と デ メリ

ッ ト が あ り、 ど ち ら が優 れ て いる と い う もの で は ない 。  

 現 在 筆 者が 「 路 面 店」 形 態 を採 用 し て いる 理 由 は、 店 の 経 営方 針 ・販

売 方 法 に つい て 規 制 がな い こ とを 望 む か らで あ る 。す な わ ち セル フ サー

ビ ス ・ 券 売機 清 算 ・ 価格 ・ メ ニュ ー 変 更 とい っ た 大胆 な 経 営 方針 ・ 販売

方 法 の 決 定・ 変 更 を 、自 店 で 遂行 し て ゆ くた め の 環境 と ス ピ ード を 維持

す る た め であ る 。  
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5 研 究 1 客 に よ る （ 社 会 ） 規 範 の 逸 脱 を 店 が 許 容―「 F レ ス ト ラ ン 」

お よ び 「 BBQ 店 」 にお け る 3 事 例  

 

5-1「 F レ ス ト ラ ン」 の 客 に よ る 店 内 に お け る 仮 眠 例  

 

5-1-1 方 法  

 

 調 査 方 法は 、「 F レ スト ラ ン 」内で の 店 側と 客 の 会話 場 面 を 筆記 記 録し

た 。 調 査 実施 は 、 201x 年 5 月 8 日 15:00〜 17:00 の 間で あ っ た。 会 話 記

録 よ り 、 客 と 店 側 が 互い の 役 割規 範 の 逸 脱 に 言 及 した 言 葉 と 行動 、 それ

ぞ れ 自 身 のあ り 方 が 変わ っ て いく プ ロ セ ス お よ び 新た な 規 範 が生 成 され

る 点 に 特 に焦 点 化 し 分析 し た 。調 査 対 象 は 、 当 該 店 の 「 F レ スト ラ ン 」

（開 店 4 年目 ） 店 長 （ 40 代 、男 ） お よ び分 析 者 であ る 筆 者 （ 60 代 、男、

経 営 者 と して 店 の 経 営に 関 わ って い る が 、通 常 の 業務 に は 関 わっ て いな

い） お よ び 不 特 定 多 数の 客 で あっ た 。  

 

5-1-2 結 果  

 

休 日 の ラ ンチ タ イ ム 後の 比 較 的空 い て い る時 間 で あっ た 。 1 組の 若い

カッ プ ルが 1 階 の テ ラス 席 で の食 事 を 終 え 、 ワ イ ンを 飲 ん で いた 。 しば

らく す る とそ の 客 は 酔い が 回 った の か 座 った ま ま 居眠 り を 始 め 、 そ の後

二人 と も に ソ フ ァ ー に横 に な り 、 さ ら に 大の 字 に なっ て 熟 睡 して し まっ

た（ 図 5−1 参 照）。筆 者は 、寝て い る様 子 を事 務 所 に上 が る 階 段の 道 す が

ら 見 か け た。 希 有 な 場景 で あ ると 認 識 し 、足 を 止 め眺 め た が その ま ま 2

階 の 事 務 所に 戻 っ た 。  
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図 5−1 「 F レ ス ト ラ ン」 客 の 食後 の 仮 眠 (筆 者 撮影 •加 工 2018 年 6 月 ) 

 

し ば ら く して 筆 者 が 2 階 か ら階 段 を 下 りて い っ た。  

 

 筆 者 （ 経 営 者 ）、 店 長 お よ び 客 の 会 話 記 録  

筆 者：（ 階段 下 で 店 長が 、テ ラ ス のソ フ ァー 席 で 大の 字 に 寝 てい る 先 程の

カ ッ プ ル を傍 観 し て いる 姿 が 目に 入 っ た 。筆 者 が さら に 下 り て店 長 に近

づ く と ）  

店 長 ：（下 り て 来る 筆者 に 気 づき 、 店 長 は苦 笑 い をし な が ら 筆者 に ）「 ど

う し ま し ょう ？ （ ソ ファ ー で 寝て い る カ ップ ル を 見な が ら 筆 者に 尋 ねる

様 に ）」  

筆 者：「 ね っ（ 寝て い るカ ッ プ ルと 店 長 に 交互 に 視 線を 送 り な がら 、どう

す べ き か 迷い な が ら ）・・・？  気 持 ち 良 さそ う だ ね？（ 苦 笑 しな が ら店

長 に 話 し かけ る ）」  

客（ 男 ）：（ 寝 てい た 男性 客 が 店側 2 人 の 会話 で 目 を覚 ま す）「 あ 、す み ま

せん 。 あ まり に 気 持 ちが 良 く て」  

店 長 ：「よ く 寝 てい まし た ね ？  （ 目覚 めた 男 性 客に ）  」  

客（ 男 ）：「あ 、 す み ませ ん 、 起こ し ま す （連 れ の 寝て い る 女 性客 を ）」  

店 長 ：「そ う い う意 味で は な くて 、 寝 て いて も 良 いで す よ 」  

客（ 男 ）：「 あ ま り に 気持 ち が 良く て 、 酔 いま し た 」  

店 長 ：「ゆ っ く りし て行 っ て くだ さ い 」  

客（ 男 ）：「あ り が と うご ざ い ます （ 傍 の 女性 は 熟 睡中 ）」  
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店 長 と 筆 者：（ 顔を 見合 わ せ て微 笑 み な がら 立 ち 去る ）  

 

5-1-3 考 察  

 

(1)客 に よ る 規 範 の 逸 脱  

筆 者 は 店 長に 訊 ね ら れる 「 ど うし ま し ょ う？ （ ソ ファ ー で 寝 てい るカ

ッ プ ル を 見な が ら 筆 者に 尋 ね る様 に ）」まで は 、こ の カ ップ ルの「 F レ ス

トラ ン 」 にお け る 行 動を あ ま り望 ま し い 行為 で は ない と 考 え てお り 、店

長が 客 を 起こ し て 咎 める と 予 想し て い た 。 筆 者 は 、 客 の 座 っ た ま ま の居

眠 り と い う仮 眠 は フ ラン ス 料 理レ ス ト ラ ンの 客 と して の 規 範 を逸 脱 して

い る と 判 断し た が 、 直ち に は 客に 注 意 を 与え な か った 。 こ れ は、 筆 者が

日頃 、 通 常の 営 業 業 務に 携 わ って い な い ゆえ に 顧 客の 行 動 に 進ん で 関与

し な い こ とと 、 客 が 「 F レ ス トラ ン 」 の 規範 を 逸 脱し て い る かが 微 妙で

あ っ た こ と が 原 因 で あり 、 そ れに よ っ て 客の 仮 眠 はよ り 大 胆 な大 の 字の

睡 眠 に な り 「 F レ ス トラ ン 」 の 規 範 か ら の逸 脱 が 顕在 化 す る こと と なっ

た。 食 後 の仮 眠 と い う客 の 逸 脱行 動 は 、 店の 忙 し い時 間 帯 で ある ラ ンチ

と デ ィ ナ ータ イ ム を 避け た 15 時 から 17 時と い う 客の 少 な い 時間 帯 にお

い て 表 れ た。 客 の 来 店か ら 逸 脱行 動 迄 の 所要 時 間 は約 1.5 時 間で あ る。

こ の 間 は 食事 に 要 す る時 間 で 満腹 感 と 酔 いが ま わ る頃 合 い で ある が 、そ

の 間 に 店 の様 子 を 窺 って い た とも 考 え ら れる 。 客 は店 の 客 席 への ス タッ

フ の 管 理 の度 合 い 、 規範 へ の 準拠 の 程 度 を見 定 め 、利 用 客 の 減少 、 自分

達 と 隣 の 客と の 距 離 を測 り 、 店と 他 の 客 に迷 惑 が 及ば な い 時 に仮 眠 を始

め た と 考 えら れ る 。 すな わ ち 客は 、 レ ス トラ ン の 客と し て あ るべ き 規範

を 超 え た 行動 を 欲 望 の趣 く ま まに 表 出 さ せた の で はな か っ た 。ま ず は店

や 他 の 客 に迷 惑 を か けな い、横 に なっ て 寝な い と いっ た「 F レス ト ラ ン」

の 客 と し ての 規 範 を 念頭 に 、 ソフ ァ ー に 座っ た ま まの 居 眠 り とい う 形で

欲 望 を 表 出さ せ た 。 しか し 、 その 後 に 眠 りが 深 く なり 、 つ い には 大 の字

に な っ て の仮 眠 と い うよ り も 睡眠 へ と 至 り、「 F レ スト ラ ン 」の規 範 の範

疇 を 超 え たの だ と 考 える 。 そ の後 に 、 客 が店 長 と 筆者 の 会 話 で目 覚 め 客

（男 ）：「 あ、す み ま せん 、起 こし ま す（ 連れ の 寝 てい る 女 性 客を ）」と謝

っ た こ と で、 客 は 睡 眠に よ る 「 F レ ス ト ラン 」 の 規範 か ら の 逸脱 を 自覚

し て い る こと が 示 さ れ、 意 図 せず 熟 睡 し たこ と を 示唆 し た 。  

 

(2) 客 に よ る 規 範 逸脱 行 動 と 店 側 の 偶 発 的 な 許 容  

筆 者 の 意 に反 し 、 店 長が 客 の 大胆 な 睡 眠 の視 認 後 すぐ に 客 を 起こ さず
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筆 者 に 判 断を 委 ね た その 刹 那、筆 者 の頭 の中 に 店 長が 客 を 起 こさ ず に「 ど

う し ま し ょう ？ 」 と 訊ね た と いう こ と は 、 店 長 が 日頃 か ら 既 存の フ ラン

ス 料 理 レ スト ラ ン の 規範 か ら の逸 脱 を あ る程 度 許 容 し て い る こと を 示し

てお り 、こ の 客 の 行 動は「 あり 得 るこ と なの か ？」、既 存 の フラ ン ス 料理

レ ス ト ラ ンの 客 と し ての 規 範（ 食 後の 仮 眠不 可 ）を 逸 脱し て いる が 、「 自

店「 F レ スト ラ ン 」 の客 と し ての 規 範 は 逸脱 し て いな い の か ？」 と いう

疑 問 が わ き起 こ り 、 それ と 同 時に 「 食 後 に酔 っ て 寝た な ら 気 持ち 良 さそ

う 」 と い う思 い が 浮 かび 「 ね っ （ 寝 て い るカ ッ プ ルと 店 長 に 交互 に 視線

を 送 り な がら 、どう すべ き か 迷い な が ら ）・・・？ 気 持 ち 良さ そう だ ね（ 苦

笑 し な が ら店 長 に 話 しか け る ）」と い う 言 動を 生 ん だ。こ の間 に客 は 起 き、

店長 に 「 あ、 す み ま せん 。 あ まり に 気 持 ちが 良 く て」 と 謝 り 、店 長 が応

答 す る こ とと な り 、 意図 せ ず に店 長 に 最 終判 断 を 委ね る こ と とな っ た。

店 長 は 筆 者と の 直 前 のや り と りを 客 行 動 の肯 定 と 受け と め 、 店長 に よる

容認（ 店 長：「そ う いう 意 味（寝 て は い けな い ）では な く て 、寝 て い ても

良 い で す よ」）に 及 んだ と 考 える 。店 長 が客 に よ る食 後 の 仮 眠を 容 認 して

初 め て 筆 者は 、「 F レ スト ラ ン 」にお い て 客 が 食 後 に仮 眠 す る とい う 客 行

動 は 「 あ り得 る こ と 」と 気 が 付い た 。 店 長の 客 行 動の 肯 定 す なわ ち 、「 F

レ ス ト ラ ン 」 と し て の新 規 範 （食 後 の 仮 眠可 能 ） の設 定 は 、 筆者 と の意

思 の 不 疎 通、 成 り 行 き、 手 遅 れが 成 し た ので あ っ て、 店 側 か 客の ど ちら

か が 意 識 的に 決 定 し たの で は なか っ た 。  

 以 上 か ら、 客 は 既 存の フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン の 客 と し て ある べ き規

範 を 超 え た行 動 を 店 の状 況 を 鑑み て 表 出 させ 、 そ れが 契 機 と なり 、 店 側

は 規 範 に 直面 さ せ ら れ、 仮 眠 客の 気 持 ち 、さ ら に その 時 間 の 店の 混 雑状

況、「 F レス ト ラ ン 」の体 裁 、他 の客 の 視 線を 推 し はか っ て い る間 に 、筆

者と 店 長 の意 思 疎 通 の不 手 際 に起 因 す る 店長 の 偶 発的 な 勘 違 い・ 手 遅れ

に よ り 、 フラ ン ス 料 理レ ス ト ラン の あ る べき 規 範 を越 え る こ とと な り、

最 終 的 に 客の 仮 眠 と いう 「 F レス ト ラ ン 」 の 客 と して の 規 範 から の 逸脱

行 動 に よ り、 新 規 範 が設 定 さ れた 。  

そ の 後 も 「 F レ ス ト ラン 」 で は、 食 後 に 横に な っ て仮 眠 す る 客（ 図 5-2

参 照 ） が 散見 さ れ る が、 微 笑 まし い 光 景 とし て 容 認さ れ て い る。  
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図 5-2 「 F レ ス ト ラ ン」 他 の 日、 他 の 客 の食 後 の 仮眠 （ 筆 者 撮影 •加工

2018 年 6 月 ）  

 
5-2「 F レ ス ト ラ ン」 の 客 に よ る 店 内 に お け る 「 YouTube 視聴 」 例  

 

5-2-1 方 法  

 

 調 査 方 法 は 、「 F レ スト ラ ン 」内 で の 店 側と 客 の 会話 場 面 を 筆記 記 録し

た 。 調 査 実施 は 201x 年 5 月 15 日 15:30〜 22:00 の 間 であ った 。 会 話記

録 よ り 、 客と 店 側 が 互い の 規 範の 逸 脱 に 言及 し た 言葉 と 行 動 、そ れ ぞれ

自 身 の あ り方 が 変 わ って い く プロ セ ス お よび 新 た な規 範 が 生 成さ れ る点

に 特 に 焦 点化 し 分 析 した 。調 査 対象 は 、当該 店 の「 F レス ト ラン 」（開 店

4 年 目 ） ア ル バイ ト スタ ッ フ （ 20 代 、 女） お よ び分 析 者 で ある 筆 者 およ

び 不 特 定 多数 の 客 で あっ た 。  

 

5-2-2 結 果  

 

 日 曜 の 夕 方前 の 比 較的 空 い てい る 時 間 であ っ た 。 7 名 の団 体客 が 入 店

し 店 の 前 1 階の 屋 根 付き テ ラ ス席 の ソ フ ァー 席 に 座っ た 。 し ばら く は皆

で 食 事 を 楽し ん で い たが 食 事 も一 段 落 し たと こ ろ で 客 の 中 の １人 が 立ち

歩 き 何 か を探 し 始 め た。 彼 ら はス タ ッ フ を呼 び 止 め 、 電 源 を 借り プ ロジ

ェ ク タ ー を設 置 （ 図 5-3 参 照） し YouTube 視 聴（ 図 5-4 参照 ） を 始め る

の で あ っ た。 筆 者 は 、団 体 が 食事 を し て いる 側 を 通り か か り コン セ ント

の 位 置 を 教え 、 以 下 のよ う に 一部 始 終 を 観察 す る こと と な っ た。  
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図 5-3 「 F レ ス ト ラ ン」 客 に よる ス ク リ ーン お よ び プ ロ ジ ェ クタ ー 設置  

（筆 者 撮 影 •加工 2018 年 6 月）  

 

 

図 5-4 「 F レ ス ト ラ ン」 客 の YouTube 視 聴 (筆 者撮 影 •加 工 2018 年 6 月 ) 

 
 筆 者 、 ス タ ッ フ お よ び 客 の 会 話 記 録  
顧 客 ：「コ ン セ ント 借り て も 良い で す か ？」（ スタ ッ フ に）  

ス タ ッ フ ：「 ど うぞ 、 こ こ の コン セ ン ト 使っ て い いで す よ ね 」（ 筆 者に 尋

ね な が ら コン セ ン ト を指 し 示 し 、 客 に も 了承 を 伝 える ）  

筆 者 ：「い い で すよ 、 そ こ の をど う ぞ」（ス タ ッ フ・ 筆 者 と もに ス マ ート

フ ォ ン 充 電用 と 考 え 了承 す る ）  

顧 客：「 お 借り し ま す（ 持 参の PC を つ なぐ ）」（筆 者は PC の充 電 ？ スマ ー

ト フ ォ ン じゃ な い の ？と 考 え る）  

顧客 ： (続 い て プロ ジェ ク タ ーも つ な ぐ )  

ス タ ッ フ・筆者：（ スタ ッ フ・筆者 と も にこ の 展 開に 戸 惑 い 、断る べ きか

迷 い な が ら無 言 で 顧 客行 動 を 見つ め る ）  

ス タ ッ フ ：「 こ こで 映す 為 に 持っ て き た の？ 」  
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顧 客：「 向こ う の 河 原の 木 陰 でや っ て た んだ け ど（ 自 前の ス クリ ー ン を店

の 壁 に 設 置し な が ら ）・ ・ 、 明 る す ぎて 、 で も こ こな ら 良 い かな と ？ 」  

筆 者：「 こ の店 を 偶 然見 つ け たの ？ ど う して そ う（ 電 源を 貸 す・試 写会 さ

せ る ） 思 った の ？ 」  

顧 客：「 こ の店 を 思 い 出し て 、前 に 通 った 時 、自 由な 雰 囲 気だ った か ら・・・、

大 丈 夫 か なと （ 一 同 笑）」  

筆 者 ：「（ スタ ッ フ に ）ス マ ホ の充 電 か と ・・ ・ 、 ね（ こ ん な こと に なる

と は の 意）」（ 笑 い な がら 互 い の仕 事 に 戻 る）  

顧 客：（ し ばら く は YouTube の個 人 投 稿 動画 を 視 聴、その 後 、ミ ュ ージ シ

ャ ン に よ るミ ュ ー ジ ック ビ デ オを 視 聴 、 さら に ミ ュー ジ ッ ク ビデ オ を利

用 し 全 員 での カ ラ オ ケと な っ た）  

ス タ ッ フ・筆 者：（ 全 員で の カ ラオ ケ に 驚 くが 、楽曲 が 洋楽 と いう こ と も

あ っ て 容 認し た ）  

顧 客 ：（一 行 は この まま 夜 遅 くま で YouTube 視聴 と カ ラオ ケを 楽 し んで

帰 っ た ）  

他 の 入 退 店客 は 彼 ら の行 動 を 微笑 み な が ら 、 あ る いは 呆 気 に とら れ なが

ら そ ば を 通る の で あ った 。  

 
5-2-3 考 察  

 

(1)客 に よ る 規 範 の 逸 脱  

 ス タ ッ フ：「 ど う ぞ 、こ この コ ンセ ン ト使 っ て いい で す よ ね」（ 筆 者 に

尋 ね な が らコ ン セ ン トを 指 し 示し 、 客 に も了 承 を 伝え る ） の 時 、 筆 者と

ス タ ッ フ は 、 客 の コ ンセ ン ト の使 用 用 途 はス マ ー トフ ォ ン の 充電 で ある

と 予 想 し てい た 。 意 に反 し て 顧客 は 、「 お借 り し ます （ 持 参 の PC をつ な

ぐ）」（ 筆 者は 「 ス マ ート フ ォ ンで な く PC の 充電 ？ 」 と考 え る）、 さら に

続 い て プ ロジ ェ ク タ ーも つ な ぐ（ 筆 者 と スタ ッ フ は 、 こ の 時 点で は 未だ

プ ロ ジ ェ クタ ー と は 分か ら ず にい た ） 行 動に 出 た 。筆 者 は 勝 手に ス マー

ト フ ォ ン 用と 思 い 込 み「 コ ン セン ト を 使 って 良 い 」と い う 承 諾を し たこ

とで 、 ス マー ト フ ォ ン以 外 の コン セ ン ト の使 用 禁 止を 言 い 出 すこ と を躊

躇 し 、意図 せ ずに 顧 客行 動 の 黙認 が 始 ま り 、（ ス タ ッフ・筆 者 とも に こ の

展 開 に 戸 惑い 、 断 る べき か 迷 いな が ら 無 言で 顧 客 行動 を 見 つ める ） こと

にな り 、 断る 機 会 を 失う こ と とな っ た 。 スタ ッ フ と筆 者 は 、 この 行 動の

理 由 に 興 味が 湧 き、スタ ッ フ：「 ここ（ この 店 ）で 映 す 為に（機 器 を）持

っ て き た の？ 」と 尋 ねた 。顧客：「 向こ う の河 原 の 木陰 で や っ てた ん だ け
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ど（ 自 前 のス ク リ ー ンを 店 の 壁に 設 置 し なが ら ）・・、明 る す ぎて（ 見え

ない ）、で も ここ な ら良 い（ 写さ せ て く れる ）か なと ？ 」の 言葉 で 、この

「 F レ ス トラ ン 」 に おい て は 、 客 が 会 食 の場 に お いて 映 写 会 を行 う こと

は 「 あ り 得る こ と 」 とし な け れば な ら な いこ と と 気が 付 い た 。 筆 者 は、

そ れ ま で 怪訝 に 思 っ てい た 客 の逸 脱 行 動 をあ る 程 度大 目 に 見 るこ と とな

ると と も に 承 諾 も 得 ずに ス ク リー ン を 貼 り映 写 会 を始 め る 客 に圧 倒 され

つつ 、 筆 者の 頭 の 中 には こ の 客 の 行 動 は 、既 存 の フラ ン ス 料 理レ ス トラ

ン の 客 と して の 規 範 （会 食 の 場と し て の レス ト ラ ン使 用 ） を 逸脱 し てい

るが 「 自店 F レ ス ト ラン の 客 とし て の 規 範は 逸 脱 して い な い のか ？ 」と

い う 迷 い より も 強 く 「何 故 こ の店 で す る こと に な った の か ？ 知り た い」

とい う 疑 問が わ き 起 こり 、筆 者：「こ の 店 を偶 然 見 つけ た の ？ どう し てそ

う （ 電 源 を貸 す ・ 試 写会 さ せ る） 思 っ た の？ 」 の 発言 と な っ た。 顧 客：

「 こ の 店 を思 い 出 し て 、 前 に 通っ た （ 店 の前 を ） 時 、 自 由 な 雰囲 気 だっ

た か ら ・ ・ 、 大 丈 夫 かな と （ 一同 笑 ）」 の言 葉 で 、こ の 「 F レス ト ラ ン 」

に お い て は、客 が会 食の 場 に おい て 映 写 会 を 行 う こと は「あ り得 る こ と」

と し な け れば な ら な いこ と と 気が 付 い た 。こ の 顧 客：「・・・自由 な 雰囲

気 だ っ た から・・、大丈 夫 か なと（ 一同 笑）」の 言 葉 は、客 が既 存 の レス

ト ラ ン で は不 可 能 な 行為 を 「 F レ ス ト ラ ン」 で は 可能 、 す な わち 、 客は

自分 が 一 般の レ ス ト ラン で は 許可 さ れ な い 規 範 か らの 逸 脱 行 為を 行 って

いる こ と を自 覚 し て いる こ と を示 し て い る。  

 食 後 の YouTube 視聴 と い う客 の 逸 脱 行動 は 、 店の 忙 し い 時間 帯 で あ

る ラ ン チ を避 け 、 15 時 半 から 22 時と いう 日 曜 のデ ィ ナ ー タイ ム と いう

や や 客 の 少な い 時 間 帯に お い て表 れ た 。 客の 来 店 から 逸 脱 行 動迄 の 所要

時 間 は 約 2 時 間 で あ る。客 の語 り 「こ の 店を 思 い 出し て 、前 に（ 店 の前

を ）通 っ た 時 、自 由 な雰 囲 気 だっ た か ら・・・、大 丈夫 か なと（ 一同 笑 ）」

に あ る 様 に、客 仲間 １人 の 通 りす が り の 情報 に よ る初 め て の 来店 で あ り、

食 事 を し なが ら 店 の 様子 を 窺 って い た と 考え ら れ る。 客 は 店 の客 席 への

ス タ ッ フ の管 理 の 度 合い 、規範 へ の 準拠 の程 度 を 見定 め 、利 用客 の 減 少、

自 分 達 以 外の 同 席 者 の可 能 性 を測 り 、 店 と他 の 客 に迷 惑 が 及 ばな い 時に

YouTube 視 聴の た め の コ ン セ ント 探 し を 始め た と 考え る 。  

 
(2)客 に よ る 規 範 の 逸 脱 と 店 側 の 偶 発 的 お よ び 客 の 振 る 舞 い の 程 度 を 鑑

み て の 許 容  

 店 側 は 、客 の PC、プロ ジ ェ クタ ー 、ス クリ ー ン を使 用 し た YouTube 視

聴は フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン の客 と し て の規 範 を 逸脱 し て い ると 判 断し
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た が 直 ち に客 に 注 意 を与 え な かっ た 。 こ れは 筆 者 とス タ ッ フ が、 ス マー

ト フ ォ ン の充 電 以 外 のコ ン セ ント 使 用 を 想定 せ ず に客 に 出 し た承 諾 に起

因 し 、 筆 者に よ る コ ンセ ン ト 使用 撤 回 に よる 客 の 気持 ち 、 さ らに そ の時

間 の 店 の 混雑 状 況 、その 後 の 入店 客 に よ るテ ラ ス 席の 使 用、「 F レス ト ラ

ン」 の 体 裁 、 他 の 客 の視 線 を 推し は か っ てい る 間 の偶 発 的 な 手遅 れ によ

り 、 客 の YouTube 視 聴と い う 「 F レス ト ラン 」 の 客と し て の 規範 か ら の

逸 脱 行 動 を許 容 す る こと と な った 。  

 続 い て「 顧客 が（ しば ら くは YouTube の個 人 投 稿動 画 を 視 聴 、そ の 後 、

ミ ュ ー ジ シャ ン に よ るミ ュ ー ジッ ク ビ デ オを 視 聴 、 さ ら に ミ ュー ジ ック

ビ デ オ を 利用 し 全 員 での カ ラ オケ と な っ た） こ と に筆 者 と ス タッ フ は驚

くが 、こ れ も容 認 し た 。カ ラ オ ケを 可 能 とし た の は 、客 た ち の歌 の 曲 種、

曲 目 、 マ イク な し の 声の 大 き さ、 希 望 者 だけ 参 加 の合 唱 、 着 席に よ りカ

ラ オ ケ 然 と見 え な い 、客 の 酔 いの 程 度 と いっ た 客 の 振 る 舞 い の程 度 と 他

の 客 の 反 応 を 鑑 み て 、カ ラ オ ケ と い う 「 F レ ス ト ラン 」 の 規 範か ら の逸

脱 行 動 を 許容 す る こ とと な っ た。  

 以 上 か ら、客 は河 原で の 動 画視 聴 の 不 可能 と い う予 期 し な い事 態 の 後、

仲 間 か ら の情 報 を 頼 りに 来 店 し、 来 店 時 の店 の 状 況を 鑑 み て 欲望 を 表出

さ せ た 。 一方 店 側 は 、そ れ を 契機 に 、 客 のコ ン セ ント 使 用 の 誤っ た 承諾

に よ る 意 図し な い 黙 認、断 られ た 客 の気 持ち 、客の 人 数 と相 席の 可 能 性、

「 F レ ス トラ ン 」 の 体裁 、 他 の客 の 視 線 、客 の 行 動理 由 を 問 いた だ して

い る 間 に 手遅 れ と な り、 客 の 会食 の 場 に おけ る 映 写会 ・ カ ラ オケ 利 用 と

いう 「 F レス ト ラ ン 」 の 客 と して の 規 範 から の 逸 脱行 動 を 許 容す る こと

と な っ た 。こ の 新 た な規 範 の 基は 、 客 仲 間の 店 の 情報 お よ び 客 が 来 店し

飲 食 し た 時の 状 況 に 依存 し 表 出さ せ た 欲 求で あ っ た。  

 

5-3「 BBQ 店 」 の 客に よ る 店 内 に お け る 「 BGM 聴 取 」 例  

 

5-3-1 方 法  

調 査 方 法 は 、「 BBQ 店 」内で の 筆 者に よ る 店長 へ の イン タ ビ ュ ーで あ っ

た。調 査実 施 は、 201x 年 6 月 26 日 12:00〜 12:30 の 間 で あ った 。録音 し

た イ ン タ ビュ ー デ ー タを 書 き 起こ し 、 客 と店 側 が 互い の 規 範 の 逸 脱 に言

及 し た 言 葉と 行 動 、 それ ぞ れ 自身 の あ り 方が 変 わ って い く プ ロセ ス およ

び新 た な 規範 が 生 成 され る 点 に特 に 焦 点 化し 分 析 した 。 調 査 対象 は 、 当

該店 の「 BBQ 店 」（ 開 店 9 年 目）店 長（ 50 代、女 ）お よ び分 析 者で あ る 筆

者お よ び 不特 定 多 数 の 客 の 行 動で あ っ た 。対 象 期 間は 、 開 店 （ 20XX 年 3
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月 ）よ り 開 店後（ 20XX 年 6 月）の 計 9 年 3 ヶ 月 に渡 る 変 遷 を記 述・分析

した 。  

 

5-3-2 結 果  

開 店 当 初 の店 内 に は 、店 の CD と デ ジ タ ルオ ー デ ィオ プ レ ー ヤー のリ

ソ ー ス に よる ス テ レ オか ら の バッ ク グ ラ ウン ド・ミ ュ ージ ッ ク（ 以下 BGM）

が 流 れ て いた 。 い つ の頃 か ら か、 客 自 身 が持 ち 込 んだ ス マ ー トフ ォ ンに

よ る 音 楽 を聴 取 し な がら 食 事 をす る 客 が 増え た 。 その 後 、 客 のス マ ート

フ ォ ン の 曲を 利 用 し た店 の ス テレ オ か ら の BGM へ と 変化 し 、 さら に 現在

は 客 の ス マー ト フ ォ ンお よ び 客の 持 参 し たス ピ ー カー を 使 用 した 、 客の

グ ル ー プ 各々 の 個 人 BGM と 店の ス テ レ オか ら の BGM と が 混 在す る ス タイ

ル へ と 変 化し た 。  

以 下 は 筆 者が 店 長 に 、こ の 「 BBQ 店」 の BGM の変 化 に つい て 聞き 取 り

を 行 っ た 記録 で あ る 。  

 筆 者 に よ る 店 長 へ の イ ン タ ビ ュ ー 記 録 （ 抜 粋 ）  

筆 者 ：「お 客 さ んに よる BGM っ てい つ 頃 から 始 ま った か 覚 え てい ま す ？」 

店 長：「 開店 し て 少 し経 っ て 若い 人 が 来 るよ う に なっ て か ら だか ら 、半年

も 経 た な い頃 だ ね 」  

筆者 ：「最 初 は お客 さん が 、 スマ ホ で 聞 いて た ん だよ ね ？ 」  

店 長：「 そう ね 、隅 っ こで 遠 慮 しな が ら・・・、音 も小 さ く・悪 かっ た し 、

店 の ス テ レオ に 繋 い でも っ と 大き く 良 い 音で 、 み んな で 聞 い たら ？ って

言 っ た の 」  

筆者 ：「他 の お 客さ んも 喜 ん で真 似 し た ね、 順 番 待ち の ス マ ホや iPod が

カ ウ ン タ ーの 上 に 並 んだ ね 」  

店 長：「 そ れ と・・、自分 の 音 楽に 自 信 も 無か っ た し 、若 い 子 はど ん な曲

を 聴 く か 分か ん な か った か ら 、こ れ で 良 いの か な ？っ て 思 っ てて 」  

筆者 ：「そ う か 、開 店前 （ タ ーゲ ッ ト 層 が中 年 ）の BGM の ま まだ っ た ね」 

店 長：「 ス テレ オ に繋 ぐの は、随 分 長い 間 続い た け ど 、でも 今 は自 分（ 客 ）

の ス ピ ー カー に 変 わ った よ 」  

筆 者：「 流 行り の ポ ー タブ ル・ス ピ ー カー だね 、持っ て く る客 は結 構 多 い？

ど の 位 ？ 」  

店 長 ：「も う 、 今は グル ー プ の半 数 以 上 にス ピ ー カー は あ る ね」  

筆 者：「 あち こ ち で 音が 鳴 っ てい る け ど 、み んな で 上 手く や って い る って

こ と だ ね 」  

店 長：「そ う 、今 は 、店の BGM を聴 く 人 と 、グル ー プ ごと の ス ピー カ ーで
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自 分 達 の BGM を 聴 く 人と ね 」  

筆者：「半 年 前 から（ 店の BGM を ）ネ ッ ト BGM（ タ ブ レッ ト 端末 と Wi‐ Fi

利 用 の イ ンタ ー ネ ッ ト音 楽 配 信サ ー ビ ス ）に し た けど 、 ど う ？  

店長：「今 は 、ネッ ト BGM（ の 選 曲ジ ャ ンル ）を バ イト の 若 い子 に 任 せて

る か ら 、 流れ て い る 曲が 誰 の 何て い う 曲 か分 か ん ない 、 そ の 方が 良 いと

思 っ て 」  

 

5-3-3 考 察  

(1)客 に よ る 規 範 の 逸 脱  

開 店 数 ヶ 月後 、 客 層 が中 年 客 から 若 い 客 層へ と 変 化す る に つ れ、 店の

片 隅 で 若 い客 が 、 店 内で 流 れる BGM に 抗 うよ う に 自分 達 の 持 ち込 ん だス

マ ー ト フ ォン の 音 楽 を、 聴 取 し な が ら 飲 食を す る 姿が 目 に つ きだ し た。

筆者：「最 初 は お客 さん が 、ス マホ で 聞 いて た ん だよ ね ？」、店長：「そ う

ね 、 隅 っ こで 遠 慮 し なが ら ・ ・・ 」 と あ るよ う に 、 飲 食 店 内 での 個 人の

BGM 聴 取と い う客 の 逸脱 行 動 は、 店 の BGM が 流 れ る店 内 の 片隅 に お いて

客 が 自 分 の曲 を 聴 取 する 形 で 始ま っ た 。 この 振 る 舞い の 理 由 とし て 、客

は店 の BGM が 気 に 入 らな か っ た 、ある い は気 に 入 った・店 内 の DJ カウ ン

タ ー や 音 響設 備 ・ 音 の大 き さ に触 発 さ れ 、自 分 の 選曲 し た 音 楽を ス マー

ト フ ォ ン から 流 し 仲 間に 聴 取 させ た と 考 えら れ る 。こ の 客 に よる 自 身の

曲 を 聴 き たい と い う 欲求 は 、 店の 片 隅 に おい て 他 の客 や 店 の BGM へ 迷惑

を 掛 け な いか た ち で 表出 し た 。  

さ ら に 客 が店 の ス テ レオ に 繋 ぐ行 為 を 始 めた こ と につ い て 、店長：「そ

う ね 、 隅 っこ で 遠 慮 しな が ら ・・ ・ 、 音 も小 さ く ・悪 か っ た し、 店 のス

テ レ オ に 繋い で も っ と大 き く 良い 音 で、みん な で 聞い た ら っ て言 っ た の」

と あ る よ うに 、 店 長 は 客 の 聴 取し て い る スマ ー ト フォ ン の 低 音量 、 低音

質 を 気 に かけ 、店の ステ レ オ に繋 ぐ こ と で良 い 音 質の 大 き な 音量 に よ る、

店 全 体 で の聴 取 を 提 案し た 。 客は 進 ん で 店の 提 案 を受 け 入 れ た。 し かし

違 っ た 見 方を す れ ば 、客 が 隅 に い た の は 偶然 で 、 音が 小 さ か った の はス

マ ホ ゆ え かも し れ な いと 考 え ると 、 店 長 はそ れ を 客の 遠 慮 と 勘違 い をし

て 「 大 き な音 で 聞 い たら 」 と 提案 し た の かも し れ ない 。 だ と すれ ば 、客

が 店 の ス テ レ オ に 繋 ぐ こ と は 断 っ た で あ ろ う 。 し か し 客 は 進 ん で 店 の

BGM と し て店 の ス テ レオ に 繋 ぎ大 き な 音 量で 自 分 のリ ソ ー ス 曲を 楽 しん

で い た 。そ の後 、筆 者：「 他の お 客 さ ん も喜 ん で 真似（ 店 の ステ レ オ への

接 続 ） し たね 、 順 番 待ち の ス マホ や iPod が カウ ン タ ーの 上 に並 ん だ ね」

と あ る よ うに 、 開 店 半年 以 降 より 、 多 く の客 が 常 連客 の 行 為 を模 倣 し、
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自 ら の ス マー ト フ ォ ンを 繋 ぐ ため に 自 分 のス マ ー トフ ォ ン を 並べ て 順番

待 ち す る （図 5-5 参 照） よ う にな っ た 。 この 順 番 待ち の ル ー ルは 、 客達

が 暗 黙 の 内に 作 り だ した も の で、 一 台 の 客所 有 の スマ ー ト フ ォン の 接続

が 一 定 時 間経 過 後 、 次の 順 番 の客 が 自 分 のス マ ー トフ ォ ン に 繋ぎ 替 え、

自 ら 選 択 した 曲 を 流 し、 店 の 客達 全 員 で 聴く も の であ り 、 ト ラブ ル も無

く 終 日 続 くの で あ っ た。  

以 上 か ら 、店 に お け る 客 に よ る 客 の ス マ ート フ ォ ンを 利 用 し た 個 人の

BGM と いう 逸 脱行 動 は、 店 の BGM の選 曲 と趣 味 が 一致 し な い 客が 、 店 内

に お け る 自分 達 の 位 置、 音 量 を測 り 、 店 や他 の 客 に迷 惑 を か けな い とい

った 「 BBQ 店 」の 客 とし て の 規範 を 念 頭 に、 客 に よる BGM と いう 形 で 欲

望 を 表 出 させ た 。 さ らに 店 の 提案 に よ る 店の ス テ レオ を 使 用 した 、 客達

の ス マ ー トフ ォ ン の 曲を 交 代 で店 全 体 で 聴取 す る とい う 、 店 と客 達 の協

働 に よ る 「 BBQ 店 」 の 新 た な BGM シ ス テ ムと な っ た。  

 

 

図 5-5 客の 順 番 待 ち ス マ ー トフ ォ ン と デジ タ ル オー デ ィ オ プレ ー ヤ ー  

（筆 者 撮影 2016 年 1 月 ）  

 
(2)客 の 規 範 逸 脱 行 動 と 店 側 の 偶 発 的 お よ び 客 の 振 る 舞 い の 程 度 を 鑑 み

て の 許 容                

店 に お い て、 客 に よ る自 分 の スマ ー ト フ ォン の 音 楽を 流 し 仲 間に 聴取

さ せ る 振 る舞 い は 店 への 提 案 、す な わ ち 客自 身 の 選択 し た 曲 を聴 き たい

と い う 欲 求 表 出 は 、 結果 的 に 店の BGM 曲 への 異 議 を唱 え る 形 とな っ た。

店 側 は 、店長：「そ れと・・、自分 の 音 楽（店 の BGM）に 自 信も 無 か った
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し 、若 い子 は ど んな 曲を 聴 く か分 か ん な かっ た か ら、こ れで 良い の か な？

っ て 思 っ てて 」、筆 者：「 そう か 、 開店 前（ タ ー ゲッ ト 層 が 中年 ） の BGM

の ま ま だ った ね 」と ある よ う に 、店の BGM（ア フ リカ ン 、レ ゲ ェ 、サザ ン

オ ー ル ス ター ズ 等 ） が、 台 頭 した 若 い 客 層に 合 っ てい な い の では な いか

と 考 え た 。加 え て 、 店長 が 若 い客 層 が 好 む曲 を 選 曲し 提 案 出 来な か った

こ と も 影 響し 、 客 の BGM を 容 認す る こ とで 客 自 身に 好 み の 曲を 選 択 させ

る と い う 考え に お よ び 、 店 の ステ レ オ に 繋ぐ こ と を提 案 し た 。 す な わち

店 側 は 、若 い 客層 の 自前 の BGM（ 主に J-POP）聴 取 とい う 規 範の 逸 脱 によ

って 、 店の BGM と 客 層と の 不 一致 に 気 が 付い た 。 店長 の 客 行 動の 肯 定 す

なわ ち 、「 BBQ 店 」 とし て の 新規 範 （ 客 によ る BGM） の設 定 は、 客 の 意図

しな い 店の BGM 否 定 、店 長 と の曲 趣 味 の 違い が 成 した の で あ った 。  

 以 上 か ら、 客 は 既 存の レ ス トラ ン の 客 とし て あ るべ き 規 範 を越 え た行

動 を 店 と 他の 客 を 鑑 みて 表 出 させ 、 そ れ が結 果 的 に店 へ の 提 案と な り、

店 側 は 規 範 の 再 考 に 直面 さ せ られ た 。 店 は客 層 の 変化 、 好 み 、さ ら に自

店の BGM 内容 を 推 し はか り 、 最終 的 に 客 に BGM の 選択 を 任 せ ると い う レ

ス ト ラ ン の規 範 か ら の逸 脱 行 動に よ り、「 BBQ 店」の新 規 範が 設定 さ れ た。 

 
(3)客 に よ る さ ら な る 欲 望 の 表 出 と 客 と し て の 規 範 の 逸 脱  
さ ら に 近 年は 、店 長：「ス テ レ オに 繋 ぐ のは 、随 分 長 い間 続 いた け ど 、

で も 今 は 自分 （ 客 ） のス ピ ー カー に 変 わ った よ 」、「も う 、 今 は（ 来 店す

る ） グ ル ープ の 半 数 以上 に ス ピー カ ー は ある ね 」 とい う よ う に、 約 9 年

に 渡 る 、 店の ス テ レ オを 利 用 した 客 の 曲 によ る BGM を、 客 全 員で 聴 取す

る 規 範 か ら再 逸 脱 し よう と し てい る。台 頭し て い るの は、客 が Bluetooth

（ 近 距 離 無線 通 信 規 格の 一 種 ）接 続 の 超 小型 ・ 高 音質 ・ 高 出 力の ポ ータ

ブ ル ス ピ ーカ ー を 店 に持 ち 込 み、 自 分 た ちの ス マ ート フ ォ ン と無 線 接続

さ せ グ ル ープ 内 で 聴 取す る シ ステ ム で あ る。 こ の ポー タ ブ ル スピ ー カー

の 登 場 に より 、 店 の ステ レ オ は不 必 要 と なり 、 良 い音 質 に よ る グ ル ープ

ごと の BGM 聴取 が 可 能と な っ た。 こ れ ま での 店 の ステ レ オ を 使用 し た客

の BGM は 、 他の 客 の 曲を 聴 取 しな が ら 順 番を 待 た なけ れ ば 、 自分 の 曲を

聴 取 出 来 なか っ た 。 しか し ポ ータ ブ ル ス ピー カ ー の登 場 で 、 常時 自 グル

ー プ 内 で 自分 達 の 選 択し た 曲 を聴 き 続 け るこ と が でき る の で ある 。 この

欲 望 の 表 出は 、 客 が 他の 客 の 選曲 し た 曲 を聴 か ず に、 自 グ ル ープ 内 で選

曲 し た 曲 の中 で 常 時 飲食 し た いと い う 、 さら な る 欲望 で あ り 、そ の 表出

は 新 し い ポー タ ブ ル スピ ー カ ーの 登 場 に よる も の と考 え ら れ る。  

こ の よ う に、 各 座 席 でス マ ー トフ ォ ン の スピ ー カ ーか ら 小 音 量、 低音
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質で BGM を 聴取 す る とい う 客 の逸 脱 行 動 は、 客 の スマ ー ト フ ォン を 店の

ス テ レ オ につ な ぎ 、 大音 量 高 音質 で 全 員 で、 だ が 順番 に 聴 く とい う 規範

に 変 化 し 、さ ら に は 、グ ル ー プご と に 持 ち込 ん だ ポー タ ブ ル スピ ー カー

によ り 高 音質 で 、 各 座席 で 自 分た ち に 聴 こえ る 音 量で 、 各 自 が好 き な曲

の み を 聴 取す る と い う新 た な 規範 に 変 化 した 。  

 

(4)  客 に よ る 規 範 の 逸 脱 と さ ら な る 店 側 の 客 の 振 る 舞 い の 程 度 を 鑑 み

て の 許 容  

 

筆 者：「 あ ちこ ち で 音が 鳴 っ てい る け ど 、み んな で 上 手く（ 互い の 邪魔

に な ら な い音 量 で ） やっ て い るっ て こ と だね 」、店 長 ：「 そ う 、 今 は 、店

の BGM を 聴く 人 と 、 グル ー プ ごと の ス ピ ーカ ー で 自分 達 の BGM を 聴 く人

とね 」 と ある よ う に 、店 に は 客に よ る 各 グル ー プ BGM と店 の ネッ ト BGM

を 聴 く 客 達が 混 在 し 、 店 長 は 彼ら が 互 い に尊 重 し あう 姿 勢 に 満足 し てい

た 。 ポ ー タ ブ ル ス ピ ー カ ー は 、 通 常 の ス テ レ オ と 同 等 の 大 音 量 が 可 能

（ Bose. Corporation, 2018）で あ る が 、客達 は 互 いの グ ル ー プが 隣 のグ

ル ー プ の 音楽 聴 取 の 迷惑 と な らな い 音 量 で楽 し ん でい た 。 す なわ ち 客は

欲望 を「 BBQ 店 」の 規範 に 準 拠す る 形 で 表出 さ せ てい た 。仮 に 、客 達 が 利

己 主 義 に 走り 互 い の スピ ー カ ーを 大 音 量 とし た な ら、 こ の シ ステ ム は直

ち に 破 綻 を来 す 。 客 達は 互 い によ り 大 き い音 で 聴 きた い 欲 望 を制 御 して

い る と 考 えら れ る 。 すな わ ち この 店 の BGM シ ス テム は 客 達 の暗 黙 の 内に

形 成 さ れ た新 た な 規 範で あ る と と も に 維 持さ れ て いる と 言 え る。 こ のシ

ス テ ム を 続け て 欲 し いと い う 客達 の 欲 望 が、 規 範 維持 を 可 能 にす る 振る

舞 い を 導 いて い る と 考え る 。  

さ ら に 、店 長：「 今 は 、ネッ ト BGM（ の 選曲 ジ ャ ンル ）を バ イト の 若 い

子に 任 せ てる か ら 、 流れ て い る曲 が 誰 の 何て い う 曲か 分 か ん ない 、 その

方 が 良 い と思 っ て」の言 葉 か ら、曲数 が 有限 の 店の iPod か ら、新 曲が 自

動 的 に 追 加さ れ る ネ ット BGM に 変 えた 後 、 BGM のジ ャ ンル 選 択権 を ア ル

バ イ ト に 任せ て い た 。店 長 は 、 ポ ー タ ブ ル ス ピ ー カー を 持 参 しな い 客の

た め に 、 店の BGM を 魅力 的 な もの へ 変 化 させ よ う とし て い た 。  

以 上 か ら 、客 は 、 グ ルー プ ご との ス ピ ー カー で 自 分達 の BGM を聴 くと

い う 、 既 存の レ ス ト ラン の 客 とし て あ る べき 規 範 を逸 脱 し た 欲望 を 表出

さ せ 、 店 は他 の 客 に 迷惑 を 掛 けな い と い う 「 BBQ 店」 の 規 範 に準 拠 した

客 の 振 る 舞い を 鑑 み て、 新 た な規 範 を 容 認し た 。 客達 は 暗 黙 の内 に 新た

な「 BBQ 店 」 の BGM の規 範 を 形成 ・ 維 持 して い た 。加 え て こ こで は 、新



 

 55 

た な 人 工 物（ ポ ー タ ブル ス ピ ーカ ー ） の 台頭 に よ る、 客 の さ らな る 行動

の 変 化 の 過程 も 示 さ れた と 考 える 。  
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6 研 究 2 客 に よ る （ 社 会 ） 規 範 の 逸 脱 を 店 が 拒 否 、 そ の 後 の 店 か ら 客

へ 逆 提 案 、客 の 許 容 例―「 F レ ス ト ラ ン 」お よ び「 BBQ 店」に お け る 2

事 例  

 

6-1 「 F レ ス ト ラ ン 」 に お け る 客 に よ る 「 お 子 様 フ レ ン チ 」 提 案 例  

 

6-1-1 方 法  

 

 調 査 方 法 は 、  「 F レ スト ラ ン 」 内 で の筆 者 に よる 店 長 へ のイ ン タ ビ

ュ ー で あ った 。 調 査 実施 は 、 201x 年 3 月 20 日 11:00〜 12:00 の 間 であ

っ た 。 録 音し た イ ン タビ ュ ー デー タ を 書 き起 こ し 、 客 と 店 側 が互 い の規

範の 逸 脱 に言 及 し た 言葉 と 行 動、 そ れ ぞ れ自 身 の あり 方 が 変 わっ て いく

プ ロ セ ス およ び 新 た な規 範 が 生成 さ れ る 点に 特 に 焦点 化 し 分 析し た 。調

査 対 象 は 、 当 該 店 の 「 F レス ト ラン 」（ 開店 4 年 目） 店 長 （ 40 代 、 男）

お よ び 分 析者 で あ る 筆者 お よ び 不 特 定 多 数の 客 で あっ た 。 対 象期 間 は、

開店 （ 201X 年 3 月 ）よ り 開 店後 （ 201X 年 3 月 ） の計 4 年 に渡 る 変 遷を

記 述 ・ 分 析し た 。  

 

6-1-2 結 果  

 

 「 F レ ス トラ ン 」 は、 既 存 のフ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン と は 違っ た コン

セ プ ト―セ ル フサ ービ ス 、券 売機 清 算 、子供 同 伴 可、バ リ ュー（ 品 質 の

割 に 価 格 が 低 い こ と ） 価 格 、 し か し 料 理 は 本 格 的 フ ラ ン ス 料 理―に 、

近 隣 の 中 ・高 年 層 特 に東 京 都 内山 手 と い う土 地 柄 のマ ダ ム 層 （大 型 ショ

ッ ピ ン グ 施設 が 充 実 した 駅 周 辺の 高 級 住 宅街 に 居 住し 、 飲 食 ・買 い 物は

高 級 店 を 利用 す る 高 所得 者 層 の既 婚 女 性 ）を タ ーゲ ッ ト とし て開 店 し た。

開 店 後 、 子供 連 れ の 若い フ ァ ミリ ー 層 の 来店 が 増 加す る と と もに 、 親達

か ら 子 供 用の メ ニ ュ ーが 無 い ので 提 供 し て欲 し い とい う 要 望 が相 次 い だ。

元 来 、 本 格的 フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン に は、 子 供 （中 学 生 以 下） 同 伴で

の 入 店 不 可と い う ル ール が 存 在す る （ 都 内の 高 級 と自 称 す る フラ ン ス料

理 7 店 の HP と 電話 取材 に よ る）。「 F レ スト ラ ン 」は 、子 供 連れ 来 店 可能

と し て い たが 、 基 本 は大 人 の ため の 本 格 的フ ラ ン ス料 理 レ ス トラ ン であ

り 、 子 供 同伴 の 場 合 は子 供 も フラ ン ス 料 理を 食 す ると 考 え 、 子供 向 けメ

ニ ュ ー は 無く 、 親 の 要望 を 断 って い た 。 その 後 、 店は 客 の 要 望に 応 え、

子 供 向 け メニ ュ ー を 開発 し 提 供す る よ う にな る が 、や が て 子 供用 メ ニュ
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ー を 廃 止 し、 大 人 も 子供 も 食 べら れ る メ ニュ ー の 提供 へ と 変 化し た 。以

下 に こ の 店 の 子 供 向 けメ ニ ュ ーの 変 遷 に つい て 、 筆者 お よ び 店長 の 回想

場 面 を 記 述し た 。  

 

 筆 者 に よる 店 長 へ のイ ン タ ビュ ー 記 録 （抜 粋 ）  

筆 者 ：「子 供 用 メニ ュー の 始 まり を 教 え て下 さ い 」  

店 長：「 開店 し て す ぐに 、子 供 同 伴の 親 から 子 供 の食 べ ら れ る物 が 無 いっ

て 言 わ れ たけ ど … … 」  

筆 者 ：「本 格 フ レン チだ か ら 子供 用 メ ニ ュー は 出 さな い と ？ 」  

店 長：「 そ う、イタ リ アン じ ゃ ない か ら、パス タ も ピッ ツ ア も 出さ な か っ

た 、 で も 子供 と い う か幼 児 を 連れ て 来 な くな っ た 客も い て … …、 今 まで

の フ レ ン チレ ス ト ラ ンと は 逆 で出 来 た 店 だし … … 」  

筆 者 ：「そ う だ ね」  
店 長：「 そ れで も さ らに 、子供 連 れの お 客さ ん が 増え て、確 かに 子 供 の食

べ る も の が無 い と 、 でシ ェ フ が大 人 用 の 牛フ ィ レ 肉の 余 り で 『お 子 様フ

レ ン チ 』 を出 し た （ 開店 約 3 ヶ月 後 ）」  

筆 者：「 と いう こ とは『お 子様 フ レ ンチ 』って 、中 身 は 大人 と 同じ だ よ ね」  

店 長 ：「そ う 、 名前 と見 た 目 が違 う だ け （笑 い ）」  

筆 者 ：「ど の ぐ らい 続き ま し た？ 」  

店 長 ：「そ ん な に… …で も 2 年は 続 い た ね」  

筆 者 ：「『 お子 様 フ レ ンチ 』 を 廃止 し た の はな ぜ ？ 」  

店 長：「 さ らに 子 供 連 れの 客 が 増え て 、大 人用 と 別 に作 る の が 大変 で 、後 、

大 人 用 の 牛フ ィ レ 肉 の余 り が 足り 無 く な って 、 だ ね」  

筆 者 ：「で も、『 お 子 様フ レ ン チ 』 や め た らク レ ー ムが つ い た ので は ？」  

店 長：「 い や、そ の 頃 子供 連 れ のど の 親 も 子供 に 、美 味 しい か ら食 べ な っ

て 、 大 人 の料 理 を 食 べさ せ て いた か ら 、 みん な で 子供 用 メ ニ ュー は もう

要 ら な い と」  

筆 者 ：「子 供 が 食べ られ る よ うに パ ス タ を出 し て 、グ ラ タ ン もね ？ 」  

店 長 ：「そ う 、 子供 も食 べ ら れる 大 人 用 メニ ュ ー を増 や し た の」  

筆 者 ：「そ の 後 は、 苦情 も な く？ 」  

店 長：「 そ う、大 人 と 一緒 に フ レン チ を 食 べる よ 、小 さ な子 が お誕 生 日 の

時に 、『牛 フ ィレ 1 皿食 べ に 来ま し た 』 って 言 う んだ （ 笑）」  

筆 者 ：「子 供 が フレ ンチ ね ー ！（ 笑 ）」  
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6-1-3 考 察  

(1) 客 に よ る 規 範 逸脱 と 店 の 拒 否 、 そ の 後 の 店 の 提 案 と 両 者 の 交 渉  

 

 店 は 、「 開店 し て す ぐに 、子供 同 伴 の親 から 子 供 の食 べ ら れ る物 が 無 い 」

と言 わ れ 、子 供 用 料 理の 提 供 を要 望 さ れ たが 、 こ の顧 客 行 動 は既 存 のフ

ラ ン ス 料 理レ ス ト ラ ンの 客 と して の 規 範 を逸 脱 し てい る と 判 断し 、 本格

フ ラ ン ス 料理 に こ だ わり 「 イ タリ ア ン じ ゃな い か ら、 パ ス タ もピ ッ ツア

も出 さ 」 ず、 客 に よ る子 供 用 メニ ュ ー の 要望 を 拒 否し て い た 。そ の 後店

は、「 でも 子 供 とい うか 幼 児 を連 れ て 来 なく な っ た客 も い て 」 と 、「今 ま

で の フ レ ンチ レ ス ト ラン と は 逆（ 子 供 同 伴可 、 他 のコ ン セ プ ト） で 出来

た 店 だ し …… 」 と あ るよ う に 「 F レ ス ト ラン 」 の 規範 を 再 確 認す る と と

もに 、予 想 よ り低 年 齢の 幼 児 の来 店 も 増 えた こ と によ り「 F レス ト ラ ン」

の 規 範 に 準拠 す る 形 で、 客 の 要望 に 答 え 「お 子 様 フレ ン チ 」 メニ ュ ーを

投 入 し た 。 こ の メ ニ ュー 材 料 は大 人 用 の 高価 な 牛 フィ レ の 余 り肉 の 使用

に よ り 原 価が 安 く 済 み、 安 価 な設 定 が 可 能で あ っ た。 し か し その 後 子供

客 が 増 え るこ と で 「 大人 用 の 牛フ ィ レ 肉 の余 り が 足り 無 く な って 」 材料

が 不 足 し たり 、「 子 供連 れ の 客が 増 え て 、大 人 用と 別 に作 る のが 大 変」に

な っ た り した の で 、 店側 は 材 料不 足 と 効 率を 考 え て「 お 子 様 フレ ン チ」

を 廃 止 し たい と 考 え るよ う に なっ た 。客 の観 察 か ら 、店 側 は「 そ の頃（ 開

店約 2 年 経 過） 子 供 連れ の ど の親 も 子 供 に、 美 味 しい か ら 食 べな っ て、

大 人 の 料 理を 食 べ さ せて い た から 、（ 店 の ）みん な で 子供 用 メニ ュ ー はも

う 要 ら な いと 」 考 え るよ う に なっ た 。 し かし 店 が 「子 供 は フ ラン ス 料理

を 食 べ ら れる 」 と 親 を説 得 す る訳 に は 行 かな か っ た。 そ こ で 、子 供 も食

べ ら れ る 大人 用 メ ニ ュー で あ るパ ス タ 、 グラ タ ン の投 入 が 行 われ た 。子

供 も 食 べ られ る 大 人 用メ ニ ュ ーは 、 現 在 、大 人 に も 子 供 に も 多く 消 費さ

れ て い る 。  

 以 上 か ら、 客 は 既 存の フ ラ ンス 料 理 レ スト ラ ン の客 と し て ある べ き規

範 を 超 え た欲 望 を 表 出さ せ 、 店は そ れ を 拒否 し た が客 の 欲 望 表出 は 継続

し た 。そ れ が 契機 と なり 、店 自 ら 設定 し た「 F レス ト ラ ン 」の 規 範「 今 ま

で の フ レ ンチ レ ス ト ラン と は 逆で 出 来 た 店だ し … … 」に 気 づ き 、「 F レス

トラ ン 」 の規 範 内 （ パス タ や ピッ ツ ア を 出さ な い ） で 客 へ の 「お 子 様フ

レ ン チ 」提 供 を 提 案 した 。さら に 店は 材 料難 と 効 率か ら 、「 お子 様 フ レン

チ 」 の 廃 止と 交 換 に 大人 ・ 子 供併 用 メ ニ ュー と し てパ ス タ や グラ タ ンを

提 供 し た こと で 、 店 の規 範 で ある 「 イ タ リア ン じ ゃな い か ら 、パ ス タも
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ピ ッ ツ ア も出 さ な い 」こ と を 変更 す る こ とと な っ た。  

 

(2) 客 に よ る 逸 脱 行動 の 原 因 と 新 た な 規 範 の 生 成 過 程  

 

 通 常 、 子供 用 メ ニ ュー を 提 供す る 飲 食 店は 、 レ スト ラ ン の 中で も ファ

ミ リ ー レ スト ラ ン や デパ ー ト の食 堂 な ど のフ ァ ミ リー 層 を タ ーゲ ッ トと

し た 庶 民 的な 店 で あ る（ ヒ ッ トコ ン テ ン ツ研 究 所 、  2015）。 大人 を ター

ゲ ッ ト に した レ ス ト ラン 、 ま して や フ ラ ンス 料 理 レス ト ラ ン への 子 供用

メ ニ ュ ー 提供 の 要 望 とい う 客 の行 動 は 、 規範 か ら の逸 脱 と 考 えら れ る。

で は 客 は 何故 、子 供 用メ ニ ュ ーの 提 供 を 要望 し た ので あ ろ う か。「 F レス

トラ ン 」 は、 開 店 時 から 既 存 のフ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン と は 異な っ たコ

ン セ プ ト で（ セ ル フ サー ビ ス 、券売 機 清 算 、子供 同 伴可 、バ リュ ー 価 格、

し か し 料 理は 本 格 フ ラン ス 料 理 ） を 前 面 に打 ち 出 して き た 。 店側 の 意向

と し て は 子供 同 伴 可 とし た が 子供 を タ ー ゲッ ト と して い な か った も の の、

そ れ ら の 価値 観 を 共 有し た 客 が、 子 供 同 伴可 能 を うた う な ら 子供 用 メニ

ュ ー を 出 して も 良 い ので は な いか と い う 考え 、 す なわ ち 、 フ ァミ リ ーレ

ス ト ラ ン には 子 供 用 メニ ュ ー があ る は ず とい う 感 覚に 陥 り 、 店へ の 提案

と な っ た と考 え る 。 加え て 、 内外 装 が 大 理石 （ 斎 藤 , 2000） では な い、

セ ル フ サ ービ ス に よ り客 が 配 膳や 片 付 け の際 に 進 んで 店 を 手 伝う 、 ソム

リ エ や 給 仕係 が い な いと い っ たフ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン 然 と して い ない

気 軽 さ が 要因 と 考 え られ る 。 一方 、 店 側 は開 店 当 初、 子 供 同 伴可 と した

に も か か わら ず 、「 F レス ト ラ ン 」の 規範 を、子 供同 伴 不 可で ある 一 般 的

な フ ラ ン ス料 理 レ ス トラ ン の 規範 に 則 し て考 え て いた た め 、 特別 に 子供

メ ニ ュ ー につ い て 考 える と い う事 は な か った 。 し かし 、 子 供 連れ の 客か

ら の 子 供 用メ ニ ュ ー の要 望 に より 、 店 は 自店 の 規 範を 再 定 義 する こ とと

な り 、 本 格的 フ ラ ン ス料 理 を 提供 し な が ら子 供 用 メニ ュ ー も 用意 す るよ

う に な っ た。 他 に も 、開 店 約 1 年後 に は 幼児 が 一 人で 座 っ て 食べ ら れよ

う に 、大人 用 椅 子に 乗せ て 使 用す る 幼 児 用ク ッ シ ョン（ 図  6-1 参 照）を

用 意 す る など 、 新 た な「 F レ ス トラ ン 」 の規 範 を 構築 し た と 考え る 。  

 ま た 親 は、 当 初 「 子供 の 食 べら れ る 物 が無 い 」 とし た が 、 これ は 、親

に よ る フ ラン ス 料 理 に対 す る 思い 込 み が 成し た と 考え る 。フ ラン ス 料 理、

例 え ば「 フ ォア グ ラ 乗せ の 牛 フィ レ 肉 は 、脂・味が 濃 い・贅 沢品 で あ る」

と い う 考 え方 は 思 い 込み に 過 ぎな い 。子 供に 出 さ れた「 お子 様フ レ ン チ」

に つ い て 店長 ：「そ う、 名 前 と見 た 目 が 違う だ け （笑 い ）」 と言 う よ うに

「 お 子 様 フレ ン チ」の材 料 は 大人 用 メ ニ ュー の 牛 フィ レ 肉 と 同一 で あ り、
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そ の 注 文 が続 い た と いう こ と は、フ ラン ス料 理 を 大人 が 子 供 に食 べ さ せ、

子 供 も ま たそ れ を 食 べて い た こと を 示 し てい る 。 この よ う に 店は 一 貫し

て フ ラ ン ス料 理 を 、 子供 に 提 供 で き る と 考え て い た。 し か し 親が 子 供の

食 べ る も のが な い と 主張 し 、店 が 自 らの 主張「 イタ リ ア ンじ ゃな い か ら、

パ ス タ も ピッ ツ ア も 出さ な か った 」を 変 更し パ ス タを 投 入 し たの は 、「お

子 様 フ レ ンチ 」 を 終 了す る に あた り 、 親 に「 子 供 はフ ラ ン ス 料理 を 食べ

ら れ る か ら 『 お 子 様 フレ ン チ 』が 無 く て も 大 丈 夫 」と は 告 げ られ ず 、代

替品 で 説 得す る た め であ っ た 。 こ の よ う に、 子 供 も食 べ ら れ る大 人 用の

料 理 を 客 に再 提 案 す るこ と で 、親 は 「 お 子様 フ レ ンチ 」 の 廃 止を 許 容し

た。そ の 後、店 長：「 そう 、大 人と 一 緒 に フレ ン チ を食 べ る よ 、小 さ な子

が お 誕 生 日の 時 に、『 牛フ ィ レ 1 皿 食 べ に 来ま し た（ 親 と シェ アせ ず に）』

っ て 言 う んだ（ 笑）」とあ る よ うに 、開 店後 2 年 以上 が 経 過 し 、当 初 か ら

店 が 描 い てい た よ う に、 来 店 する 親 と 子 供は 大 人 のフ ラ ン ス 料理 を 子供

も 食 べ て 良い と 捉 え てい る こ とを 示 し て いる 。  

 以 上 か ら、 既 存 の フレ ン チ レス ト ラ ン とは 異 な るコ ン セ プ トの 「 F レ

ス ト ラ ン 」 の 規 範 を 理解 し た 客は 、 従 来 のフ ラ ン ス料 理 レ ス トラ ン の規

範 を 超 え た行 動 を 表 出さ せ 、 それ を 契 機 とし て 、 店側 は ま だ 引き ず って

い た 既 存 のフ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン の 規 範に 直 面 させ ら れ、「 F レ スト ラ

ン」の 規 範を 再 考 し 、「 フ ァミ リ ー・フ レン チ・レ ス ト ラ ン 」と 言 え るジ

ャ ン ル の 店の 規 範 を 構築 し た 。そ れ に よ って 、 大 人専 用 と 考 えら れ てい

た フ ラ ン ス料 理 レ ス トラ ン へ の子 供 の 来 店（ 図  6-2 参 照）お よび 、フラ

ン ス 料 理 の子 供 に よ る消 費 と いう 新 た な 規範 が 創 発さ れ た 。  

    

図  6-1 子 供 用 クッ ショ ン と 椅子  図  6-2 客 の子 供 用 補助 席付 き 自 転車  

の列  （ 図  6-1〜 2 筆者 撮 影 2017 年 8 月）  
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6-2 「 BBQ 店 」 に おけ る 客 に よ る 店 内 へ の 「 飲 食 物 持 込 み 」 例  

 

6-2-1 方 法  

 

 調 査 方 法 は 、「 BBQ 店 」内 で の筆 者 に よ る店 長 へ のイ ン タ ビ ュー で あっ

た 。調 査実 施 は、 201x 年 2 月 20 日 11:00〜 12:00 の 間 で あ った 。録音 し

た イ ン タ ビュ ー デ ー タを 書 き 起こ し 、 客 と店 側 が 互い の 規 範 の 逸 脱 に言

及 し た 言 葉と 行 動 、 それ ぞ れ 自身 の あ り 方が 変 わ って い く プ ロセ ス およ

び新 た な 規範 が 生 成 され る 点 に特 に 焦 点 化し 分 析 した 。 調 査 対象 は 、 当

該店 の「 BBQ 店 」（ 開 店 9 年 目）店 長（ 50 代、女 ）お よ び分 析 者で あ る 筆

者お よ び 不特 定 多 数 の 客 の 行 動で あ っ た 。対 象 期 間は 、 開 店 より 9 年に

渡 る 変 遷 を記 述 ・ 分 析し た 。  

 

6-2-2 結 果  

 

 土 曜 の 昼頃 、団体 客約 15 名 が「 BBQ 店 」屋 上 のテ ラ ス 席で BBQ を始 め

て い た 。 しば ら く す ると そ の 団体 客 に 仲 間４ 人 が 遅れ て 合 流 した 。 ４人

の 手 に は スー パ ー の ビニ ー ル 袋が 握 ら れ てい た 。 中身 は ビ ー ルと ワ イン

そ し て 肉 類で あ る 。 スタ ッ フ は客 に 「 持 込み シ ス テム 」 を 説 明後 、 持込

み 料 金 を 徴収 し た 。 客は 支 払 いを 終 え 仲 間と 合 流 後、 持 ち 込 んだ 酒 類と

肉 を 仲 間 に振 る 舞 う ので あ っ た。 こ の 「 手ぶ ら で バー ベ キ ュ ー」 を うた

う「 BBQ 店」 で は い つの 頃 か らか 客 が 店 内へ 飲 食 物を 持 ち 込 み、 場 所代

を 支 払 い 利用 す る 姿 が散 見 さ れる よ う に なっ て い た。  

 通 常 の レス ト ラ ン は、 調 理 した 料 理 （ この 店 で は料 理 材 料 ） お よ び飲

料 の 販 売 利益 で 営 業 が成 り 立 つシ ス テ ム であ る 。 しか し こ の 「 BBQ 店」

で は そ の 利用 方 法 と とも に 、 店に 客 が 飲 食物 の 材 料を 持 込 み 、場 所 代を

支 払 う こ とで 店 の 設 備、 調 理 器具 お よ び 調味 料 を 使用 し 、 客 が調 理 を行

い 自 ら 消 費す る と い う「 持 ち込 み バ ーベ キュ ー 」の 利 用 方法 も共 存 す る。

こ の シ ス テム に は ワ イン 1 本 、肉 100 グ ラム い っ た少 量 の 持 込み に 対し

て 徴 収 す るシ ス テ ム 、 飲 料 の みあ る い は 食材 の み の持 込 み 、 さら に 飲食

物 全 て 持 込み の 3 種 の料 金 が 設定 さ れ て いる 。 客 は 店 の 材 料 を買 っ て 利

用 あ る い は 、 持 込 み 利用 の ど ちら か を 選 択し 利 用 する 。 以 下 にこ の 一風

変 わ っ た 店の シ ス テ ム発 生 の 経緯 に つ い て、 筆 者 およ び 店 長 の回 想 場面

を 記 述 し た。  
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 筆 者 お よ び 店 長 と の イ ン タ ビ ュ ー 記 録 （ 抜 粋 ）  
筆 者 ：「客 の 持 込み （飲 食 物 の） っ て い つ頃 か ら か覚 え て い ます ？ 」  

店長 ：「そ う ね ・・ ・、 最 初 は無 く て 、 少し ず つ 増え て き た ね」  

筆 者 ：「最 初 は 、持 ち帰 ら せ てい た よ ね ？」  

店長 ：「そ う だ っけ ・・ ・ ？ そう い え ば そう か も ね？ 」  

筆 者：「・・・思 い 出 した ！ 持 ち込 ん だ 酒 とか を 客 から 預 か っ て、帰 りに

渡 し て い た」「 いつ 頃持 込 可 能（ 有 料 ） にし た ん だっ け ？ 」  

店長 ：「開 店後 2〜 3 年後 に は そう し た ん じゃ な い ？」  

筆 者 ：「ど う し てそ う（ 有 料 持込 可 ） 決 めた ん だ っけ 」  

店 長 ：「持 ち 帰 らせ るの も 可 哀想 だ か ら ね」「 後、 隠 れ て持 ち込 む 客 を叱

る の も 嫌 だっ た し ね 、 隠 し て まで 持 ち 込 むな ら 、 持ち 込 め る よう に して

あ げ よ う と・ ・ ・ 」  

筆 者：「 最 初そ れ で、ワイ ン 1 本い く ら と か、肉 100 グ ラム い くら と か 徴

収 す る よ うに し た よ ね？ 」  

店 長 ：「そ う だ よ、 今で も そ れは あ る よ 」  

筆者：「 そ の 後に 、全て（ 飲食 物 ）持 込 可能 の 時 間貸 し（場 所代 徴 収）に

し た の は いつ 頃 ？ 3 年前 ？ 4 年 前？ 」  

店 長：「全 部 持 込可 能と し た のは 、今 か ら 3 年 く らい 前（ 開 店 6 年 後 ）か

ら か な ？ 少量 の 持 込 みか ら 大 量持 込 み 希 望へ 変 わ って 」  

筆者 ：「な ん で 持込 が増 え た んだ っ け ？ 」  

店 長：「 それ は うち が BBQ 店 とう た い 始 めた の と 、BBQ 場 に 入れ な か った

客 が い て 、 BBQ 難 民 が増 え た から よ ！ 」  

筆 者：「 あー そ うだ BBQ が 流 行り 初 め て ね 、雨で BBQ をで き ない 人 が 河原

か ら 駆 け 込ん で き た り、 週 末 に雨 の 予 報 が出 る と 電話 で 持 込 み可 能 かの

問 い 合 わ せが あ っ た りね 」  

店 長：「 そ う、酒 も 食 材も 仲 間 も揃 っ て い るの で 中 止に で き な い、う ちに

持ち 込 んで BBQ で き ない か と 」  

筆者 ：「ど う ？ その 後、 持 込 客の 割 合 は 増え て い る？ 」  

店 長：「 ま、少 し ずつ だけ ど 増 えて い る ね 、そ う いう 常 連 さん もく る し ね」  

筆 者 ：「な る ほ ど、 レン タ ル スペ ー ス 業 だね （ 笑）」  

店 長：「う ち は その 方が 良 い よ 、楽 で 。コン ロ と 網を 用 意 す るだ け 、片 付

け も セ ル フだ し （ 笑 ）」  
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6-2-3 考 察  

 

(1) 客 に よ る 規 範 逸脱 と 店 の 拒 否 、 そ の 後 の 店 の 提 案 と 両 者 の 交 渉  

 店 は 筆 者：「 最初 は、 持 ち 帰ら せ て い たよ ね ？ 」 で 分 か る よう に 当 初 、

レ ス ト ラ ン に お け る 客の 飲 食 物の 持 込 み を望 ま し い行 動 で は ない と 判断

し 、 店 長 が 客 を 咎 め 持ち 込 ま ない よ う 指 導し て い た。 店 は こ の顧 客 行動

は 既 存 の レス ト ラ ン の客 と し ての 規 範 （ 飲食 物 持 込み 不 可 ） を逸 脱 して

い る と 判 断し 、 客 が 持ち 込 ん だ飲 食 物 は 入店 時 に 店が 預 か り 、退 店 時に

客 に 返 却 して い た 。 しか し 指 導は 効 果 が 表れ ず 持 込み 客 は 後 を絶 た なか

っ た 。 店 側は 店 長 ：「持 ち 帰ら せ る のも 可哀 想 だ から ね 」「 後、 隠 れ て持

ち 込 む 客 を叱 る の も 嫌だ っ た しね 、 隠 し てま で 持 ち込 む な ら 、持 ち 込め

る よ う に して あ げ よ うと ・ ・ ・ 」 と あ る よう に 、 持ち 帰 ら せ るの が 可哀

想 、 さ ら に客 が 隠 し て持 ち 込 んだ 飲 食 物 での 飲 食 が店 に 発 覚 し、 店 と客

の 間 で ト ラブ ル と な るこ と も あっ た 。 店 は客 の 飲 食物 の 一 部 持込 み 物へ

の 課 金 あ るい は 全 部 持込 み 物 への 場 所 代 の徴 収 と 引換 で 許 可 し、 客 は一

部 持 込 み 、全 部 持 ち 込み あ る いは 通 常 利 用の い ず れか を 選 択 可能 と なっ

た 。 こ れ は客 の 逸 脱 行動 に 端 を発 し 店 が 互い の 利 益を 考 慮 し た結 果 の、

客 へ の レ スト ラ ン の 新た な 利 用方 法 の 提 案で あ っ た。 店 は 、 客の 欲 望の

表 出 に よ る提 案 を 受 ける ま で レス ト ラ ン を料 理 提 供以 外 の 利 用方 法 、す

な わ ち 持 込み 物 へ の 課金 あ る いは 場 所 代 を徴 収 し て利 用 さ せ ると い う利

用 用 途 に 考え 及 ば な かっ た 。 それ は レ ス トラ ン と して の 規 範 から 大 きく

逸 脱 し て いた ゆ え に 、客 の 規 範変 更 提 案 への 歩 み 寄り の 余 地 は無 い と判

断 し 却 下 した と 考 え る。 し か し拒 否 だ け では 上 手 くこ と は 運 ばず 、 店は

レ ス ト ラ ン の 規 範 を 逸脱 し た 持込 み 物 へ の課 金 あ るい は 場 所 貸し と いう

シ ス テ ム を客 に 逆 提 案し 採 用 され る こ と とな っ た 。こ の 店 側 の 客 の 持込

み 飲 食 物 の有 料 で の 許可 す な わち 、「 レ スト ラ ン 」と して の 規範 か ら 逸脱

し た 、 貸 しス ペ ー ス 利用 と い う「 BBQ 店 」の 新 規 範の 創 発 は 、客 の 故意

（ 隠 し て の持 込 み ） ある い は 勘違 い （ 公 共の 場 での BBQ と の ）が 発 端に

よ る 提 案 と店 の 拒 否 、そ の 後 の店 の 逆 提 案と 店 と 客互 い の 利 益に よ って

成 さ れ た ので あ っ た 。  

 以 上 か ら、 客 は 既 存の レ ス トラ ン の 客 とし て あ るべ き 規 範 を超 え た欲

望 を 表 出 させ 、 店 は それ を 拒 否し た が 客 の欲 望 表 出は 継 続 し た。 そ れが

契 機 と な り、 店 側 は 規範 に 直 面さ せ ら れ 、 客 と の 互い の 利 益 を鑑 み 最初

は 少 量 持 ち込 み の 有 料と い う 提案 か ら 始 め、 そ れ が受 け 入 れ られ る とさ

らに 、店 長：「・・少 量の 持 込 みか ら 大 量 持込 み 希 望へ 変 わ っ て」と 進め
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る と い う 、客へ の 対 応の 末 に「 レス ト ラ ン 」のあ る べき 規 範 を超 え 、「 BBQ

店」 の 新 たな 規 範 を 創り 出 す こと と な っ た。  

 
(2) 客 に よ る 逸 脱 行動 の 原 因 と 新 た な 規 範 の 生 成 過 程  

レ ス ト ラ ン へ の 飲 食 物 の 持 込 み は 客 と し て の 規 範 か ら の 逸 脱 で あ る こ

と は 客 の 誰も が 理 解 して い る はず で あ る 。し か し 何故 客 は 飲 食物 を 持ち

込 む の で あろ う か 。 閉店 後 の 店内 掃 除 で は、 店 で 販売 し て い ない 銘 柄の

ビ ー ル や ワイ ン の 空 き缶 ・ 瓶 が椅 子 の 下 や物 陰 か ら現 れ る 。 逸脱 行 動の

起 き る 時 間帯 は 店 が 混み 合 う 時間 帯 で あ り、場 所は 店 外 の屋 上席 で あ る。

理 由 は セ ルフ サ ー ビ スゆ え に ホー ル ス タ ッフ が 少 なく 、 忙 し い時 間 帯は

店 内 カ ウ ンタ ー に 販 売ス タ ッ フが 集 ま り 、店 外 の 屋上 席 の 管 理は お ろそ

か に な る 。客 の 持 込 みは 少 人 数で も 散 見 され る が 、顕 著 な の は団 体 への

途 中 参 加 者が 持 ち 込 む例 で あ る。 団 体 客 が友 人 を 誘う 電 話 で は、 例 えば

「 今 、 何 処何 処 （ 地 名） で BBQ やっ て い るん だ け ど来 な い ？ 」と い った

よ う な 、 料金 シ ス テ ムは 勿 論 、店 か 野 原 か開 催 場 所が 不 明 な 会話 内 容が

殆 ど で あ る 。 後 か ら 参加 す る 者は 、 飲 食 店店 内 での BBQ と い った 詳 細を

知 ら さ れ ずに 誘 わ れ 、思 い 浮 かべ る BBQ イメ ー ジ は友 人 宅 や 公共 の 場で

の 飲 食 物 の持 ち 寄 り であ る。客 は 現場 ま で誘 導 さ れて 初 め て「店 での BBQ」

と 判 明 し 、持 参 の 飲 食物 を 捨 てる 訳 に も 行か ず に 持ち 込 み と なる と 考え

ら れ る 。  
 他 の 要 因と し て は 、店 側 は 筆者 ：「な んで 持 込 が増 え た ん だっ け ？」、

店 長：「 それ は う ち（ 店 ）が BBQ 店 とう たい（ 宣 伝 ）始 めた のと 、 BBQ 場

に 入 れ な かっ た 客 が いて 、 BBQ 難 民 が 増 えた か ら よ！ 」 と あ るよ う に、

店が 「 BBQ 店 」と 宣 伝す る こ とで 客 に BBQ の イ メ ージ を 誘 発さ せ 、 客は

BBQ を さ せ てく れ る 店と と ら え 、自ら 飲 食物 を 用 意し 持 ち 込 むの で あ る。

客 は レ ス トラ ン で あ るに も か かわ ら ず 飲 食物 を 持 込み 、 注 意 を受 け ると

「 な ぜ い けな い の ？ 」と 怪 訝 な顔 を す る 。店 は キ ャッ チ コ ピ ーを 「 セル

フ グ リ ル・・（店 名）」と して 開 店 した が 常連 客 か ら「 BBQ 屋 」と 呼ば れ 続

け 、 開 店 約 3 年後 に は自 ら 「 BBQ 店」 と 名乗 っ た 、そ の 時 点 から 店 は 自

ら 店 へ の 飲食 物 の 持 込み を 誘 発さ せ て い ると 考 え られ る 。 さ らに BBQ の

流行 に より BBQ 場 の 不足 、 急 激な 気 候 の 変化 に より BBQ を 中 断さ れ た飛

び 込 み 客 の受 け 入 れ が飲 食 物 の持 ち 込 み 客増 加 の 原因 で あ る 。  

 当 初 店 は、 客 の 飲 食物 持 込 みは 「 レ ス トラ ン 」 の客 と し て の規 範 を明

ら か に 逸 脱し て い る と判 断 し 、客 に 持 ち 帰ら せ る こと で 店 の 規範 の 再考

に は 及 ば なか っ た 。 その 後 も 客の 欲 求 に もと づ く 規範 か ら の 逸脱 行 動が
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繰 り 返 さ れた こ と に 起因 し 、 持込 み 物 へ の課 金 あ るい は レ ス トラ ン の場

所貸 し と いう 新 た な 利用 価 値 が顕 在 化 し たの で あ る。 店 は 客 との 互 いの

利 益 を 推 し量 り 、 有 料で の 飲 食物 の 持 込 みを 提 案 し、 客 は こ れを 了 承し

た の で あ る。 店 と 客 が互 い に 「 レ ス ト ラ ン 」 の 規 範か ら 逸 脱 した 新 たな

規 範 を 提 案し 合 い 、 拒否 し 、 交渉 す る こ とで 協 働 で既 存 の 規 範を 越 えた

新 た な 価 値の 創 発 過 程が 示 さ れた 。  

 こ の 事 例か ら 明 ら かに な っ た新 た な 規 範の 生 成 過程 は 以 下 であ る 。客

は、「 BBQ 店 」のキ ャ ッチ コ ピ ー 、店の イ メー ジ 、BBQ 概 念 、BBQ の 流 行、

場 所 の 不 足、 気 象 変 化と い う 必然 と 偶 然 の混 在 し た要 因 に よ って 逸 脱へ

と 誘 わ れ 欲望 を 表 出 させ て い た 。一方 店 側は 客 の 行為 に よ っ て 、「 レ スト

ラ ン 」 の 規範 か ら の 逸脱 を 提 案さ れ た が 拒否 し た 。そ の 後 、 両者 の 利益

そ の 時 の 状況 、 客 の 反応 、 自 然現 象 と い った 要 因 を考 慮 し 、 店は 客 へ 利

用 料 金 の 徴収 と い う 逆提 案 を 行い 受 け 入 れら れ た 。その 結 果 、新た な「レ

ス ト ラ ン 」の 規 範 が 創ら れ た 。  
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7 研 究 3 客 の 欲 望 を店 が 拒 否 例―「 F レ ス ト ラ ン 」お よ び「 BBQ 店 」に

お け る 1 事 例  

 

7-1 

「 F レ ス ト ラ ン 」お よ び「 BBQ 店 」に おけ る 客 に よ る 規 範 の 逸 脱 を 店 が 拒

否 例 「 F レ ス ト ラ ン 」「 BBQ 店 」 に お け る 「 飲 み 放 題 」 例  

 

7-1-1 方 法  

 

調 査 方 法 は 、「 BBQ 店 」内 で の 筆者 に よ る 店長（ 50 代 、女）へ のイ ン タ

ビ ュ ー お よび 筆 者 と 店長 に よ る「 BBQ 店 」「 F レ スト ラ ン 」 の過 去 の 営業

状 態 の 想 起で あ っ た 。調査 実 施 は 、201x 年 5 月 20 日 11:00〜 12:00 の間

で あ っ た 。書 き 起 こ した イ ン タビ ュ ー デ ータ お よ び想 起 記 録 につ い て、

客と 店 側 が互 い の 規 範の 逸 脱 に言 及 し た 言葉 と 行 動、 そ れ ぞ れ自 身 のあ

り 方 が 変 わっ て い く プロ セ ス およ び 新 た な規 範 が 生成 さ れ る 点に 特 に焦

点 化 し 分 析し た 。調 査対 象 は 、「 F レ ス ト ラン 」、「 BBQ 店 」の 店長 と 店 員、

お よ び 分 析者 で あ る 筆者 と 不 特定 多 数 の 客 の 行 動 であ っ た。対象 期 間 は、

「 BBQ 店 」 開店 よ り 9 年 間、「 F レ ス ト ラ ン」 開 店 より 4 年 間 に渡 る 変遷

を 記 述 ・ 分析 し た 。  

 

7-1-2 結 果  

 
 「 BBQ 店 」の 店長 は「 F レ ス ト ラン 」に先 立 ち セル フ サ ー ビス の 営 業を

開 始 し た いき さ つ か ら、「 F レ ス トラ ン」を指 導 す る立 場 (4-1-2)で あり 、

加 え て 両 店の ミ ー テ ィン グ は 、毎 週 合 同 で行 わ れ るこ と か ら 両店 の 営業

の 経 緯 を 最も 知 る 者 であ る 。 この 「 BBQ 店」 の 店 長と 筆 者 の 記憶 か ら両

店 の 飲 み 放題 メ ニ ュ ーの 変 遷 は、以 下の 様に な さ れた こ と が 確認 さ れ た。 

 9 年 前 に開 店 し た 「 BBQ 店 」で は 開 店 当初 の 飲 み放 題 メ ニ ュー に は、

「 未 成 年 者お 断 り 」 と言 っ た 法律 の 遵 守 だけ を 明 示し て い た 。し か し、

開店 3 年 後 くら い か ら、 ボ ト ルに 口 を 付 けた 直 接 飲み や 、 仲 間内 で の一

気 飲 み な どが 原 因 と みら れ る 急性 ア ル コ ール 中 毒 の発 生 お よ び、 飲 み残

し ボ ト ル の持 ち 帰 り とい っ た 、飲 み 放 題 客の 問 題 行 動 が 繰 り 返さ れ るよ

う に な っ た 。 ス タ ッ フミ ー テ ング に お い て、 飲 み 放題 時 の 規 則に つ いて

話 し 合 わ れ 、新 し い「 BBQ 店 」の 規 則が 書面 で 作 られ 、そ れ を客 に 提 示し

署 名 を さ せた 後 に 飲 み放 題 を 始め さ せ る こと と な った 。 新 規 則で は 、飲
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み 放 題 時 の、 ボ ト ル から の 直 接飲 み と 、 持ち 帰 り は禁 止 さ れ 、こ の 規則

に 違 反 す れば ボ ト ル 一本 に つ き幾 ら と い う罰 金 も 設け ら れ た 。  

 5 年 後に 開 店し た 「 F レ スト ラ ン」 で は 開 店 当 初か ら 、「 BBQ 店 」 の 飲

み 放 題 客 用の 規 則 が 採用 さ れ 、 ボ ト ル の 直接 飲 み 、一 気 飲 み 、ボ ト ルの

持 ち 帰 り 禁止 と い う 規則 が 明 示さ れ た 。 その 後 、 開店 半 年 後 に飲 み 放題

客 に よ る 大声 ・ 泥 酔 ・脱 衣 （ 上半 身 ） と いっ た 行 動も 、 他 の 客か ら 苦情

が 出 た こ とで 問 題 と なり 、 大 声・ 泥 酔 ・ 脱衣 （ 上 半身 ） の 禁 止も 文 書化

され「 BBQ 店 」より も禁 止 事 項が 多 い「 F レ スト ラ ン 」の 新 規則 が 作 られ

た 。し かし 一 方 の「 BBQ 店」の規 則 に、大声・泥酔・脱 衣（ 上半 身 ）の 禁

止 は 明 示 され な か っ た。 そ れ につ い て 筆 者が そ の 理由 を た ず ねる と 、店

長 は 「 大 声・ 泥 酔 ・ 脱衣 （ 上 半身 ） を 禁 止す る と 客全 員 を 帰 らせ る こと

に な る か ら 」と 答 え た 。確 か に 店長 の 言 う通 り 、「 BBQ 店 」で は よ く ある

光景 で そ うい う 客 は いた が 、 他の 客 か ら の 苦 情 な ど は な か っ た。  

 

7-1-3 考 察  客 の 規 範 逸 脱 と 店 の 規 範 変 更 拒 否  

 

 「 BBQ 店 」開 店 当初 の飲 み 放 題メ ニ ュ ー 開始 時 に は、「未 成 年 者お 断 り 」

と い っ た 法律 の 遵 守 だけ を 明 示し て い た こと で 分 かる よ う に 、店 は 客が

飲 み 放 題 の規 範 か ら 大き く 逸 脱す る こ と を考 え て いな か っ た 。し か し飲

み 放 題 客 がボ ト ル か ら直 接 飲 んだ り 、 飲 み残 し た ボト ル を 持 ち帰 っ たり

し た こ と から 、 店 は これ を 既 存の レ ス ト ラン の 客 とし て の 規 範を 逸 脱し

て い る と 判断 し 、 ス タッ フ 全 員の 合 意 に より 新 し い規 則 を 書 面で 作 り、

客 に 了 承 させ 署 名 さ せる こ と とな っ た 。 この よ う に 規 範 の 逸 脱と 見 なさ

れ る 客 の 行為 が 拒 否 され 禁 止 が明 示 さ れ た 理 由 は 、 急 性 ア ル コー ル 中毒

と い う 客 の危 険 と 、 次の 客 の 飲用 不 可 能 によ る 不 経済 と い う 、客 と 店の

不 利 益 防 止の た め で あっ た 。  

 そ の 5 年 後 開店 の 「 F レ スト ラ ン」 で は 当 初 、 フラ ン ス 料 理レ ス ト ラ

ン の 飲 み 放題 客 へ の 規則 は 、「 BBQ 店」と 同様 で 出 発し た 。し かし 酔 っ た

客 の 声 の 大き さ 、 酔 いす ぎ 、 上半 身 の 脱 衣が 問 題 とな り 、 そ れら の 新た

な 禁 止 が 規則 に 加 わ り、「 F レ ス ト ラン 」独 自 の 規則 と な っ た。 こ れ は、 

「 F レ ス トラ ン 」 客 がこ の 店 に対 し て 、 静か に 落 ち着 い て 食 事が 出 来る

店 で あ る こと を 求 め てい る と 店側 が 判 断 し、 そ れ を店 が 維 持 する こ とで

客 と 店 の 互い の 利 益 を守 る た め で あ っ た 。一方 、「 BBQ 店 」の 規則 に 、大

声・泥 酔・脱 衣（上 半身 ）の 禁止 は 採 用 され な か った 。こ れ は、「 BBQ 店 」

の 客 は 、 この 店 に 対 して 、 立 ち歩 き 、 大 声で 話 を し、 酔 っ 払 い、 自 分達
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で 持 ち 込 んだ BGM(事例 5-3)を 聞 き な がら 食 事 （図  7-1 参照 ） が 出来 る

店 で あ る こと を 求 め てい る と 店が 判 断 し 、そ れ を 店が 維 持 す るこ と で客

と 店 の 互 いの 利 益 を 守る た め であ っ た と 考え ら れ る。  

 

図  7-1 立ち 歩 き ・ 自身 の 持 ち込 ん だ ポ ータ ブ ル スピ ー カ ー の BGM で ダ

ン ス を す る客 （ 筆 者 撮影 2017 年 8 月）  
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8 総 合 考 察   

 

8-1 客 の 社 会 規 範 逸脱 へ の 店 の 影 響  

 

 「 F レス ト ラ ン」「 BBQ 店 」に お け る客 の行 動 を 調査・分 析 した と こ ろ、

「 F レ ス ト ラン 」 事 例の 仮 眠 (5-1)や YouTube 視 聴 (5-2)、 カラ オ ケ  (5-

2)、お 子 様 フ レン チ の提 案 (6-1)と いっ た 、一般 的 な フラ ン ス料 理 レ スト

ラ ン の 規 範か ら 逸 脱 する 客 や、「 BBQ 店 」事 例 の 個人 BGM の 聴取 (5-3)、

飲 食 物 持 込 (6-2)と いっ た 、一 般 的 なレ スト ラ ン の規 範 か ら 逸脱 す る 客が

散 見 さ れ た。 こ の 要 因に つ い て考 察 す る 。  

 「 F レ ス ト ラン 」「 BBQ 店 」 と もに 、 既存 の レ スト ラ ン と はい く ぶ ん異

な っ た 方 法で 運 営 さ れて い た。「 F レス ト ラン 」はセ ル フ サー ビス 、券売

機 、リ ーズ ナ ブ ルな 価格 を 採 用し て お り 、「 BBQ 店 」はセ ル フ クッ キ ン グ

を 採 用 し てい た 。「 F レス ト ラ ン 」が 上 記 のよ う な 独特 な シ ス テム を 採用

し て い る とい う こ と は、 格 式 張っ た サ ー ビス と 高 級感 が 売 り のフ ラ ンス

料 理 レ ス トラ ン の 規 範か ら 逸 脱し て い る とい う こ とで あ り 、同様 に「 BBQ

店 」 も 料 理が 売 り の レス ト ラ ンの 規 範 か ら逸 脱 し てい る と い うこ と であ

る 。  

 こ う い った「 F レ スト ラ ン 」ある い は「 BBQ 店 」の 規 範に 客を 従 わ せる

こ と が 、 客に 対 す る 既存 の レ スト ラ ン の 規範 か ら の逸 脱 の 教 示と な って

い る 可 能 性が 考 え ら れる 。 す なわ ち 店 が 新し い 振 る舞 い を 提 案し 客 を誘

致 し 参 加 させ る こ と で、 既 存 レス ト ラ ン にお け る 振る 舞 い か ら逸 脱 する

価 値 を 客 に学 習 さ せ 、新 し い 振る 舞 い を する こ と が魅 力 あ る もの 、 つま

り「 F レ スト ラ ン 」 にお け る 高級 フ ラ ン ス料 理 を バリ ュ ー 価 格で 肩 肘は

ら ず に 食 すこ と が で きる こ と や、「 BBQ 店 」での 自 分 達で 行 う 調理 は イベ

ン ト と し て楽 し め る こと だ と する 教 示 を 行っ て い ると 考 え ら れる 。  

 そ の 結 果、 客 は 既 存の レ ス トラ ン の 規 範か ら の 逸脱 に 至 る のだ と 考え

ら れ る 。客の 仮 眠 、YouTube 視 聴、お 子 様 フ レ ン チの 提 案 、個人 BGM、飲

食 物 持 込 とい っ た 規 範か ら の 逸脱 に は 、 客に 率 先 して の 店 側 によ る 従来

の レ ス ト ラン に お け る規 範 か らの 逸 脱 が 少な か ら ず関 わ っ て いる と 考え

る。  

 

8-2 店 の 社 会 規 範 再考 へ の 客 の 影 響  

 

 「 F レ ス ト ラン 」「 BBQ 店 」 に おけ る 客と 店 の 行動 を 調 査 ・分 析 し たと
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ころ 、 客 の逸 脱 に よ って は じ めて 店 側 も 自店 の 規 範に 直 面 さ せら れ てい

る こ と が 明ら か に な った 。  

「 F レス ト ラン 」事 例の 仮 眠 (5-1)では 、ソフ ァ ー に大 の 字 にな っ て 熟

睡 し て し まっ た カ ッ プル を 前 に、 店 長 と 筆者 が 互 いに 迷 い な がら 、 この

店 に お い て 食 後 の 仮 眠が あ り 得る こ と な のか ど う かに 直 面 さ せら れ てい

た。 YouTube 視 聴 (5-2)に お い ては 、パソ コン 、プロ ジ ェ クタ のた め の コ

ン セ ン ト 使用 と い う 、ス タ ッ フと 筆 者 に とっ て 予 想外 の 客 の 行動 に 戸惑

い、 断 る べき か 迷 い なが ら 、 動画 視 聴 が この 店 の 規範 と し て あり 得 るこ

と な の か と判 断 を 迫 られ て い た 。お子 様 フレ ン チ (6-1)では 、子 供連 れ 客

に よ る 子 供用 メ ニ ュ ー提 供 の 提案 に 対 し 、店 は 子 供入 店 可 で ある が 子供

用 メ ニ ュ ー無 し と い う自 店 の 規範 の 齟 齬 に気 づ き 、 店 の 規 範 の再 考 に迫

ら れ て い た。  

「 BBQ 店 」 事 例 の BGM(5-3)で は、 BGM が 流れ る 店 内の 自 分 の 席に お い

て 客 が 自 分の ス マ ホ の曲 を 聴 取す る 行 動 から 、 店 は自 店 の BGM 選 曲 の妥

当 性 に 戸 惑い 、 客 の 持ち 込 ん だス マ ホ の 音楽 を BGM とす る こ とは こ の店

の 規 範 と して あ り 得 るこ と だ と店 長 が 判 断す る に 至っ て い た 。飲 食 物持

ち込 み (6-2)で は 、店は 初 め 客の 飲 食 物 の持 ち 込 みを 断 っ て いた が 、繰り

返 さ れ る 持ち 込 み に 対し て 、 客に よ る 持 ち込 み を 許可 す る 仕 組み を 考え

さ せ ら れ てい た 。  

  

8-3 規 範 の 変 更 過 程  

 

 こ こ で は各 規 範 の 変更 過 程 を、「 逸脱 した 当 事 者」「 店」「 他の 客 」の 利

益 ・ 不 利 益の 観 点 、 およ び 規 範の 推 移 の 観点 （ 表 8-1） か ら まと め る 。  

 

8-3-1 客 に よ る 逸脱 が 店 に 許 容 さ れ た 例  

客 の 仮 眠 例 (5-1)で は 、 客 に よ る 規 範 の 逸 脱 は 当 事 者 だ け の 利 益 で あ

り 、 他 の 客や 店 の 迷 惑と は な らず 、 す な わち 利 益 にも 不 利 益 にも な らな

か っ た 。  

レ ス ト ラ ンに お い て 横に な っ て寝 な い と いう 「 公 共の 場 」 に おけ る社

会 規 範 か ら、 仮 眠 可 能と い う 「 F レ ス ト ラン 」 の 新規 範 へ の 変更 は 、 満

腹 感 と 酔 いに よ る 客 の過 失 に 端を 発 し た 。こ の 時 、客 は 規 範 から の 逸脱

を 自 覚 し てい た よ う であ っ た 。し か し 、 周囲 の 他 の利 用 客 の 減少 に より

テ ラ ス 席 にカ ッ プ ル のみ と な るこ と で 空 きソ フ ァ ーに 横 に な るこ と が可

能 と な り 、結 果 的 に 「 F レ ス トラ ン 」 へ の規 範 変 更の 提 案 と なっ た 。加
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えて 、 筆 者が 意 図 せ ずに 店 長 に最 終 判 断 を委 ね 、 店長 は 筆 者 との 直 前の

や り と り を 客 行 動 の 肯定 と 受 けと め る と いう 、 店 長と 筆 者 と の意 思 の不

疎 通 ・ 成 り行 き ・ 手 遅れ に よ って 、 偶 発 的に 食 後 の仮 眠 と い う 「 F レス

ト ラ ン 」 の 新 規 範 は 容認 さ れ た。 す な わ ち 規 範 の 変更 は 、 客 の不 測 の 過

失・ 偶 発 的な 変 更 提 案を 、 店 側の 意 思 の 不疎 通 ・ 成り 行 き ・ 手遅 れ によ

り 客 も 店 も 意 図 せ ず に、 す な わち 、 そ の 時の 客 と 店の 周 囲 の 状況 へ の依

存 に よ り なさ れ た こ とが 明 ら かに な っ た 。  

 そ の 後 も「 F レ ス トラ ン 」 では 「 仮 眠 可能 」 と 掲示 し て い ない に も関

わ ら ず 、 食後 に 横 に なっ て 仮 眠す る 客 （ 図 5-2 参 照 ）が 散 見 され る 。仮

眠 す る 客 の全 て が 他 の客 の 睡 眠を 模 倣 し てい る 訳 では な い と 考え る と、

店 自 体 が 客に 過 失・欲望 を 表 出さ せ る こ とを 可 能 とさ せ る「 隙 」が あ り、

店 側 は そ れを 容 認 し 新規 範 は 旧規 範 に 戻 るこ と な く新 し い 規 範が 維 持さ

れ て い る と考 え る 。 この 「 隙 」に 関 し て は、「 9 議 論 」 にお いて 述 べ る。 

YouTube 視 聴例 (5-2) で は 、客 に よ る 規範 の 逸 脱は 当 事 者 だけ の 利益

で あ り 、 他の 客 や 店 の迷 惑 と はな ら ず 、 すな わ ち 利益 に も 不 利益 に もな

ら な か っ た。  

レ ス ト ラ ンに お い て 映写 会 を 実施 し た り 、カ ラ オ ケを し た り しな いと

いう「 公 共 の 場 」に おけ る 社 会規 範 か ら 、YouTube 視 聴可 能 とい う「 F レ

ス ト ラ ン 」の 新 規 範 への 変 更 は、 フ ラ ン ス料 理 レ スト ラ ン で の 映 写 会と

い う 客 に よる 規 範 の 逸脱 に 端 を発 し た 。 これ は 、 河原 で の 動 画視 聴 が不

可 能 に な ると い う 客 にと っ て 不測 の 事 態 の後 、 店 を思 い 出 し た仲 間 のイ

メ ー ジ を 頼り に 来 店 し、 他 の 客の 減 少 に よっ て テ ラス 席 を 貸 切り 状 態に

で き た こ とに よ り 可 能と な っ た。 す な わ ち、 客 は 当初 、 店 へ の来 店 予定

は 無 く 、偶 発 的 に不 可能 と な った 動 画 視 聴の た め にレ ス ト ラ ンを 利 用 し、

結 果 的 に 店へ 規 範 変 更を 提 案 する こ と と なっ た 。  

 加 え て、筆 者 の勘 違い に よ るコ ン セ ン トの 使 用 承諾・使 用 禁止 の 躊 躇・

手 遅 れ と いう 偶 発 に より 、 YouTube 視 聴 とカ ラ オ ケ と い う 新 規範 が 店に

容認 さ れ た。 す な わ ち 規 範 の 変更 は 、 客 の不 測 の 事態 に 端 を 発し た 偶発

的な 変 更 提案 を 、 店 側が 勘 違 い ・ 成 り 行 き・ 手 遅 れ に よ っ て 容認 す ると

いう 、 客 の利 用 目 的 と店 の 用 途の 齟 齬 の 調整 の 結 果、 客 も 店 も 意 図 せず

に 、 す な わち 、 そ の 時の 客 と 店の 状 況 へ の依 存 に より な さ れ たこ と が明

ら か に な った 。  

BGM 例 (5-3)で は 、客 のス マ ー ト フ ォ ン を 利用 し た 個人 の BGM は当 事者

だ け の 利 益で あ り 、 他の 客 や 店の 迷 惑 と はな ら ず 、す な わ ち 、利 益 にも

不 利 益 に もな ら な か った 。 客 のス マ ー ト フォ ン を 店の ス テ レ オに 繋 ぐこ
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と は 、 当 事者 達 と 店 の利 益 と なり 、 他 の 客に は 利 益に も 不 利 益に も なら

な か っ た 。さ ら に 各 グル ー プ によ る ポ ー タブ ル ス ピー カ ー BGM は 、 当事

者 達 は 自 分の 音 楽 を 聞き 、 他 の客 は 店 の BGM を 聞 くこ と が でき る こ とか

ら 、 ど の 客に も 店 に も利 益 と なっ た 。  

レ ス ト ラ ンに お い て 各自 で 用 意し た 音 楽 の 聴 取 を しな い と い う「 公共

の 場 」 に おけ る 社 会 規範 か ら 、 客 の グ ル ープ 毎 の BGM と 店 の ステ レ オか

らの BGM と が 混 在 す る 「 BBQ 店 」 の新 規 範へ の 変 更は 、 客 が 店に 隠 れ て

ス マ ー ト フォ ン で 個 人 BGM を 聴 取 した こ とに 始 ま り、 こ の 「 BBQ 店 」の

規 範 か ら の逸 脱 が 、 結果 的 に 店の BGM 曲 の変 更 提 案と な っ た 。店 長 は、

自 身 の 選 曲に 自 信 が ない た め に店 全 体 で の BGM と い う逆 提 案 を行 い 、客

は こ れ を 容認 し た 。 すな わ ち 規範 の 変 更 は、 客 の 不測 の 事 態 が 意 図 しな

い 変 更 提 案 と な り 、 それ が 店 側の 逆 提 案 を呼 び 、 客 と 店 長 の 年齢 差 ・音

楽 嗜 好 の 齟齬 の 調 整 をす る こ と と な っ た 。す な わ ち 規 範 の 変 更は 、 客の

不 測 の 事 態・ 偶 発 的 な 変 更 提 案に 対 し て 、店 側 が 逆提 案 と い うリ ア クシ

ョ ン を し 、客 が そ れ を容 認 し た結 果 、 客 も店 も 意 図せ ず に 、 すな わ ち、

そ の 時 の 客と 店 の 状 況へ の 依 存に 加 え て 、 齟 齬 の 調整 を す る こと に より

な さ れ た こと が 明 ら かに な っ た。  

お 子 様 フ レン チ 例 (6-1)で は 、客 に よ る 規範 の 逸 脱は 、子 供 連れ の 来店

客 と 余 り 物を 使 用 し た店 の 利 益と な り 、 それ 以 外 の客 の 利 益 にも 不 利益

に も な ら なか っ た 。 しか し そ の後 、 お 子 様メ ニ ュ ーの 材 料 不 足と 効 率の

悪 さ か ら 店の 不 利 益 とな り 、 お子 様 フ レ ンチ の 代 替メ ニ ュ ー とし て 、子

供 も 食 せ る大 人 用 メ ニュ ー を 充実 さ せ た こと よ っ て、 子 供 連 れ客 と それ

以 外 の 大 人の 客 お よ び、 子 供 料理 を 大 人 用と 別 に 作る 必 要 が 無く な った

店 の 利 益 と な っ た 。  

子 供 用 メ ニュ ー を 要 望し な い とい う 「 フ ラン ス 料 理レ ス ト ラ ン」 にお

け る 社 会 規範 か ら 、 子供 向 け メニ ュ ー を 開発 ・ 提 供し 、 や が て子 供 用メ

ニ ュ ー を 廃止 し 、大 人も 子 供 も食 べ ら れ るメ ニ ュ ーを 提 供 す ると い う「 F

レ ス ト ラ ン 」の新 規 範へ の 変 更は 、「 フ ラン ス 料 理は 子 供 に 食べ さ せ るも

の で は な い」 と い う 親の 誤 解 に起 因 し 、 親に よ る 店へ の 子 供 料理 の 提供

提 案 と な った 。 店 は 、一 般 的 なフ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン の 規 範に 則 して

考 え て い たた め 、 子 供同 伴 可 とし た に も かか わ ら ず、 子 供 へ の配 慮 が足

り な か っ た自 店 の 規 範の 齟 齬 に気 付 き 「 お子 様 フ レン チ 」 の 提供 を する

こ と に な り、「 F レス トラ ン 」規 範の 変 更 とな っ た 。その 後 、店は 予 期 し

な い 子 供 連れ の 客 の 増加 へ の 対処 と し て 「お 子 様 フレ ン チ 」 の代 替 メニ

ュ ー を 提 供す る こ と とな り 、店 が 自 らの 規範「 イタ リ ア ンじ ゃな い か ら、
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パ ス タ も ピッ ツ ア も 出さ な か った 」 か ら 再変 更 す るこ と と な った 。 すな

わ ち 規 範 の変 更 は 、 客の 誤 解 によ る 変 更 提案 を 、 自店 の 規 範 の齟 齬 ・不

測 の 事 態 の調 整 を す るこ と で なさ れ た こ とが 明 ら かに な っ た 。さ ら に、

客 の 不 測 の事 態 ・ 偶 発的 な 変 更提 案 を 、 店側 の リ アク シ ョ ン よる 逆 提案

と そ れ を 客が 容 認 を する こ と で、 客 も 店 も 意 図 せ ずに 、 す な わち 、 その

時 の 客 と 店の 状 況 へ の依 存 に より 規 範 が 変更 さ れ たこ と が 明 らか に なっ

た。  

飲 食 物 持 ち 込 み 例 (6-2)で は 、 客 に よ る 規 範 の 逸 脱 は 飲 食 物 を 原 価 で

持 ち 込 む こと で 客 の 利益 と な り、 店 は 販 売価 格 に よる 利 益 取 得が 不 可能

と な り 店 の不 利 益 と なり 、 そ れ以 外 の 客 には 利 益 にも 不 利 益 にも な らな

か っ た 。 しか し 、 有 料で の 持 ち込 み は 客 が土 産 や 自分 の 料 理 を皆 に 馳走

し た い と 持参 し た 飲 食物 を 、 店が 調 理 し た商 品 か ら原 価 と 人 件費 を 引い

た 低 い 利 益設 定 料 で 持ち 込 み 可能 あ る い は、 低 料 金で の ス ペ ース 利 用が

可 能 に な り、 持 ち 込 み客 に も 店に も 利 益 があ り 、 それ 以 外 の 客に は 直接

の 利 益 に も不 利 益 に もな ら な かっ た が 、 客の 選 択 肢は 増 え た こと で 結果

的 に は 利 益だ と い え る。  

飲 食 物 を 持込 ま な い とい う 「 レス ト ラ ン 」に お け る社 会 規 範 から 、 飲

食 物 持 込 み可 能 と い う 「 BBQ 店」 の 新 規 範へ の 変 更は 、 客 の 友人 同 士に

よ る 説 明 不足 の 誘 い と、 店 が 「 BBQ 店 」 と宣 伝 す るこ と で 客 に 公 共 の場

での BBQ と 誤解 さ せ たこ と に 起因 し た 。 だ が 、 店 は変 更 を 拒 否し 規 範を

守 り 、 客 に規 範 に 準 拠さ せ て いた 。  

し か し 、 BBQ の流 行 によ る 場 所の 不 足 に よる BBQ 場 へ の入 場 不可 や 気

象 の 変 化 によ る 屋 外 から の 避 難と い う 不 測・ 偶 発 的に 来 客 が 増え 、 持ち

込 み を 断 るこ と で ト ラブ ル と なる こ と を 避け る た めに 否 応 無 く、 店 は客

に 購 入 後 の飲 食 材 料 を店 に 持 ち込 む 代 償 とし て 場 所代 を 徴 収 する と いう

「 レ ス ト ラン 」 の 規 範か ら 逸 脱し た 逆 提 案を 行 い 、客 に 容 認 さ れ た 。 す

なわ ち 規 範の 変 更 は 、客 の 不 測の 事 態 ・ 偶発 的 な 変更 提 案 を 、店 側 は否

応 な く 容 認し 、 客 の 利用 目 的 と店 の 用 途 の齟 齬 の 調整 を す る こと で 、 客

も店 も 意 図し な い 変 更提 案 を 、店 側 の リ アク シ ョ ンよ る 逆 提 案と そ れを

客 が 容 認 をす る こ と で、 客 も 店も 意 図 せ ずに 、 す なわ ち 、 そ の時 の 客と

店 の 状 況 への 依 存 に より な さ れた こ と が 明ら か に なっ た 。  

 

8-3-2 客 に よ る 逸脱 が 店 に 拒 否 ・ 却 下 さ れ た 例  

「 F レス ト ラン 」「 BBQ 店」に おけ る 飲み 放題 例 (7-1)で は、客に よ る ボ

ト ル に 口 を付 け た 直 接飲 み 、 一気 飲 み 、 飲み 残 し ボト ル の 持 ち帰 り とい
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っ た 、 飲 み放 題 客 の マナ ー 違 反が 問 題 と なり 、 全 スタ ッ フ の 合意 に よっ

て 、 飲 み 放題 時 の ボ トル か ら の直 接 飲 み 、一 気 飲 み、 ボ ト ル 持ち 帰 りは

禁 止 と い う新 し い 規 範が 作 ら れた 。 こ の 規則 に 違 反す れ ば ボ トル 一 本に

つ き 幾 ら 徴収 と い う 罰金 も 設 けら れ た。ボト ル か らの 直 接 飲 みの 禁 止 は、

次 の 客 の 飲用 不 可 能 とい う 店 の不 利 益 防 止の た め に、一 気飲 みの 禁 止 は、

客 の 危 険 （急 性 ア ル コー ル 中 毒） と い う 、客 の 不 利益 防 止 の ため に 設定

さ れ た 。 客に よ る ボ トル の 持 ち帰 り は 客 の利 益 と なる が 、 店 の不 利 益と

な る こ と で禁 止 さ れ た。  

 そ の 5 年 後 開店 の 「 F レ スト ラ ン」 で は 当 初 、 フラ ン ス 料 理レ ス ト ラ

ン の 飲 み 放題 客 へ の 規則 は 、「 BBQ 店」と 同様 で 出 発し た 。し かし 酔 っ た

客 の 声 の 大き さ 、酔 いす ぎ に よる 歩 行 困 難、上 半身 の 脱 衣が 問題 と な り、

そ れ ら の 新た な 禁 止 が規 則 に 加わ り 、「 F レス ト ラ ン 」独 自 の 規則 と なっ

た 。 こ れ は「 F レ ス トラ ン 」 の客 が こ の 店に 対 し て、 静 か に 落ち 着 いて

食 事 が 出 来る 店 で あ るこ と を 求め て い る と店 側 が 判断 し 、 そ れを 店 が維

持す る こ とで 客 と 店 の互 い の 利益 を 守 る ため で あ った 。 一 方 、「 BBQ 店」

の 規 則 に 、大 声 ・ 泥 酔・ 脱 衣 （上 半 身 ） の禁 止 は 採用 さ れ な かっ た 。こ

れは 、「 BBQ 店 」の 客 は 、この 店 に 対し て 、立 ち歩 き 、大 声で 話を し 、酔

い 、 自 分 達で 持 ち 込 ん だ BGM(事 例 5-3)を聞 き な がら 食 事 が 出来 る 店で

あ る こ と を求 め て い ると 店 が 判断 し 、 そ れを 店 が 維持 す る こ とで 客 と店

の 互 い の 利益 を 守 る ため で あ った 。  

ボ ト ル か らの 直 接 飲 み、 一 気 飲み 、 ボ ト ルの 持 ち 帰り は し な いと いう

「 レ ス ト ラン 」にお ける 社 会 規範 に 対 し て客 に よ る逸 脱 行 動 が生 じ た が、

店 側 は そ の行 動 を 拒 否し 、 却 下す る こ と によ り 店 の 規 範 を 維 持す る こと

と な っ た 。店 は 店 の 秩序 維 持 のた め に 、 客に よ る 規範 の 逸 脱 提案 を 拒否

し、 客 を 店の 規 範 に 準拠 さ せ てい た 。 こ の拒 否 は 、 客 と 店 の 利 用 方 法の

齟 齬 の 調 整を す る た めに 否 応 なし で あ っ た。 店 側 のリ ア ク シ ョン よ る規

範 の 維 持 と客 へ の 準 拠は 、 そ の時 の 客 と 店の 状 況 への 依 存 に より な され

た こ と が 明ら か に な った 。  

 以 下 に 、 規 範 の 変 更、 当 事 者・ 店 ・ 他 の客 の 利 益・ 不 利 益 と推 移 を表

で 示 す 。  
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表 8-1 規範 の 変 更 、当 事 者 ・店 ・ 他 の 客の 利 益 ・不 利 益 と 推移 （ 筆 者

作成 2018 年 12 月 ）  

 

「 ↑ 」 は 利益 、「↓ 」は 不 利 益、「 ―」 は利 益 で も不 利 益 で もな い こ と

を 意 味 す る。  

「 過 失 」は、不 注意 など に よ って 生 じ た しく じ り、「 誤解 」は、ま ち が

っ た 理 解 や解 釈 、「 偶発 」 は、「 不 測」・「無 意 図」・「 手 遅れ 」・「 成 り行 」

を含 む 、「 否 応 無」 は 、 有 無 を言 わ せ な いよ う す、「 齟 齬」 は、 食 い 違い

を 意 味 す る。  

 

8-3-3 規 範 の 変 更過 程 ま と め  

 以 上 か ら、 客 に よ る社 会 規 範逸 脱 に 対 する 店 の 許容 ・ 拒 否 と利 益 の関

係 に お い ては 、 客 に よる 逸 脱 行為 が 店 に 拒否 さ れ 、新 規 範 が 設定 さ れな

か っ た 場 合と い う の は、 店 の 不利 益 に な る場 合 で あり 、 他 方 、客 に よる

逸 脱 行 為 が店 に 許 容 され 、 新 規範 が 設 定 され た 場 合と い う の は、 当 事者

に と っ て は利 益 に な る行 為 で あり 、「店 」「他 の 客 」の ど ち ら か の 利 益と

な り 、残る 者 の 不利 益と な ら ない 場 合 で ある こ と がわ か っ た 。す な わち 、

店 の 不 利 益に な る 規 範は 避 け てい た こ と はも ち ろ ん、 客 の 逸 脱行 動 を店

が 許 容 す るこ と で 設 定さ れ た 、他 の 店 で は不 可 能 と思 わ れ る 変わ っ た規
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範 で あ る「 F レス ト ラン 」に お ける 仮 眠 (5-1)・ YouTube 視聴 (5-2)・お 子

様 フ レ ン チ (6-1)）およ び「 BBQ 店 」に おけ る BGM(5-3)・飲 食物 持 ち 込み

(6-2)も、店の 利 益 とな る 規 範は 採 用 さ れ た 。この こ とか ら 、両 店 にお け

る 客 の 逸 脱行 動 の 拒 否も 許 容 も、 利 益 の 最大 化 （ 不利 益 の 最 小化 ） とい

う一 般 的 な店 舗 経 営 のル ー ル に則 っ て い ると い う こと が 明 ら かに な っ た。 

 規 範 の 変更 過 程 は 、客 に よ る過 失 ・ 偶 発・ 誤 解 によ る 規 範 の逸 脱 が規

範 の 変 更 提案 と な り 、店 は 偶 発・ 否 応 無 し・ 齟 齬 の調 整 を す るこ と で新

た な 規 範 の創 発 と な った 。 す なわ ち 、 そ の時 の 客 と店 の 状 況 への 依 存に

よ り 客 も 店も 意 図 せ ずに 規 範 は 変 更 さ れ るも の で ある こ と が 明ら か にな

った 。  

 客 に よ る逸 脱 行 為 が拒 否 さ れ、 新 規 範 が設 定 さ れな か っ た 場合 は 、客

の 利 用 方 法と 店 の 利 用用 途 の 齟齬 の 調 整 をす る た めに 否 応 無 しに 、 すな

わち 、 そ の時 の 客 と 店の 状 況 への 依 存 に より 規 範 が維 持 さ れ たこ と が明

ら か に な った 。  

 

8-4 社 会 規 範 ・ 学 習・ イ ノ ベ ー シ ョ ン  

 

 こ こ で は、 社 会 規 範・ 学 習 およ び イ ノ ベー シ ョ ンの 関 係 に つい て まと

める 。  

 本 調 査 で明 ら か に なっ た 新 たな 社 会 規 範の 生 成 過程 は 以 下 であ っ た。

サ ー ビ ス 業か ら サ ー ビス を 捨 てた 「 F レ スト ラ ン 」と 、 料 理 店か ら 調理

を 捨 て た「 BBQ 店 」が、客 に対 し て 既存 の規 範 か らの 逸 脱 を 誘致 し た (8-

1)。そ れに よ り 客は 、既 存 のレ ス ト ラン の規 範 か ら逸 脱 し、「 F レ ス ト ラ

ン」「 BBQ 店 」の 規 範 の変 更 提 案を 行 っ た 。店 は 客の 規 範 から の逸 脱 に よ

って 、自 店 の 規範 を 再考 さ せ られ (8-2)、店 は客 の 規 範変 更 提案 を 許 容あ

る い は 拒 否し 、 逆 提 案を 行 い 、客 が 許 容 する こ と で、 新 た な 規範 で ある

「 F レ ス トラ ン 」 の 仮眠 (5-1)、 動 画視 聴と カ ラ オケ (5-2)、子 供 に よる

フ ラ ン ス 料理 の 消 費 (6-1) が、「 BBQ 店 」の 客 と 店の BGM (5-3)、 飲 食店

の ス ペ ー ス利 用 (6-2)が 設 定さ れ た。こ れ らは 、客と 店 に よる 利益 交 渉 (8-

3)と そ の 時の 状 況 へ の依 存 の 結果 創 ら れ た新 た な 規範 で あ っ た。  

 客 に よ る「 客 と し ての 規 範 の逸 脱 」 と 、店 に よ る「 当 該 店 の規 範 の再

考 」に おけ る 互 いの 利益 創 発 プ ロ セ ス の 結果 と そ の時 の 状 況 への 依 存 は、

集 合 的 な 学習 (Lave & Wenger, 1991)の 場面 で あ った と 考 え る。 こ の 場

合の 学 習 者は 、 店 の 規範 を め ぐっ て そ の 時の 状 況 に依 存 し な がら 互 いの

利 益 交 渉 に参 加 し て いる 客 と 店で あ り 、 学習 の 結 果と し て 店 の規 範 を創
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り 変 え る に至 っ て い た 。  

 こ う し て創 ら れ た 新た な 社 会規 範 に よ って 、 単 に サ ー ビ ス 業か ら サー

ビ ス を 捨 てた 店 、 あ るい は 、 料理 店 か ら 調理 を 捨 てた 店 と い う、 開 店当

初 、 店 が 提案 し た コ ンセ プ ト にと ど ま ら ず、 店 と 客の 具 体 的 なふ る まい

を 律 す る 社会 規 範 も また 、従 来 の レス ト ラン と は 異な る オ リ ジナ ル の「 F

レ ス ト ラ ン」「 BBQ 店」 が 創 られ る 過 程 が示 さ れ た。  

 

8-5 シ ュ ム ペ ー タ ー (1926)の イ ノ ベ ー シ ョ ン 論 再 考  

 

 経 済 に おけ る 革 新 につ い て シュ ム ペ ー ター (1926)は 「 新 た な欲 望 が生

産 の 側 か ら消 費 の 側 に教 え 込 まれ 、 イ ニ シア チ ブ は生 産 の 側 にあ る のが

常 」 と し た。  

 本 論 で 明ら か に な った 新 た な社 会 規 範 の生 成 過 程は 店 が 客 に先 立 ち新

し い 振 る 舞い を 提 案 し客 を 誘 致し 参 加 さ せる こ と で、 既 存 の 振る 舞 いか

ら の 逸 脱 の価 値 を 客 に学 習 さ せ、 新 し い 振る 舞 い をす る こ と が魅 力 ある

も の だ と する 教 示 を 行っ て お り、 そ の 結 果、 客 は 既存 の レ ス トラ ン の規

範 か ら の 逸脱 に 至 る のだ と 考 えら れ た （ 8-1）。 こ れは 、 新 た な欲 望 が生

産 の 側 か ら消 費 者 に 教え 込 ま れる と い う シュ ム ペ ータ ー の 説 を 限 定 的に

肯 定 し て いた 。  

 本 論 で 新た に 示 さ れた こ と は、 そ の 後 の客 と 店 の互 い の 利 益交 渉 によ

る 規 範 の 変更 の 過 程 すな わ ち 、イ ノ ベ ー ショ ン の 推 進 過 程 の 詳細 を 明ら

か に し た こと で あ る 。店 に よっ て 既 存の 規範 か ら の逸 脱 に 誘 われ た 客 は、

既 存 の レ スト ラ ン の 規範 か ら 逸脱 し 、 当 該店 の 規 範変 更 を 提 案し た 。店

は 客 の 規 範か ら の 逸 脱に よ っ て、 自 店 の 規範 を 再 考さ せ ら れ 、こ こ で両

者 の 利 益 交渉 と そ の 時の 状 況 への 依 存 が 行わ れ 、 最終 的 に 店 は客 の 規範

変 更 の 提 案を 許 容 す るこ と で 、あ る い は 拒否 後 に 逆提 案 を 行 い客 が 許容

す る こ と で、 新 た な 規範 が 設 定さ れ た 。 こう し て 新た な 社 会 規範 を 設定

し な が ら 独自 の カ テ ゴリ ー の レス ト ラ ン を創 発 す る過 程 は 、 客と 店 によ

る 集 合 的 学習 の 過 程 であ り 、 この 記 述 に よっ て 、 イノ ベ ー シ ョン が 起き

る 一 端 を 記述 で き た もの と 考 える 。  
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9 議 論  

 

9-1 主 体 間 の 相 互 作用 と い う 視 座  

 

 本 論 文 にお い て は ここ ま で 、 各 事 例 に おけ る 会 話場 面 の 記 録よ り 、 客

と店 側 が 互い の 役 割 規範 の 逸 脱に 言 及 し た言 葉 と 行動 、 そ れ ぞれ 自 身の

あ り 方 が 変わ っ て い くプ ロ セ ス お よ び 新 たな 役 割 規範 が 生 成 され る 点に

特 に 焦 点 化し 分 析 し てき た が 、最 後 に 主 体間 の 相 互作 用 と い う視 座 での

考 察 を 試 みる 。  

 こ こ で 用い ら れ た 、も し あ る者 が あ る 立場 に あ った な ら ば 、そ の 問題

に 照 ら し てい か に こ の行 為 を 選択 し た で あろ う か とい う こ と を読 者 に納

得 さ せ る こと が で き るよ う な 、一 つ の 目 的に 関 す る強 力 な 論 を構 築 する

如 く に 作 業を 進 め る 。こ の よ うな モ デ ル をア リ ソ ン (1977） は、「 おそ ら

く 人 間 が 周辺 に 起 こ る不 可 解 な出 来 事 を 理解 し よ うと す る 際 に用 い る最

も 基 本 的 な方 法 で あ り、こ のよ う な 出来 事を 単 な る現 象 あ る いは 事 件（ す

な わ ち 、 ただ 偶 然 に 発生 す る もの ） と し てで は な く、 行 為
、 、

（ すな わ ち、

あ る 意 図 ある い は 選 択を 表 す 行動 ）と し て認 知 す るこ と で あ る 」（ p.294, 

傍 点 マ マ ）と し て い る。 こ の 方法 は 、 自 分の 行 為 を他 人 に 説 明す る やり

方 で も あ るし 、他 人 の行 動 を 理解 す る 場 合の や り 方で も あ っ て、「 人 間の

行 動 を 説 明し 予 測 す るの に 」「最 善 の も ので あ る よう に 思 わ れる 」と して

いる 。しか し、こ の 方法 が 問 題な の は、「説 明 対象 が 一個 人 の行 動 で はな

い と き だ 」と し て お り、 従 っ て「 行 為 者 が複 数 で ある 場 合 に は、 行 為に

は 目 的 が ある と す る 考え 方 を 修正 す る 必 要が あ る 」と し て い る。  

 以 上 の よう な 考 え に基 づ き 、こ れ ま で 行っ た 客 達と 店 側 と いう 複 数の

人 の 間 に 存在 す る 行 為を 再 考 する 。  

 一 般 的 な フ ラ ン ス 料理 レ ス トラ ン は 、 多く の 規 範か ら で き てい る が、

「 F レ ス トラ ン 」 は セル フ サ ービ ス と 券 売機 を 採 用す る こ と で既 存 の規

範 か ら 逸 脱し た「 フ ァミ リ ー フレ ン チ レ スト ラ ン 」を創 発 し た 。同 様 に、

「 BBQ 店 」は セ ル フ サー ビ ス とセ ル フ ク ッキ ン グ を採 用 す る こと で 既存

の 「 レ ス トラ ン 」 の 規範 か ら 逸脱 し た 「 貸し 調 理 スペ ー ス レ スト ラ ン」

と い う 飲 食店 の 新 業 態を 創 発 した 。  

 こ の 「 F レ スト ラ ン」「 BBQ 店 」 の 営 業 中 と い う、 刻 々 と 変化 し 即 決の

判 断 を 求 めら れ る 状 況に お け る、 客 達 と 店側 と の 間に 存 在 す る規 範 の変

更 過 程 の 陰に は 、客 の 不 注 意 など に よ っ て生 じ た「 過失 」、不 測・無 意 図・

手遅 れ・成 り 行 を含 む「 偶 発」、ま ち が った 理 解 や解 釈 の「 誤解 」と、店
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側の 「 偶 発」、 有無 を言 わ せ ない 「 否 応 無」、 食い 違 い とい う 「 齟 齬 の調

整」 す な わち 、 そ の 時の 状 況 への 依 存 が あり 、 客 も店 も 意 図 せず に 規範

が 変 更 さ れる も の で ある こ と が明 ら か に なっ た 。  

 ま た 、 客に よ る 逸 脱行 為 が 店側 に 拒 否 され 、 新 規範 が 設 定 され な かっ

た 場 合 は 、客 の 利 用 方法 と 店 の利 用 用 途 の 「 齟 齬 の調 整 」 を する た めに

「否 応 無 し 」 に 、 す なわ ち 、 その 時 の 客 と店 の 状 況へ の 依 存 によ り 規範

が 維 持 さ れた こ と が 明ら か に なっ た 。  

 こ の よ うな 状 況 に 依存 し た 行為 に つ い て、 状 況 論の 提 唱 者 の一 人 であ

る サ ッ チ マン（ 1999）は、「私 た ち の行 為 の状 況 は 決し て 完 全 には 予 想 で

き な い 、 何故 な ら そ れら は 絶 えず 私 た ち のま わ り で変 化 し 続 けて い るか

ら で あ る 。そ の 結 果 、私 た ち の行 為 は 、 体系 立 っ たも の で あ って も 、決

し て 認 知 科学 が 提 起 する よ う な強 い 意 味 では プ ラ ンさ れ て い ない の であ

る 。 む し ろプ ラ ン は 、本 来 的 には ア ド ホ ック （ そ の都 度 的 ） な活 動 に対

し て 、た か だか 弱 い リソ ー ス（ 資源 ）で ある と み なす べ き で あ る 」と し 、

「 い か に プラ ン が な され て も 、そ の 固 有 の状 況 の 差し 迫 っ た 事態 の 中で

行 う 行 為 とは 、避 け 難く 状 況 に埋 め 込 ま れた 行 為 なの で あ る 。」と し てい

る。  

 本 研 究 の冒 頭 で は 、規 範 の 変容 に よ っ てイ ノ ベ ーシ ョ ン が 生じ る とし

た 。 こ の イノ ベ ー シ ョン の 定 義の 下 、 飲 食店 の イ ノベ ー シ ョ ンが 生 じる

過 程 、 新 しい 価 値 （ 文化 ） が 生産 、 推 進 され る 過 程を 示 す た めに 、 規範

の 変 化 の 過程 を 示 し 、そ の 仕 組み を 明 ら かに す る こと を 目 的 とし て 設定

し た 。 し かし 研 究 の 結果 明 ら かに な っ た こと は 、 規範 が ど の よう に 変化

し て い く かは 事 前 に は決 ま っ てお ら ず 、 規範 は 状 況に 依 存 し 変更 し てい

く と い う こと で あ っ た。  

 筆 者 に よる 「 BBQ 店」 の ７ 年間 の 変 遷 の調 査 が 最後 に た ど り着 い た結

論 は「『 BBQ 店 』の 当 初の プ ラ ンに よ る 店 舗企 画・開 発・営 業 形態 は 失敗

し て い た 」 (會 津 , 2016)で あ った 。 こ れ は、 開 店 前の 調 査 を 参考 に 決定

さ れ た 基 本コ ン セ プ ト以 下 が 、開 店 後 の 結果 に お いて ほ と ん ど変 更 され

た こ と が 、デ ー タ か ら明 白 で あり 、 こ の デー タ と 店長 へ の イ ンタ ビ ュー

結 果 は 一 致し た 。 な ぜ失 敗 し てい る 事 業 を成 功 し てい る と 誤 認し 、 失敗

か ら 成 功 へと 進 ん で いる こ と に気 付 か な かっ た か 。サ ッ チ マ ン (1999)の

言 葉 を 借 りる な ら ば 「行 為 が 滑ら か に 進 む時 に 、 それ は 本 質 的に 私 たち

に は 透 明 であ る 」 た めで あ っ たと 考 え る 。更 に 失 敗し て い た はず の 事業

は 、 な ぜ 成功 し た の か。 そ れ は意 図 せ ず に状 況 に 依存 し プ ラ ンを 単 なる

リ ソ ー ス とし 、 そ の 時々 の 状 況に 埋 め 込 まれ た 行 為に よ り 変 化し 続 けた
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た め と 考 える 。  

 以 上 か ら「 BBQ 店 」は 、 利 益を 上 げ る こと と リ ーズ ナ ブ ル な価 格 の料

理 を 提 供 する と い う 目的 で 、 料理 が 売 り のレ ス ト ラン か ら 調 理を 捨 てる

こ と で 既 存の 「 レ ス トラ ン 」 の規 範 か ら 逸脱 し た 。同 様 に 「 F レ ス トラ

ン 」 は 、 利益 を 上 げ るこ と と リー ズ ナ ブ ルな 価 格 の料 理 を 提 供す る とい

う 目 的 で 、既 存 の 「 フラ ン ス 料理 レ ス ト ラン 」 の 規範 か ら 逸 脱し 、 それ

に よ っ て 格式 張 っ た サー ビ ス と高 級 感 が 売り の フ ラン ス 料 理 レス ト ラン

の規 範 か ら逸 脱 し た 。こ れ ら の店 に は 客 によ る 欲 望の 表 出 が 可能 に なる

よ う な 隙 があ り 、 す なわ ち 、 客と 店 で 過 失・ 偶 発 ・誤 解 ・ 否 応無 ・ 齟齬

と い う 状 況に 依 存 し た行 為 の 表出 が 可 能 とな り 、 その 行 為 の 再調 整 によ

り 規 範 が 変更 、 あ る いは 維 持 され る こ と が明 ら か にな っ た 。 その 行 為の

再 調 整 は 、客 と 店 そ れぞ れ の 意思 と し て は記 述 不 可能 な 、 相 互作 用 と偶

発 的 状 況 に依 存 し た 流れ に 沿 うこ と で 成 され て い た。  

 有 元（ 執 筆中 ）の 言葉 を 借 りれ ば 、「 流れ を 下 る船 と い う 現象 は 、漕 ぎ

手 の 意 思 や波 の 意 思 とし て は 記述 で き ず 、同 時 に 相互 作 用 が 起き 、 同時

に 事 態 が 進行 し て ゆ く弁 証 法 であ る 」 と して い る 。レ ス ト ラ ン経 営 にお

い て 、 客 を「 流 れ を 下る 船 」・ 店 を 「漕 ぎ手 」・店 の 運 営を 「波 」 と 捉え

る な ら 、レ スト ラ ン 経営 を「 規 範を 動 か す 」こと と「 規 範を 動か さ れ る」

と い う 弁 証法 だ と 捉 えら れ る 。こ こ で の 弁証 法 と は、 規 範 を 動か す こと

と 動 か さ れる こ と が 客と 店 が 相互 に 影 響 し合 う 一 体だ と い う こと を 指 す。 

 レ ス ト ラン に お け る新 た な 経営 方 法 の 創発 と い う、 イ ノ ベ ーシ ョ ンで

起 こ っ て いる こ と は 、真 に 規範 を 動 かし てい る の は、客 でも 店で も な く、

そ こ に あ る規 範 ・ ル ール そ の もの が 状 況 に依 存 し 変化 し て い ると い うこ

とで あ っ たと 考 え る 。  

 本 研 究 で は 、今回 の「 結 果」お よび「 考察 」で示 し た、「 客と 店 が こう

し た ら こ うな っ た （ 行為 に は 目的 が あ る ）」 と いう 記 述 には 限界 が あ り、

「議 論 」 で示 し た 「 規範 そ の もの が 状 況 に依 存 し 変化 す る 様 」 を 記 述す

る た め の 視点 と 方 法 が必 要 で ある こ と が 示さ れ た。今 後 の課 題と し て は、

こ の 視 点 によ る 新 た な記 述 方 法 に よ る 試 行・ 研 究 が必 要 と 考 える 。  
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9-2 本 論 文 の 学 問 的位 置 づ け  

 

 本 論 文 の学 問 的 位 置づ け を 表し た の が 、 表 9-1 およ び 図 9-1 で あ る。  

 

表 9-1 本論 文 の 位 置 づ け （ 筆者 作 成 2018 年 12 月 ）  

 学 問 分 野  現 象 の 種 類  変 容 の 結 果  

本

論

文 

経営 学  イノ ベ ー ショ ン  新業 態  

心理 学  学習  新習 慣  

社会 学  逸脱  新規 範  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  9-1 本論 文 の 位 置 づ け （ 筆者 作 成 2018 年 12 月 ）  

 

 「 経 営 学 」の 観 点 から 考 え ると 、既 存 のレ ス ト ラン の 規 範 を逸 脱 し た、

既 存 店 と 異な る 運 営 を行 う こ とで 、店が 客に 規 範 の逸 脱 を 誘 致し 、客も 、

客 と し て の規 範 を 逸 脱し た 。 さら に 、 客 と店 の 状 況に 依 存 し た利 益 交渉

に よ り 店 は逆 提 案 を 行い 客 が 許容 し 、 レ スト ラ ン の新 サ ー ビ ス業 態 を創

「経営学」 

イ ノ ベ ー シ ョ ン  
 

「心理学」 

学 習  

「社会学」
 

逸 脱  

「本論文」 

新 業 態 創 発  

新 習 慣 創 発  新 規 範 創 発  
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る と い う レス ト ラ ン の新 業 態 の創 発 過 程 すな わ ち 、イ ノ ベ ー ショ ン の推

進 過 程 を 示し た と 考 える 。  

 「 心 理 学」 の 観 点 から 考 え ると 、 店 が 既存 の レ スト ラ ン の 規範 か ら逸

脱 し た こ とが 、 客 へ の教 示 と なり 、 客 に よる 規 範 の逸 脱 が 生 じた と 考え

ら れ る 。 すな わ ち 、 客と 店 の 状況 に 依 存 した 集 合 的な 学 習 に よ っ て 、新

習 慣 の 創 発過 程 が 示 され た と 考え る 。  

 「 社 会 学」 の 観 点 から 考 え ると 、 店 が 既存 の レ スト ラ ン か らの 規 範の

逸 脱 に よ り客 の 規 範 逸脱 を 誘 致し 、店は 規範 を 再 考し 店 の 逆 提案 を 行 い、

客 の 許 容 によ り 新 規 範の 設 定 が行 わ れ た 。す な わ ち、 新 規 範 の創 発 過程

が 示 さ れ たと 考 え る 。  

 以 上 の こと か ら 明 らか に な った の は 、 イノ ベ ー ショ ン は 単 に新 業 態を

創 る だ け では な く 、 物や シ ス テム の 変 化 によ っ て レス ト ラ ン を利 用 する

人 々 の 習 慣ま で が 変 わる と い うこ と で あ る。 例 え ば、 セ ル フ サー ビ スの

フ ラ ン ス 料理 レ ス ト ラン を 創 るこ と に よ って 、 子 供の フ ラ ン ス料 理 レス

ト ラ ン へ の来 店 や 子 供に よ る フラ ン ス 料 理の 消 費 とい う 生 活 の変 化 が起

き て い た 。す な わ ち 、イ ノ ベ ーシ ョ ン に よっ て あ る集 団 の 構 成員 と その

参 加 者 の 生活 の 質 が 変化 す る のだ と 考 え る  
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	4 研究対象
	本調査では、筆者が経営するセルフサービスを採用したフランス料理レストラン（以下、「Fレストラン」）および、セルフサービスと客自身が調理をするセルフクッキング方式を採用したレストラン（以下、「BBQ店」）の2店の運営の調査・分析を行った。2店の営業場所は東京都内、最寄りの駅より徒歩圏内の比較的閑静な住宅地である。当該店は、木造アパート（築50年）1階に「Fレストラン」がテラス席を隣接し営業している。2階には「BBQ店」が屋上テラス席を常設し営業している。営業時間は両店ともに平日・土11時～23時、...
	図4−1 牛フィレ肉のフォアグラのせ　図4−2 ロブスターのロースト
	図4−3 外観
	（図4−1〜3、筆者撮影2018年6月）
	4−1−1「Fレストラン」のシステム
	「Fレストラン」は、通常のフランス料理レストランとは、いくぶん異なった方法で運営されている。来店した客は、店内（50席）あるいは屋外テラス席を選択し確保する。次に1階店内の壁1面に大きく貼られたメニューから好みの飲料・料理を選択し、そばにある券売機（図4−4参照）でチケットを購入し、自分の席に戻る。カウンター内プリンターが客の購入したメニュー名と番号をプリントアウトし、コックが確認し注文が確定する。料理完成後にコックがマイクで番号を呼び出す。客は番号が記入されたチケットと引換に料理を受け取る。席...
	図4−4 店内の券売機とメニュー（筆者撮影2018年6月）
	4−1−2「Fレストラン」の開店までの経緯
	「Fレストラン」の前身であるイタリアンレストランは、9年前の200x年から開店し営業していた。しかし近隣にイタリアンレストランが林立したためと、シェフが元々フランス料理を得意としていたこともあり、筆者が開店4年後にセルフサービスによるフランス料理店への業態変更を提案した。しかし、その提案はシェフ以下スタッフ5名全員の反対により頓挫した。反対の理由は以下の5点である。1点目は、フランス料理はソース作り、下ごしらえ、飾りつけに手間がかかりコックの人件費は上昇する。2点目は、セルフサービスによるホール...
	その4年後の開店8年後となる夏に筆者は、再度セルフサービスを採用したフランス料理店構想を当時のイタリアンレストランのスタッフに再提案し、渋々ではあったがスタッフ全員に了承され、その半年後の開店9年後の3月にセルフサービスを採用したフランス料理を提供する「Fレストラン」としてリニューアル工事を行い開店した。セルフサービスによるフランス料理店への業態変更に反対していたスタッフの賛成への意識の変化は、長引く不況（図 4−5参照）により飲食店も安価な値段設定を考えざるを得ない時代に差し掛かっていたこと、...
	「Fレストラン」における開店前の基本方針の決定は、シェフ・店長・他のコック・筆者および、前述したセルフサービスとセルフクッキングを先に取りいれ200x年に開店し成功を収めていた「BBQ店」の店長を加えたメンバーによるミーティングによって多くが決定された。
	4-2既存フランス料理レストランと「Fレストラン」の比較
	筆者は以前から、美味しいフランス料理をより多くの人に日常に食して貰いたいと考えていた。既存のフランス料理レストランの高級・高価格指向および接待あるいは「ハレ」の日需要という特別な日の会食の場という利用用途に疑問を持っていたのである。緒方（2018）は、「フランス在住のフランス人も高級フランス料理レストランへは日常に行くものではなく、仕事関係か特別な日に訪れるのは日本と同じである」としている。筆者の開店したセルフサービスシステムによるフランス料理レストランである「Fレストラン」は、既存のフランス料...
	4−2−1フランス料理レストランの種類
	フランス料理店は、飲食業態ごとに異なる料理を出しており、4つのカテゴリーに分けられる。緒方（2018）によると一般に高級とされる順に、「レストラン」「ビストロ」「ブラッスリー」「カフェ」となる。「レストラン」には、シェフをトップとするコックが創造性と独自性がある料理をつくり、サービス係がサービスを行い、非日常の空間で食することができるという３拍子が揃っている。「ビストロ」とは、大衆的なフランス料理を提供する食堂である。地方に行くと郷土色が強い料理となる傾向がある。「ブラッスリー」は、ビール醸造所...
	ここでは上記の「レストラン」と「ビストロ」をフランス料理レストラン（以下、「既存フランス料理レストラン」と表記）とする。
	4−2−2既存フランス料理レストランの利用用途
	一般の飲食店利用者の間には「フランス料理イコール高級料理」という図式が定着している（中小企業ビジネス支援サイト, 2018）。既存フランス料理レストランというと、高級・高価格で、内外装に大理石を使用し、シャンデリアの光り輝く店内（斎藤, 2000）において燕尾服に蝶ネクタイのソムリエがうやうやしくワインサービスを行う、社交の場としての光景を思い浮かべられるのではないだろうか。既存の高級フランス料理レストランは、伝統的なガイドブックの格付けによって細かくランキングされており、内・外装が豪華で、値段...
	接待や記念日に使用される高級既存フランス料理レストランとは、フォーマルな食事会の場に用いられるレストランであり、用途としては法人需要の会食・接待の場として利用され、個人需要では記念日・デート・ウエディングといった「ハレ」の日とされる特別な日のフォーマルな食事会に主として利用される。そのために既存フランス料理レストランの出店場所も客が「ハレ」の日に利用する大型ホテルや大規模商業施設内となる傾向（中小企業ビジネス支援サイト, 2018）がある。
	利用者の間には「フランス料理イコール高級料理」という図式が定着しているので、料理とサービスに加えて、内・外装、インテリア、小物類にいたるまで専門性が要求される。さらに社交の場であることを意識した演出が必要（中小企業ビジネス支援サイト, 2018）とされ、そのため既存フランス料理レストラン開店に際しては、特別な日の会食需要に相応しい豪華な内・外装の店が必要であり、キッチンには名のあるシェフと調理を仕切るセカンドコックおよび実際に調理をするコックとその弟子達そして、客席を取り仕切るマネージャーとホー...
	このような店を運営してゆく為には一般客の「ハレ」の日需要に加えて、高額の利用料金を苦にすることなく足繁く通う客あるいは、接待費を使用できる会社需要客といった特別な顧客の獲得と維持が無くてはならない。
	4−2−3既存フランス料理レストランの利用価格
	一般的に既存フランス料理レストランが高級なイメージとなるのは、フォアグラ・トリュフ・キャビアといった食材を使うことが原因の一つとして考えられる。これらの高価な食材を使用した料理は、高額とならざるを得ない。味の素KK（2018）の調査によると、客が求める既存フランス料理レストランへの料理として、家庭では手に入りにくいフォアグラやトリュフなど高級食材を使った料理へのニーズが最も高い結果が示されている（図4−7参照）。また業態別客単価（図4−8参照）は既存フランス料理レストランの平均利用料金は1回1人...
	以上から既存フランス料理レストランの客は、非日常的な空間や高級食材を使った料理を提供することを求め、高額な利用料を払い接待や記念日に利用するという他の業態のレストランとは一線を画す利用用途を求める客層であることが分かる。期待に応える店側である既存フランス料理レストランは、客が特別な日に行くに値する高級食材を使った料理の提供に加えて、店を優雅でフォーマルな格式に保たなければならない。その為には装飾はもとより席と席の間隔をあけ客同士の会話内容の漏れを防ぎ、さらに料理の提供を客1人ひとりの食事ペースに...
	4−2−4「Fレストラン」の利用用途
	筆者はレストランの出店に際して、たとえ既存フランス料理レストランと同様のシェフを従え、贅を尽くした店を構えることが可能だとしても、新しく作る「Fレストラン」に歴史・伝統を後付けすることは不可能と考えた。それを踏まえ、既存フランス料理レストランと競争することを避け、異なったカテゴリー・客層・利用用途・価値の「Fレストラン」を作る道を選択した。
	「Fレストラン」の利用用途としては、接待や年に数回の「ハレ」の日利用ではなく、ファミリーレストラン・ファストフード同様の日常利用を目指した。「美味しいフランス料理を日常に」というコンセプトを具現化する為の一番の問題点は、フランス料理の高額な利用価格を低額にすることである。それによって既存フランス料理レストランの利用用途・利用価値とされる接待・「ハレ」の日需要を捨て去ることとなり、日常利用へ変更できると考え、この問題をいかに解決するべきかを検討した。
	フランス料理に必要な希少食材はヨーロッパが主な産地であり、ほとんどの食材は輸入である。ヨーロッパの食材価格は元々安価では無く、輸入手続きも煩雑であり、原価を下げるのは難しい。高額利用価格を下げる為の解決策としては、料理の価格を下げることであり、価格に直結する投資・維持費用を抑えることが考えられる。投資金の回収は企業・個人を問わず開店後に必須であり、投資額を抑えることが重要である。また出店時に内外装および設備に投資を行えば毎年の固定資産税額も比例して大きくなりそれも価格に反映する。投資費用の抑制を...
	さらなる投資抑制について重要となるのは出店地である。高級レストランの出店地は、高いブランド力での集客や、ウェディングや各種記念日、イベントなど「ハレ」の日需要に対応する為に、大型ホテルや商業施設などが多くなる傾向があるが、路面店に比較して割高な出店料となる。これに対して日常使いのカジュアルな「Fレストラン」は、立地をホテル内・駅隣接を避けた割安な駅徒歩圏内の出店地とすることで、保証金・賃貸料を抑えた。資本を少額投資とした「Fレストラン」は既存フランス料理レストランで価値あるとされる豪華・高級ホテ...
	4−2−5「Fレストラン」の利用価格
	資本の少額投資に続き人件費の削減を進めた。既存フランス料理レストランで重要視される接客サービス対応のホール係・ソムリエ・予約係・会計係を省きセルフサービスとすることで、高級店に付き物のサービス料とテーブルチャージ料も無くした。高級店や既存フランス料理レストランでは使用しない券売機による生産方式を採用し、ホール係の人件費を皆無とした。スタッフは料理を作るのに不可欠なコックのみとし最低限の人件費とした。以上から、「Fレストラン」は出店に際し、少額投資・固定資産税・人件費を抑制することで投資・維持管理...
	4−2−6既存フランス料理レストラン・「立食いフレンチ」・「Fレストラン」の利益構造
	既存フランス料理レストランの利益構造は、高級食材を使用した高原価の料理を高価格で販売することで利益を出す。そのためには贅沢な空間の中でゆっくりと料理を提供することが必要となり客の滞在時間は長くなる傾向があり、1日あたり何人の客をさばけるかという席回転率が下がる。料理の原材料を平均30％と（表4−2参照）した場合、客単価を約4,500円（図4−8参照）と高価格とすることにより客一人当たりの利益を大きくし、回転率が1回転（夜）と低くても利益が出る構造であり「高客単価×低回転」型と言える。これは洋食レ...
	「Fレストラン」の開店前年に同業他社が立ち上げた立ち食い業態のフランス料理レストラン（以下、「立食いフレンチ」と表記）の利益構造を見ると、高級食材を使用した高原価のフランス料理を低価格で販売することにより集客を図り高回転率で利益を出す。坂本（2013）によると「立食いフレンチ」は、料理の原材料を平均45％とし、客単価を約3,000円と低価格とすることにより集客を図り、立食いにより客の1人あたりの客席使用面積を低く抑えることで店内収容人数を高めるとともに、利用時間の制限により客の店内滞在時間を少な...
	「Fレストラン」は、高級食材を使用した高原価のフランス料理を低価格で販売することにより集客を図るところまでは「立食いフレンチ」と同様であるが、着席と客の滞在時間を自由とし、セルフサービスシステムの採用により、ホールスタッフを不要とすることでホール人件費を省くことにより利益を上げる構造である。これは「低客単価×低人経費」型と言える。これは一般のファストフード店に主に採用されている利益構造である。
	以下に既存フランス料理レストランを例とする「高客単価×低回転」型と「立食いフレンチ」を例とする「低客単価×高回転」型、さらに「Fレストラン」を例とする「低客単価×低人経費」型の3つの利益構造店を比較しその特徴を表で示す。
	4−2−7既存フランス料理レストランと「Fレストラン」の規範
	「レストラン・マナー」でインターネット検索すると1,840万件以上のマナーについてのサイトがヒット（Yahoo! JAPAN, 2018）し、その多くにフランス料理レストランという言葉が掲載されている。これらには既存フランス料理レストランのテーブルマナーについて、着席の仕方からフォーク・ナイフの使う順番・スープの飲み方・香水の強さ・会話の内容他がこと細かに列記され、子供連れ・服装・靴などにマナー違反がある場合は、入店を拒否されたり、よいサービスを受けられなかったりするので注意が必要（グアンシータ...
	このように高級レストラン特に既存フランス料理レストランの多くは儀礼的（フォーマルformal）であり、客の求める「ハレ」の日やフォーマルな催しの日の場に相応しい格式と威厳を保つことが既存フランス料理レストランの価値とされる。利用する客も食事に際して大声で笑ったり話したりするべきではない（ハッピーライフスタイル, 2017）という既存フランス料理レストランの暗黙のルールを守らなければならない。このように既存フランス料理レストランとその客は、互いの社会的規範に準拠することによってその価値を維持し成り...
	一方「Fレストラン」は、既存フランス料理レストランの規範から逸脱することで独自の価値観を求めた。「Fレストラン」は既存フランス料理レストランの豪華・高級ホテル内立地・高価格・高客単価・フルサービス・接待・「ハレ」の日需要を捨て去り、内装を簡素・駅徒歩圏内路面店・低価格・低客単価・セルフサービス・日常使いとした。このようにカジュアルであり、客の求める日常利用の場に相応しいペット・子ども連れ可能・アットホームな雰囲気を保つことで「Fレストラン」の新たな価値を提案している。「Fレストラン」とその客は、...
	図4−9 肉料理例　　　　　　　　　　　図4−10 魚料理例
	図4−11 屋上食事風景
	（図4−9〜11、筆者撮影2018年6月）
	4-3-1「BBQ店」のシステム
	「BBQ店」は、通常のレストランとは、いくぶん異なった方法で運営されている。来店した客は、店内（50席）あるいは屋上テラス席を選択し確保する。次に2階店内のショーケース（図4−12参照）内の食材を自ら選択しレジに持参・精算する。客は清算後食材を自分の席に運び、調味料・調理用品を借用後、席に戻り自ら調理し、料理を完成させ食事を楽しみ、食後は残菜を廃棄し調味料・調理用品を返却後退店する。
	図4−12 店内食材ショーケース（筆者撮影2018年6月）
	4-3-2「BBQ店」の開店までの経緯
	この「BBQ店」の開店は、同社系列のイタリアンレストランが1階にて営業していたアパートの2階が空くこととなり決定した。折しもこのイタリアンレストランをセルフサービスレストランへ変更するという筆者の計画は頓挫していたが、社内同系列の輸入食器販売部門の店長がセルフサービスレストラン案に賛同し、「BBQ店」の店長を兼任する形で就任した。この店の開店前の打ち合わせは、社内の他のスタッフ全員が、セルフサービスレストラン構想への反対の立場であったゆえに、経営者である筆者と新店長による話し合いによって基本方針...
	「BBQ店」の業種について、当時一階では上述した同系列のイタリアンレストランが既に営業しており、別の業種を考えることとなった。「BBQ店」開店構想時の200x年は、折しも不況（図 4-5参照）と賃金低下（図 4-6参照）のまっただ中ということもあり、安価な値段設定の店がその頃の飲食店の主流であった。人気業態としてはイタリアン・ブームも一息つき、「チェーン店の居酒屋やもつ鍋屋が人気で他には古くからの個人経営の立ち飲み屋がメディアで注目」(佐藤, 2008)されていた。筆者と新店長は、大人の為の隠れ...
	以上の調査から、セルフサービスとセルフクッキング方式の導入について、筆者と店長は、美味しく新鮮な魚を焼いて食べさせる大人の為の店が少ないと考え、新鮮で良質な食材を産地から直送し客に提供したいと考えた。しかし地方、特に魚介類生産の豊富な北海道からの冷蔵輸送を試みると、市場を通さない個別の輸送はコストが掛かり安価での提供は不可能と判明した。こういった背景をもとに我々は、料理のバリュー価格での提供を模索する中で人件費の削減に取り組むこととなり、セルフサービスによるホールスタッフの人件費削減に続いて、調...
	以上の経緯から、客自らが客席の卓上コンロを使用し食材を焼くというセルフクッキングの採用により、コックの人件費が不要になり、出来上がった卓上コンロ上の料理を客が直接取り食べるというセルフサービスの採用により、ホールスタッフの人件費が抑制できるというシステムに行きついた。客にコックとホール係の役目を肩代わりしてもらう見返りとして、商品をバリュー価格で提供する、という考えにもとづき、減少した人件費を原材料費に割り振り料理の原価率（表4−1参照）を上げ、魅力ある商品価格とした。このシステムにより「BBQ...
	4-3-4 「BBQ店」「Fレストラン」の内装コンセプト立案および工事
	「BBQ店」および「Fレストラン」2店のレストラン開業までのコンセプト立案・デザイン・工事までの経緯について述べる。崎元（2011）はレストラン開業までの調査・コンセプト・デザイン作成の一般的な経緯について、「周辺の市場調査を行い人口・男女別・世代別・住民所得・住民属性などの確認後にターゲット層を確定し業態に応じてメニューと価格を決め、店のデザインは、コンセプトに合わせる」としている。「Fレストラン」および「BBQ店」の開店迄の工程も同様に進んでいった。しかし、殆どの工事を社内の者で行うことだけ...
	一般的な飲食店の開店時投資（賃貸保証金、内外装工事、厨房什器、広告、運転資金他）金額は、坪当たり120 万（吉田（文）、 2009）である。これを当てはめると1店あたり25坪×120万円＝3000万円であるが、2店ともにそれぞれ300万円以下であった。初期投資を最小限にとどめることで、商品価格の上昇を抑えた。
	以下に、2店の構想から開店迄の変遷を表で示す。
	表4−3  2店の開店迄の変遷（筆者作成2018年7月）
	4−3−5 「BBQ店」「Fレストラン」の広告・宣伝
	2店の開店当時には宣伝に先立ち、キャッチコピーを決定した。「Fレストラン」は、「日常にフレンチを！セルフサービスにより人件費を削減、一流シェフが高級食材を使用し本物の美味しいフレンチをバリュー価格で提供！」とした。「BBQ店」は、「自分で焼くから、旨い（焼きたて）・安い（人件費削減でバリュー価格）・楽しい（調理はイベント）」とした。宣伝は、経費削減および開店当初における来店客の急増によるトラブル防止のために、開店前後に手作りのチラシを周囲2キロ圏内へのポスティング（投函）を行うにとどめた。宣伝費...
	5 研究1　客による（社会）規範の逸脱を店が許容―「Fレストラン」および「BBQ店」における3事例
	5-1「Fレストラン」の客による店内における仮眠例
	5-1-1 方法
	図5−1 「Fレストラン」客の食後の仮眠(筆者撮影•加工2018年6月)
	5-1-3 考察
	(1)客による規範の逸脱
	(2) 客による規範逸脱行動と店側の偶発的な許容
	5-2「Fレストラン」の客による店内における「YouTube視聴」例
	5-2-1 方法
	調査方法は、「Fレストラン」内での店側と客の会話場面を筆記記録した。調査実施は201x年5月15日15:30〜22:00の間であった。会話記録より、客と店側が互いの規範の逸脱に言及した言葉と行動、それぞれ自身のあり方が変わっていくプロセスおよび新たな規範が生成される点に特に焦点化し分析した。調査対象は、当該店の「Fレストラン」（開店4年目）アルバイトスタッフ（20代、女）および分析者である筆者および不特定多数の客であった。
	5-2-2 結果
	日曜の夕方前の比較的空いている時間であった。7名の団体客が入店し店の前1階の屋根付きテラス席のソファー席に座った。しばらくは皆で食事を楽しんでいたが食事も一段落したところで客の中の１人が立ち歩き何かを探し始めた。彼らはスタッフを呼び止め、電源を借りプロジェクターを設置（図5-3参照）しYouTube視聴（図5-4参照）を始めるのであった。筆者は、団体が食事をしている側を通りかかりコンセントの位置を教え、以下のように一部始終を観察することとなった。
	図5-3 「Fレストラン」客によるスクリーンおよびプロジェクター設置
	（筆者撮影•加工2018年6月）
	図5-4 「Fレストラン」客のYouTube視聴(筆者撮影•加工2018年6月)
	筆者、スタッフおよび客の会話記録
	顧客：「コンセント借りても良いですか？」（スタッフに）
	スタッフ：「どうぞ、ここのコンセント使っていいですよね」（筆者に尋ねながらコンセントを指し示し、客にも了承を伝える）
	筆者：「いいですよ、そこのをどうぞ」（スタッフ・筆者ともにスマートフォン充電用と考え了承する）
	顧客：「お借りします（持参のPCをつなぐ）」（筆者はPCの充電？スマートフォンじゃないの？と考える）
	顧客：(続いてプロジェクターもつなぐ)
	スタッフ・筆者：（スタッフ・筆者ともにこの展開に戸惑い、断るべきか迷いながら無言で顧客行動を見つめる）
	スタッフ：「ここで映す為に持ってきたの？」
	顧客：「向こうの河原の木陰でやってたんだけど（自前のスクリーンを店の壁に設置しながら）・・、明るすぎて、でもここなら良いかなと？」
	筆者：「この店を偶然見つけたの？どうしてそう（電源を貸す・試写会させる）思ったの？」
	顧客：「この店を思い出して、前に通った時、自由な雰囲気だったから・・・、大丈夫かなと（一同笑）」
	筆者：「（スタッフに）スマホの充電かと・・・、ね（こんなことになるとはの意）」（笑いながら互いの仕事に戻る）
	顧客：（しばらくはYouTubeの個人投稿動画を視聴、その後、ミュージシャンによるミュージックビデオを視聴、さらにミュージックビデオを利用し全員でのカラオケとなった）
	スタッフ・筆者：（全員でのカラオケに驚くが、楽曲が洋楽ということもあって容認した）
	顧客：（一行はこのまま夜遅くまでYouTube視聴とカラオケを楽しんで帰った）
	他の入退店客は彼らの行動を微笑みながら、あるいは呆気にとられながらそばを通るのであった。
	5-2-3 考察
	(1)客による規範の逸脱
	スタッフ：「どうぞ、ここのコンセント使っていいですよね」（筆者に尋ねながらコンセントを指し示し、客にも了承を伝える）の時、筆者とスタッフは、客のコンセントの使用用途はスマートフォンの充電であると予想していた。意に反して顧客は、「お借りします（持参のPCをつなぐ）」（筆者は「スマートフォンでなくPCの充電？」と考える）、さらに続いてプロジェクターもつなぐ（筆者とスタッフは、この時点では未だプロジェクターとは分からずにいた）行動に出た。筆者は勝手にスマートフォン用と思い込み「コンセントを使って良い」...
	食後のYouTube視聴という客の逸脱行動は、店の忙しい時間帯であるランチを避け、15時半から22時という日曜のディナータイムというやや客の少ない時間帯において表れた。客の来店から逸脱行動迄の所要時間は約2時間である。客の語り「この店を思い出して、前に（店の前を）通った時、自由な雰囲気だったから・・・、大丈夫かなと（一同笑）」にある様に、客仲間１人の通りすがりの情報による初めての来店であり、食事をしながら店の様子を窺っていたと考えられる。客は店の客席へのスタッフの管理の度合い、規範への準拠の程度...
	(2)客による規範の逸脱と店側の偶発的および客の振る舞いの程度を鑑みての許容
	店側は、客のPC、プロジェクター、スクリーンを使用したYouTube視聴はフランス料理レストランの客としての規範を逸脱していると判断したが直ちに客に注意を与えなかった。これは筆者とスタッフが、スマートフォンの充電以外のコンセント使用を想定せずに客に出した承諾に起因し、筆者によるコンセント使用撤回による客の気持ち、さらにその時間の店の混雑状況、その後の入店客によるテラス席の使用、「Fレストラン」の体裁、他の客の視線を推しはかっている間の偶発的な手遅れにより、客のYouTube視聴という「Fレストラ...
	続いて「顧客が（しばらくはYouTubeの個人投稿動画を視聴、その後、ミュージシャンによるミュージックビデオを視聴、さらにミュージックビデオを利用し全員でのカラオケとなった）ことに筆者とスタッフは驚くが、これも容認した。カラオケを可能としたのは、客たちの歌の曲種、曲目、マイクなしの声の大きさ、希望者だけ参加の合唱、着席によりカラオケ然と見えない、客の酔いの程度といった客の振る舞いの程度と他の客の反応を鑑みて、カラオケという「Fレストラン」の規範からの逸脱行動を許容することとなった。
	以上から、客は河原での動画視聴の不可能という予期しない事態の後、仲間からの情報を頼りに来店し、来店時の店の状況を鑑みて欲望を表出させた。一方店側は、それを契機に、客のコンセント使用の誤った承諾による意図しない黙認、断られた客の気持ち、客の人数と相席の可能性、「Fレストラン」の体裁、他の客の視線、客の行動理由を問いただしている間に手遅れとなり、客の会食の場における映写会・カラオケ利用という「Fレストラン」の客としての規範からの逸脱行動を許容することとなった。この新たな規範の基は、客仲間の店の情報お...
	5-3「BBQ店」の客による店内における「BGM聴取」例
	5-3-1 方法
	調査方法は、「BBQ店」内での筆者による店長へのインタビューであった。調査実施は、201x年6月26日12:00〜12:30の間であった。録音したインタビューデータを書き起こし、客と店側が互いの規範の逸脱に言及した言葉と行動、それぞれ自身のあり方が変わっていくプロセスおよび新たな規範が生成される点に特に焦点化し分析した。調査対象は、当該店の「BBQ店」（開店9年目）店長（50代、女）および分析者である筆者および不特定多数の客の行動であった。対象期間は、開店（20XX年3月）より開店後（20XX年6...
	5-3-2 結果
	5-3-3 考察
	(1)客による規範の逸脱
	以上から、店における客による客のスマートフォンを利用した個人のBGMという逸脱行動は、店のBGMの選曲と趣味が一致しない客が、店内における自分達の位置、音量を測り、店や他の客に迷惑をかけないといった「BBQ店」の客としての規範を念頭に、客によるBGMという形で欲望を表出させた。さらに店の提案による店のステレオを使用した、客達のスマートフォンの曲を交代で店全体で聴取するという、店と客達の協働による「BBQ店」の新たなBGMシステムとなった。
	図5-5 客の順番待ちスマートフォンとデジタルオーディオプレーヤー
	（筆者撮影2016年1月）
	(2)客の規範逸脱行動と店側の偶発的および客の振る舞いの程度を鑑みての許容
	(3)客によるさらなる欲望の表出と客としての規範の逸脱
	(4) 客による規範の逸脱とさらなる店側の客の振る舞いの程度を鑑みての許容
	さらに、店長：「今は、ネットBGM（の選曲ジャンル）をバイトの若い子に任せてるから、流れている曲が誰の何ていう曲か分かんない、その方が良いと思って」の言葉から、曲数が有限の店のiPodから、新曲が自動的に追加されるネットBGMに変えた後、BGMのジャンル選択権をアルバイトに任せていた。店長は、ポータブルスピーカーを持参しない客のために、店のBGMを魅力的なものへ変化させようとしていた。
	6 研究2　客による（社会）規範の逸脱を店が拒否、その後の店から客へ逆提案、客の許容例―「Fレストラン」および「BBQ店」における2事例
	6-1 「Fレストラン」における客による「お子様フレンチ」提案例
	6-1-1 方法
	調査方法は、 「Fレストラン」内での筆者による店長へのインタビューであった。調査実施は、201x年3月20日11:00〜12:00の間であった。録音したインタビューデータを書き起こし、客と店側が互いの規範の逸脱に言及した言葉と行動、それぞれ自身のあり方が変わっていくプロセスおよび新たな規範が生成される点に特に焦点化し分析した。調査対象は、当該店の「Fレストラン」（開店4年目）店長（40代、男）および分析者である筆者および不特定多数の客であった。対象期間は、開店（201X年3月）より開店後（201...
	6-1-2 結果
	「Fレストラン」は、既存のフランス料理レストランとは違ったコンセプト―セルフサービス、券売機清算、子供同伴可、バリュー（品質の割に価格が低いこと）価格、しかし料理は本格的フランス料理―に、近隣の中・高年層特に東京都内山手という土地柄のマダム層（大型ショッピング施設が充実した駅周辺の高級住宅街に居住し、飲食・買い物は高級店を利用する高所得者層の既婚女性）をターゲットとして開店した。開店後、子供連れの若いファミリー層の来店が増加するとともに、親達から子供用のメニューが無いので提供して欲しいという要望...
	筆者による店長へのインタビュー記録（抜粋）
	店長：「それでもさらに、子供連れのお客さんが増えて、確かに子供の食べるものが無いと、でシェフが大人用の牛フィレ肉の余りで『お子様フレンチ』を出した（開店約3ヶ月後）」
	筆者：「ということは『お子様フレンチ』って、中身は大人と同じだよね」
	店長：「そう、名前と見た目が違うだけ（笑い）」
	筆者：「どのぐらい続きました？」
	店長：「そんなに……でも2年は続いたね」
	筆者：「『お子様フレンチ』を廃止したのはなぜ？」
	店長：「さらに子供連れの客が増えて、大人用と別に作るのが大変で、後、大人用の牛フィレ肉の余りが足り無くなって、だね」
	筆者：「でも、『お子様フレンチ』やめたらクレームがついたのでは？」
	店長：「いや、その頃子供連れのどの親も子供に、美味しいから食べなって、大人の料理を食べさせていたから、みんなで子供用メニューはもう要らないと」
	筆者：「子供が食べられるようにパスタを出して、グラタンもね？」
	店長：「そう、子供も食べられる大人用メニューを増やしたの」
	筆者：「その後は、苦情もなく？」
	店長：「そう、大人と一緒にフレンチを食べるよ、小さな子がお誕生日の時に、『牛フィレ1皿食べに来ました』って言うんだ（笑）」
	筆者：「子供がフレンチねー！（笑）」
	6-1-3 考察
	(1) 客による規範逸脱と店の拒否、その後の店の提案と両者の交渉
	店は、「開店してすぐに、子供同伴の親から子供の食べられる物が無い」と言われ、子供用料理の提供を要望されたが、この顧客行動は既存のフランス料理レストランの客としての規範を逸脱していると判断し、本格フランス料理にこだわり「イタリアンじゃないから、パスタもピッツアも出さ」ず、客による子供用メニューの要望を拒否していた。その後店は、「でも子供というか幼児を連れて来なくなった客もいて」と、「今までのフレンチレストランとは逆（子供同伴可、他のコンセプト）で出来た店だし……」とあるように「Fレストラン」の規範...
	(2) 客による逸脱行動の原因と新たな規範の生成過程
	通常、子供用メニューを提供する飲食店は、レストランの中でもファミリーレストランやデパートの食堂などのファミリー層をターゲットとした庶民的な店である（ヒットコンテンツ研究所、 2015）。大人をターゲットにしたレストラン、ましてやフランス料理レストランへの子供用メニュー提供の要望という客の行動は、規範からの逸脱と考えられる。では客は何故、子供用メニューの提供を要望したのであろうか。「Fレストラン」は、開店時から既存のフランス料理レストランとは異なったコンセプトで（セルフサービス、券売機清算、子供同...
	また親は、当初「子供の食べられる物が無い」としたが、これは、親によるフランス料理に対する思い込みが成したと考える。フランス料理、例えば「フォアグラ乗せの牛フィレ肉は、脂・味が濃い・贅沢品である」という考え方は思い込みに過ぎない。子供に出された「お子様フレンチ」について店長：「そう、名前と見た目が違うだけ（笑い）」と言うように「お子様フレンチ」の材料は大人用メニューの牛フィレ肉と同一であり、その注文が続いたということは、フランス料理を大人が子供に食べさせ、子供もまたそれを食べていたことを示している...
	以上から、既存のフレンチレストランとは異なるコンセプトの「Fレストラン」の規範を理解した客は、従来のフランス料理レストランの規範を超えた行動を表出させ、それを契機として、店側はまだ引きずっていた既存のフランス料理レストランの規範に直面させられ、「Fレストラン」の規範を再考し、「ファミリー・フレンチ・レストラン」と言えるジャンルの店の規範を構築した。それによって、大人専用と考えられていたフランス料理レストランへの子供の来店（図 6-2 参照）および、フランス料理の子供による消費という新たな規範が創...
	図 6-1 子供用クッションと椅子　図 6-2 客の子供用補助席付き自転車
	の列　（図 6-1〜2筆者撮影2017年8月）
	6-2 「BBQ店」における客による店内への「飲食物持込み」例
	6-2-1 方法
	調査方法は、「BBQ店」内での筆者による店長へのインタビューであった。調査実施は、201x年2月20日11:00〜12:00の間であった。録音したインタビューデータを書き起こし、客と店側が互いの規範の逸脱に言及した言葉と行動、それぞれ自身のあり方が変わっていくプロセスおよび新たな規範が生成される点に特に焦点化し分析した。調査対象は、当該店の「BBQ店」（開店9年目）店長（50代、女）および分析者である筆者および不特定多数の客の行動であった。対象期間は、開店より9年に渡る変遷を記述・分析した。
	6-2-2 結果
	土曜の昼頃、団体客約15名が「BBQ店」屋上のテラス席でBBQを始めていた。しばらくするとその団体客に仲間４人が遅れて合流した。４人の手にはスーパーのビニール袋が握られていた。中身はビールとワインそして肉類である。スタッフは客に「持込みシステム」を説明後、持込み料金を徴収した。客は支払いを終え仲間と合流後、持ち込んだ酒類と肉を仲間に振る舞うのであった。この「手ぶらでバーベキュー」をうたう「BBQ店」ではいつの頃からか客が店内へ飲食物を持ち込み、場所代を支払い利用する姿が散見されるようになっていた。
	通常のレストランは、調理した料理（この店では料理材料）および飲料の販売利益で営業が成り立つシステムである。しかしこの「BBQ店」ではその利用方法とともに、店に客が飲食物の材料を持込み、場所代を支払うことで店の設備、調理器具および調味料を使用し、客が調理を行い自ら消費するという「持ち込みバーベキュー」の利用方法も共存する。このシステムにはワイン1本、肉100グラムいった少量の持込みに対して徴収するシステム、飲料のみあるいは食材のみの持込み、さらに飲食物全て持込みの3種の料金が設定されている。客は店...
	筆者および店長とのインタビュー記録（抜粋）
	筆者：「客の持込み（飲食物の）っていつ頃からか覚えています？」
	店長：「そうね・・・、最初は無くて、少しずつ増えてきたね」
	筆者：「最初は、持ち帰らせていたよね？」
	店長：「そうだっけ・・・？そういえばそうかもね？」
	筆者：「・・・思い出した！持ち込んだ酒とかを客から預かって、帰りに渡していた」「いつ頃持込可能（有料）にしたんだっけ？」
	店長：「開店後2〜3年後にはそうしたんじゃない？」
	筆者：「どうしてそう（有料持込可）決めたんだっけ」
	店長：「持ち帰らせるのも可哀想だからね」「後、隠れて持ち込む客を叱るのも嫌だったしね、隠してまで持ち込むなら、持ち込めるようにしてあげようと・・・」
	筆者：「最初それで、ワイン1本いくらとか、肉100グラムいくらとか徴収するようにしたよね？」
	店長：「そうだよ、今でもそれはあるよ」
	筆者：「その後に、全て（飲食物）持込可能の時間貸し（場所代徴収）にしたのはいつ頃？3年前？4年前？」
	店長：「全部持込可能としたのは、今から3年くらい前（開店6年後）からかな？少量の持込みから大量持込み希望へ変わって」
	筆者：「なんで持込が増えたんだっけ？」
	店長：「それはうちがBBQ店とうたい始めたのと、BBQ場に入れなかった客がいて、BBQ難民が増えたからよ！」
	筆者：「あーそうだBBQが流行り初めてね、雨でBBQをできない人が河原から駆け込んできたり、週末に雨の予報が出ると電話で持込み可能かの問い合わせがあったりね」
	店長：「そう、酒も食材も仲間も揃っているので中止にできない、うちに持ち込んでBBQできないかと」
	筆者：「どう？その後、持込客の割合は増えている？」
	店長：「ま、少しずつだけど増えているね、そういう常連さんもくるしね」
	筆者：「なるほど、レンタルスペース業だね（笑）」
	店長：「うちはその方が良いよ、楽で。コンロと網を用意するだけ、片付けもセルフだし（笑）」
	6-2-3 考察
	(1) 客による規範逸脱と店の拒否、その後の店の提案と両者の交渉
	店は筆者：「最初は、持ち帰らせていたよね？」で分かるように当初、レストランにおける客の飲食物の持込みを望ましい行動ではないと判断し、店長が客を咎め持ち込まないよう指導していた。店はこの顧客行動は既存のレストランの客としての規範（飲食物持込み不可）を逸脱していると判断し、客が持ち込んだ飲食物は入店時に店が預かり、退店時に客に返却していた。しかし指導は効果が表れず持込み客は後を絶たなかった。店側は店長：「持ち帰らせるのも可哀想だからね」「後、隠れて持ち込む客を叱るのも嫌だったしね、隠してまで持ち込む...
	以上から、客は既存のレストランの客としてあるべき規範を超えた欲望を表出させ、店はそれを拒否したが客の欲望表出は継続した。それが契機となり、店側は規範に直面させられ、客との互いの利益を鑑み最初は少量持ち込みの有料という提案から始め、それが受け入れられるとさらに、店長：「・・少量の持込みから大量持込み希望へ変わって」と進めるという、客への対応の末に「レストラン」のあるべき規範を超え、「BBQ店」の新たな規範を創り出すこととなった。
	(2) 客による逸脱行動の原因と新たな規範の生成過程
	レストランへの飲食物の持込みは客としての規範からの逸脱であることは客の誰もが理解しているはずである。しかし何故客は飲食物を持ち込むのであろうか。閉店後の店内掃除では、店で販売していない銘柄のビールやワインの空き缶・瓶が椅子の下や物陰から現れる。逸脱行動の起きる時間帯は店が混み合う時間帯であり、場所は店外の屋上席である。理由はセルフサービスゆえにホールスタッフが少なく、忙しい時間帯は店内カウンターに販売スタッフが集まり、店外の屋上席の管理はおろそかになる。客の持込みは少人数でも散見されるが、顕著なの...
	他の要因としては、店側は筆者：「なんで持込が増えたんだっけ？」、店長：「それはうち（店）がBBQ店とうたい（宣伝）始めたのと、BBQ場に入れなかった客がいて、BBQ難民が増えたからよ！」とあるように、店が「BBQ店」と宣伝することで客にBBQのイメージを誘発させ、客はBBQをさせてくれる店ととらえ、自ら飲食物を用意し持ち込むのである。客はレストランであるにもかかわらず飲食物を持込み、注意を受けると「なぜいけないの？」と怪訝な顔をする。店はキャッチコピーを「セルフグリル・・（店名）」として開店した...
	当初店は、客の飲食物持込みは「レストラン」の客としての規範を明らかに逸脱していると判断し、客に持ち帰らせることで店の規範の再考には及ばなかった。その後も客の欲求にもとづく規範からの逸脱行動が繰り返されたことに起因し、持込み物への課金あるいはレストランの場所貸しという新たな利用価値が顕在化したのである。店は客との互いの利益を推し量り、有料での飲食物の持込みを提案し、客はこれを了承したのである。店と客が互いに「レストラン」の規範から逸脱した新たな規範を提案し合い、拒否し、交渉することで協働で既存の規...
	この事例から明らかになった新たな規範の生成過程は以下である。客は、「BBQ店」のキャッチコピー、店のイメージ、BBQ概念、BBQの流行、場所の不足、気象変化という必然と偶然の混在した要因によって逸脱へと誘われ欲望を表出させていた。一方店側は客の行為によって、「レストラン」の規範からの逸脱を提案されたが拒否した。その後、両者の利益その時の状況、客の反応、自然現象といった要因を考慮し、店は客へ利用料金の徴収という逆提案を行い受け入れられた。その結果、新たな「レストラン」の規範が創られた。
	7研究3 客の欲望を店が拒否例―「Fレストラン」および「BBQ店」における1事例
	7-1
	「Fレストラン」および「BBQ店」における客による規範の逸脱を店が拒否例「Fレストラン」「BBQ店」における「飲み放題」例
	7-1-1 方法
	調査方法は、「BBQ店」内での筆者による店長（50代、女）へのインタビューおよび筆者と店長による「BBQ店」「Fレストラン」の過去の営業状態の想起であった。調査実施は、201x年5月20日11:00〜12:00の間であった。書き起こしたインタビューデータおよび想起記録について、客と店側が互いの規範の逸脱に言及した言葉と行動、それぞれ自身のあり方が変わっていくプロセスおよび新たな規範が生成される点に特に焦点化し分析した。調査対象は、「Fレストラン」、「BBQ店」の店長と店員、および分析者である筆者と...
	7-1-2 結果
	「BBQ店」の店長は「Fレストラン」に先立ちセルフサービスの営業を開始したいきさつから、「Fレストラン」を指導する立場(4-1-2)であり、加えて両店のミーティングは、毎週合同で行われることから両店の営業の経緯を最も知る者である。この「BBQ店」の店長と筆者の記憶から両店の飲み放題メニューの変遷は、以下の様になされたことが確認された。
	9年前に開店した「BBQ店」では開店当初の飲み放題メニューには、「未成年者お断り」と言った法律の遵守だけを明示していた。しかし、開店3年後くらいから、ボトルに口を付けた直接飲みや、仲間内での一気飲みなどが原因とみられる急性アルコール中毒の発生および、飲み残しボトルの持ち帰りといった、飲み放題客の問題行動が繰り返されるようになった。スタッフミーテングにおいて、飲み放題時の規則について話し合われ、新しい「BBQ店」の規則が書面で作られ、それを客に提示し署名をさせた後に飲み放題を始めさせることとなった...
	5年後に開店した「Fレストラン」では開店当初から、「BBQ店」の飲み放題客用の規則が採用され、ボトルの直接飲み、一気飲み、ボトルの持ち帰り禁止という規則が明示された。その後、開店半年後に飲み放題客による大声・泥酔・脱衣（上半身）といった行動も、他の客から苦情が出たことで問題となり、大声・泥酔・脱衣（上半身）の禁止も文書化され「BBQ店」よりも禁止事項が多い「Fレストラン」の新規則が作られた。しかし一方の「BBQ店」の規則に、大声・泥酔・脱衣（上半身）の禁止は明示されなかった。それについて筆者がそ...
	7-1-3 考察　客の規範逸脱と店の規範変更拒否
	「BBQ店」開店当初の飲み放題メニュー開始時には、「未成年者お断り」といった法律の遵守だけを明示していたことで分かるように、店は客が飲み放題の規範から大きく逸脱することを考えていなかった。しかし飲み放題客がボトルから直接飲んだり、飲み残したボトルを持ち帰ったりしたことから、店はこれを既存のレストランの客としての規範を逸脱していると判断し、スタッフ全員の合意により新しい規則を書面で作り、客に了承させ署名させることとなった。このように規範の逸脱と見なされる客の行為が拒否され禁止が明示された理由は、急...
	その5年後開店の「Fレストラン」では当初、フランス料理レストランの飲み放題客への規則は、「BBQ店」と同様で出発した。しかし酔った客の声の大きさ、酔いすぎ、上半身の脱衣が問題となり、それらの新たな禁止が規則に加わり、「Fレストラン」独自の規則となった。これは、
	「Fレストラン」客がこの店に対して、静かに落ち着いて食事が出来る店であることを求めていると店側が判断し、それを店が維持することで客と店の互いの利益を守るためであった。一方、「BBQ店」の規則に、大声・泥酔・脱衣（上半身）の禁止は採用されなかった。これは、「BBQ店」の客は、この店に対して、立ち歩き、大声で話をし、酔っ払い、自分達で持ち込んだBGM(事例5-3)を聞きながら食事（図 7-1参照）が出来る店であることを求めていると店が判断し、それを店が維持することで客と店の互いの利益を守るためであった...
	図 7-1立ち歩き・自身の持ち込んだポータブルスピーカーのBGMでダンスをする客（筆者撮影2017年8月）
	8 総合考察
	8-1 客の社会規範逸脱への店の影響
	「Fレストラン」「BBQ店」における客の行動を調査・分析したところ、「Fレストラン」事例の仮眠(5-1)やYouTube視聴(5-2)、カラオケ (5-2)、お子様フレンチの提案(6-1)といった、一般的なフランス料理レストランの規範から逸脱する客や、「BBQ店」事例の個人BGMの聴取(5-3)、飲食物持込(6-2)といった、一般的なレストランの規範から逸脱する客が散見された。この要因について考察する。 　「Fレストラン」「BBQ店」ともに、既存のレストランとはいくぶん異なった方法で運営されてい...
	こういった「Fレストラン」あるいは「BBQ店」の規範に客を従わせることが、客に対する既存のレストランの規範からの逸脱の教示となっている可能性が考えられる。すなわち店が新しい振る舞いを提案し客を誘致し参加させることで、既存レストランにおける振る舞いから逸脱する価値を客に学習させ、新しい振る舞いをすることが魅力あるもの、つまり「Fレストラン」における高級フランス料理をバリュー価格で肩肘はらずに食すことができることや、「BBQ店」での自分達で行う調理はイベントとして楽しめることだとする教示を行っている...
	その結果、客は既存のレストランの規範からの逸脱に至るのだと考えられる。客の仮眠、YouTube視聴、お子様フレンチの提案、個人BGM、飲食物持込といった規範からの逸脱には、客に率先しての店側による従来のレストランにおける規範からの逸脱が少なからず関わっていると考える。
	8-2 店の社会規範再考への客の影響
	「Fレストラン」「BBQ店」における客と店の行動を調査・分析したところ、客の逸脱によってはじめて店側も自店の規範に直面させられていることが明らかになった。
	「Fレストラン」事例の仮眠(5-1)では、ソファーに大の字になって熟睡してしまったカップルを前に、店長と筆者が互いに迷いながら、この店において食後の仮眠があり得ることなのかどうかに直面させられていた。YouTube視聴(5-2)においては、パソコン、プロジェクタのためのコンセント使用という、スタッフと筆者にとって予想外の客の行動に戸惑い、断るべきか迷いながら、動画視聴がこの店の規範としてあり得ることなのかと判断を迫られていた。お子様フレンチ(6-1)では、子供連れ客による子供用メニュー提供の提案に...
	「BBQ店」事例のBGM(5-3)では、BGMが流れる店内の自分の席において客が自分のスマホの曲を聴取する行動から、店は自店のBGM選曲の妥当性に戸惑い、客の持ち込んだスマホの音楽をBGMとすることはこの店の規範としてあり得ることだと店長が判断するに至っていた。飲食物持ち込み(6-2)では、店は初め客の飲食物の持ち込みを断っていたが、繰り返される持ち込みに対して、客による持ち込みを許可する仕組みを考えさせられていた。
	8-3規範の変更過程
	ここでは各規範の変更過程を、「逸脱した当事者」「店」「他の客」の利益・不利益の観点、および規範の推移の観点（表8-1）からまとめる。
	8-3-1　客による逸脱が店に許容された例
	客の仮眠例(5-1)では、客による規範の逸脱は当事者だけの利益であり、他の客や店の迷惑とはならず、すなわち利益にも不利益にもならなかった。
	レストランにおいて横になって寝ないという「公共の場」における社会規範から、仮眠可能という「Fレストラン」の新規範への変更は、満腹感と酔いによる客の過失に端を発した。この時、客は規範からの逸脱を自覚していたようであった。しかし、周囲の他の利用客の減少によりテラス席にカップルのみとなることで空きソファーに横になることが可能となり、結果的に「Fレストラン」への規範変更の提案となった。加えて、筆者が意図せずに店長に最終判断を委ね、店長は筆者との直前のやりとりを客行動の肯定と受けとめるという、店長と筆者との...
	その後も「Fレストラン」では「仮眠可能」と掲示していないにも関わらず、食後に横になって仮眠する客（図5-2参照）が散見される。仮眠する客の全てが他の客の睡眠を模倣している訳ではないと考えると、店自体が客に過失・欲望を表出させることを可能とさせる「隙」があり、店側はそれを容認し新規範は旧規範に戻ることなく新しい規範が維持されていると考える。この「隙」に関しては、「9 議論」において述べる。
	YouTube視聴例(5-2) では、客による規範の逸脱は当事者だけの利益であり、他の客や店の迷惑とはならず、すなわち利益にも不利益にもならなかった。
	レストランにおいて映写会を実施したり、カラオケをしたりしないという「公共の場」における社会規範から、YouTube視聴可能という「Fレストラン」の新規範への変更は、フランス料理レストランでの映写会という客による規範の逸脱に端を発した。これは、河原での動画視聴が不可能になるという客にとって不測の事態の後、店を思い出した仲間のイメージを頼りに来店し、他の客の減少によってテラス席を貸切り状態にできたことにより可能となった。すなわち、客は当初、店への来店予定は無く、偶発的に不可能となった動画視聴のためにレ...
	加えて、筆者の勘違いによるコンセントの使用承諾・使用禁止の躊躇・手遅れという偶発により、YouTube視聴とカラオケという新規範が店に容認された。すなわち規範の変更は、客の不測の事態に端を発した偶発的な変更提案を、店側が勘違い・成り行き・手遅れによって容認するという、客の利用目的と店の用途の齟齬の調整の結果、客も店も意図せずに、すなわち、その時の客と店の状況への依存によりなされたことが明らかになった。
	BGM例(5-3)では、客のスマートフォンを利用した個人のBGMは当事者だけの利益であり、他の客や店の迷惑とはならず、すなわち、利益にも不利益にもならなかった。客のスマートフォンを店のステレオに繋ぐことは、当事者達と店の利益となり、他の客には利益にも不利益にもならなかった。さらに各グループによるポータブルスピーカーBGMは、当事者達は自分の音楽を聞き、他の客は店のBGMを聞くことができることから、どの客にも店にも利益となった。
	レストランにおいて各自で用意した音楽の聴取をしないという「公共の場」における社会規範から、客のグループ毎のBGMと店のステレオからのBGMとが混在する「BBQ店」の新規範への変更は、客が店に隠れてスマートフォンで個人BGMを聴取したことに始まり、この「BBQ店」の規範からの逸脱が、結果的に店のBGM曲の変更提案となった。店長は、自身の選曲に自信がないために店全体でのBGMという逆提案を行い、客はこれを容認した。すなわち規範の変更は、客の不測の事態が意図しない変更提案となり、それが店側の逆提案を呼び...
	お子様フレンチ例(6-1)では、客による規範の逸脱は、子供連れの来店客と余り物を使用した店の利益となり、それ以外の客の利益にも不利益にもならなかった。しかしその後、お子様メニューの材料不足と効率の悪さから店の不利益となり、お子様フレンチの代替メニューとして、子供も食せる大人用メニューを充実させたことよって、子供連れ客とそれ以外の大人の客および、子供料理を大人用と別に作る必要が無くなった店の利益となった。
	子供用メニューを要望しないという「フランス料理レストラン」における社会規範から、子供向けメニューを開発・提供し、やがて子供用メニューを廃止し、大人も子供も食べられるメニューを提供するという「Fレストラン」の新規範への変更は、「フランス料理は子供に食べさせるものではない」という親の誤解に起因し、親による店への子供料理の提供提案となった。店は、一般的なフランス料理レストランの規範に則して考えていたため、子供同伴可としたにもかかわらず、子供への配慮が足りなかった自店の規範の齟齬に気付き「お子様フレンチ」...
	飲食物持ち込み例(6-2)では、客による規範の逸脱は飲食物を原価で持ち込むことで客の利益となり、店は販売価格による利益取得が不可能となり店の不利益となり、それ以外の客には利益にも不利益にもならなかった。しかし、有料での持ち込みは客が土産や自分の料理を皆に馳走したいと持参した飲食物を、店が調理した商品から原価と人件費を引いた低い利益設定料で持ち込み可能あるいは、低料金でのスペース利用が可能になり、持ち込み客にも店にも利益があり、それ以外の客には直接の利益にも不利益にもならなかったが、客の選択肢は増え...
	飲食物を持込まないという「レストラン」における社会規範から、飲食物持込み可能という「BBQ店」の新規範への変更は、客の友人同士による説明不足の誘いと、店が「BBQ店」と宣伝することで客に公共の場でのBBQと誤解させたことに起因した。だが、店は変更を拒否し規範を守り、客に規範に準拠させていた。
	しかし、BBQの流行による場所の不足によるBBQ場への入場不可や気象の変化による屋外からの避難という不測・偶発的に来客が増え、持ち込みを断ることでトラブルとなることを避けるために否応無く、店は客に購入後の飲食材料を店に持ち込む代償として場所代を徴収するという「レストラン」の規範から逸脱した逆提案を行い、客に容認された。すなわち規範の変更は、客の不測の事態・偶発的な変更提案を、店側は否応なく容認し、客の利用目的と店の用途の齟齬の調整をすることで、客も店も意図しない変更提案を、店側のリアクションよる逆...
	8-3-2　客による逸脱が店に拒否・却下された例
	「Fレストラン」「BBQ店」における飲み放題例(7-1)では、客によるボトルに口を付けた直接飲み、一気飲み、飲み残しボトルの持ち帰りといった、飲み放題客のマナー違反が問題となり、全スタッフの合意によって、飲み放題時のボトルからの直接飲み、一気飲み、ボトル持ち帰りは禁止という新しい規範が作られた。この規則に違反すればボトル一本につき幾ら徴収という罰金も設けられた。ボトルからの直接飲みの禁止は、次の客の飲用不可能という店の不利益防止のために、一気飲みの禁止は、客の危険（急性アルコール中毒）という、客の...
	その5年後開店の「Fレストラン」では当初、フランス料理レストランの飲み放題客への規則は、「BBQ店」と同様で出発した。しかし酔った客の声の大きさ、酔いすぎによる歩行困難、上半身の脱衣が問題となり、それらの新たな禁止が規則に加わり、「Fレストラン」独自の規則となった。これは「Fレストラン」の客がこの店に対して、静かに落ち着いて食事が出来る店であることを求めていると店側が判断し、それを店が維持することで客と店の互いの利益を守るためであった。一方、「BBQ店」の規則に、大声・泥酔・脱衣（上半身）の禁止...
	ボトルからの直接飲み、一気飲み、ボトルの持ち帰りはしないという「レストラン」における社会規範に対して客による逸脱行動が生じたが、店側はその行動を拒否し、却下することにより店の規範を維持することとなった。店は店の秩序維持のために、客による規範の逸脱提案を拒否し、客を店の規範に準拠させていた。この拒否は、客と店の利用方法の齟齬の調整をするために否応なしであった。店側のリアクションよる規範の維持と客への準拠は、その時の客と店の状況への依存によりなされたことが明らかになった。
	以下に、規範の変更、当事者・店・他の客の利益・不利益と推移を表で示す。
	表8-1 規範の変更、当事者・店・他の客の利益・不利益と推移（筆者作成2018年12月）
	「↑」は利益、「↓」は不利益、「―」は利益でも不利益でもないことを意味する。
	「過失」は、不注意などによって生じたしくじり、「誤解」は、まちがった理解や解釈、「偶発」は、「不測」・「無意図」・「手遅れ」・「成り行」を含む、「否応無」は、有無を言わせないようす、「齟齬」は、食い違いを意味する。
	8-3-3　規範の変更過程まとめ
	以上から、客による社会規範逸脱に対する店の許容・拒否と利益の関係においては、客による逸脱行為が店に拒否され、新規範が設定されなかった場合というのは、店の不利益になる場合であり、他方、客による逸脱行為が店に許容され、新規範が設定された場合というのは、当事者にとっては利益になる行為であり、「店」「他の客」のどちらかの利益となり、残る者の不利益とならない場合であることがわかった。すなわち、店の不利益になる規範は避けていたことはもちろん、客の逸脱行動を店が許容することで設定された、他の店では不可能と思わ...
	規範の変更過程は、客による過失・偶発・誤解による規範の逸脱が規範の変更提案となり、店は偶発・否応無し・齟齬の調整をすることで新たな規範の創発となった。すなわち、その時の客と店の状況への依存により客も店も意図せずに規範は変更されるものであることが明らかになった。
	客による逸脱行為が拒否され、新規範が設定されなかった場合は、客の利用方法と店の利用用途の齟齬の調整をするために否応無しに、すなわち、その時の客と店の状況への依存により規範が維持されたことが明らかになった。
	8-4 社会規範・学習・イノベーション
	ここでは、社会規範・学習およびイノベーションの関係についてまとめる。
	本調査で明らかになった新たな社会規範の生成過程は以下であった。サービス業からサービスを捨てた「Fレストラン」と、料理店から調理を捨てた「BBQ店」が、客に対して既存の規範からの逸脱を誘致した(8-1)。それにより客は、既存のレストランの規範から逸脱し、「Fレストラン」「BBQ店」の規範の変更提案を行った。店は客の規範からの逸脱によって、自店の規範を再考させられ(8-2)、店は客の規範変更提案を許容あるいは拒否し、逆提案を行い、客が許容することで、新たな規範である「Fレストラン」の仮眠(5-1)、...
	こうして創られた新たな社会規範によって、単にサービス業からサービスを捨てた店、あるいは、料理店から調理を捨てた店という、開店当初、店が提案したコンセプトにとどまらず、店と客の具体的なふるまいを律する社会規範もまた、従来のレストランとは異なるオリジナルの「Fレストラン」「BBQ店」が創られる過程が示された。
	8-5 シュムペーター(1926)のイノベーション論再考
	経済における革新についてシュムペーター(1926)は「新たな欲望が生産の側から消費の側に教え込まれ、イニシアチブは生産の側にあるのが常」とした。
	本論で明らかになった新たな社会規範の生成過程は店が客に先立ち新しい振る舞いを提案し客を誘致し参加させることで、既存の振る舞いからの逸脱の価値を客に学習させ、新しい振る舞いをすることが魅力あるものだとする教示を行っており、その結果、客は既存のレストランの規範からの逸脱に至るのだと考えられた（8-1）。これは、新たな欲望が生産の側から消費者に教え込まれるというシュムペーターの説を限定的に肯定していた。
	本論で新たに示されたことは、その後の客と店の互いの利益交渉による規範の変更の過程すなわち、イノベーションの推進過程の詳細を明らかにしたことである。店によって既存の規範からの逸脱に誘われた客は、既存のレストランの規範から逸脱し、当該店の規範変更を提案した。店は客の規範からの逸脱によって、自店の規範を再考させられ、ここで両者の利益交渉とその時の状況への依存が行われ、最終的に店は客の規範変更の提案を許容することで、あるいは拒否後に逆提案を行い客が許容することで、新たな規範が設定された。こうして新たな社...
	9 議論
	9-1主体間の相互作用という視座
	本論文においてはここまで、各事例における会話場面の記録より、客と店側が互いの役割規範の逸脱に言及した言葉と行動、それぞれ自身のあり方が変わっていくプロセスおよび新たな役割規範が生成される点に特に焦点化し分析してきたが、最後に主体間の相互作用という視座での考察を試みる。
	ここで用いられた、もしある者がある立場にあったならば、その問題に照らしていかにこの行為を選択したであろうかということを読者に納得させることができるような、一つの目的に関する強力な論を構築する如くに作業を進める。このようなモデルをアリソン(1977）は、「おそらく人間が周辺に起こる不可解な出来事を理解しようとする際に用いる最も基本的な方法であり、このような出来事を単なる現象あるいは事件（すなわち、ただ偶然に発生するもの）としてではなく、行為（すなわち、ある意図あるいは選択を表す行動）として認知する...
	以上のような考えに基づき、これまで行った客達と店側という複数の人の間に存在する行為を再考する。
	一般的なフランス料理レストランは、多くの規範からできているが、「Fレストラン」はセルフサービスと券売機を採用することで既存の規範から逸脱した「ファミリーフレンチレストラン」を創発した。同様に、「BBQ店」はセルフサービスとセルフクッキングを採用することで既存の「レストラン」の規範から逸脱した「貸し調理スペースレストラン」という飲食店の新業態を創発した。
	この「Fレストラン」「BBQ店」の営業中という、刻々と変化し即決の判断を求められる状況における、客達と店側との間に存在する規範の変更過程の陰には、客の不注意などによって生じた「過失」、不測・無意図・手遅れ・成り行を含む「偶発」、まちがった理解や解釈の「誤解」と、店側の「偶発」、有無を言わせない「否応無」、食い違いという「齟齬の調整」すなわち、その時の状況への依存があり、客も店も意図せずに規範が変更されるものであることが明らかになった。
	また、客による逸脱行為が店側に拒否され、新規範が設定されなかった場合は、客の利用方法と店の利用用途の「齟齬の調整」をするために「否応無し」に、すなわち、その時の客と店の状況への依存により規範が維持されたことが明らかになった。
	このような状況に依存した行為について、状況論の提唱者の一人であるサッチマン（1999）は、「私たちの行為の状況は決して完全には予想できない、何故ならそれらは絶えず私たちのまわりで変化し続けているからである。その結果、私たちの行為は、体系立ったものであっても、決して認知科学が提起するような強い意味ではプランされていないのである。むしろプランは、本来的にはアドホック（その都度的）な活動に対して、たかだか弱いリソース（資源）であるとみなすべきである」とし、「いかにプランがなされても、その固有の状況の差...
	本研究の冒頭では、規範の変容によってイノベーションが生じるとした。このイノベーションの定義の下、飲食店のイノベーションが生じる過程、新しい価値（文化）が生産、推進される過程を示すために、規範の変化の過程を示し、その仕組みを明らかにすることを目的として設定した。しかし研究の結果明らかになったことは、規範がどのように変化していくかは事前には決まっておらず、規範は状況に依存し変更していくということであった。
	筆者による「BBQ店」の７年間の変遷の調査が最後にたどり着いた結論は「『BBQ店』の当初のプランによる店舗企画・開発・営業形態は失敗していた」(會津, 2016)であった。これは、開店前の調査を参考に決定された基本コンセプト以下が、開店後の結果においてほとんど変更されたことが、データから明白であり、このデータと店長へのインタビュー結果は一致した。なぜ失敗している事業を成功していると誤認し、失敗から成功へと進んでいることに気付かなかったか。サッチマン(1999)の言葉を借りるならば「行為が滑らかに...
	以上から「BBQ店」は、利益を上げることとリーズナブルな価格の料理を提供するという目的で、料理が売りのレストランから調理を捨てることで既存の「レストラン」の規範から逸脱した。同様に「Fレストラン」は、利益を上げることとリーズナブルな価格の料理を提供するという目的で、既存の「フランス料理レストラン」の規範から逸脱し、それによって格式張ったサービスと高級感が売りのフランス料理レストランの規範から逸脱した。これらの店には客による欲望の表出が可能になるような隙があり、すなわち、客と店で過失・偶発・誤解・...
	有元（執筆中）の言葉を借りれば、「流れを下る船という現象は、漕ぎ手の意思や波の意思としては記述できず、同時に相互作用が起き、同時に事態が進行してゆく弁証法である」としている。レストラン経営において、客を「流れを下る船」・店を「漕ぎ手」・店の運営を「波」と捉えるなら、レストラン経営を「規範を動かす」ことと「規範を動かされる」という弁証法だと捉えられる。ここでの弁証法とは、規範を動かすことと動かされることが客と店が相互に影響し合う一体だということを指す。
	レストランにおける新たな経営方法の創発という、イノベーションで起こっていることは、真に規範を動かしているのは、客でも店でもなく、そこにある規範・ルールそのものが状況に依存し変化しているということであったと考える。
	本研究では、今回の「結果」および「考察」で示した、「客と店がこうしたらこうなった（行為には目的がある）」という記述には限界があり、「議論」で示した「規範そのものが状況に依存し変化する様」を記述するための視点と方法が必要であることが示された。今後の課題としては、この視点による新たな記述方法による試行・研究が必要と考える。
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